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第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）

■基本目標１　子どもにとって大切な権利の保障

①子どもの権利保障のための取り組みの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

1

奈良市子ども会議の開催 子どもの意見表明や参加を支援するための取り組みとして、子

どもの自主的・自発的な運営による「子ども会議」を開催しま

す。

子ども政策課

■基本目標２　乳幼児期の教育・保育の充実

①乳幼児期の教育・保育の提供体制の確保

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

2

教育・保育施設及び地域型

保育事業の整備

待機児童解消や多様な教育・保育ニーズに対応するため、既存

の教育・保育資源を活用するとともに、民間活力による教育・

保育施設及び地域型保育事業等の整備を行います。

子ども政策課

保育所・幼稚園課

3

市立幼保施設の再編 「奈良市幼保再編基本計画」「奈良市幼保再編実施計画」に基

づき、市立幼保施設の統合・再編及び民間活力を活用すること

により、よりよい教育・保育環境の整備を図ります。

子ども政策課

保育総務課

4

幼稚園等の一時預かり事業 幼稚園や認定こども園の通常の教育時間外に、希望する園児を

対象に一時預かり事業を実施し、保護者の子育てを支援しま

す。

保育総務課

保育所・幼稚園課

5

保育所等の延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応する

ため、保育所や認定こども園等において認定された利用時間を

超えた保育を実施し、就労世帯等の支援を図ります。

保育総務課

保育所・幼稚園課

6

休日保育事業 保育所等において、日曜・祝日などに就労するため、保育を必

要とする保護者の子どもを預かり保育します。

保育所・幼稚園課

7

夜間保育事業 保育所において、夜間に就労するため、保育を必要とする保護

者の子どもを保育します。

保育所・幼稚園課

令和３年度進捗管理事業一覧

　　基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり
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②質の高い教育・保育の一体的提供と内容の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

8

こども園、幼稚園及び保育

所等職員研修の推進

子どもの人権を十分配慮し、多様な教育・保育ニーズ及び子育

て支援等のサービスに対応するため、こども園、幼稚園及び保

育所に勤務する職員を対象に園内外の研修を実施し、資質向上

を図ります。

保育総務課

9

こども園、幼稚園及び保育

所と小学校との連携の推進

園における教育及び保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育

成につながることに配慮し、小学校教育への円滑な接続が行わ

れるよう、連携を推進します。

保育総務課

10

特別な支援を要する園児へ

の支援体制の充実

特別な支援を要する園児に対して必要な支援を適切に提供する

とともに、ネットワーク体制を活かした連携の中で、特別支援

教育及び支援体制の充実を図ります。

保育総務課

11

こども園、幼稚園及び保育

所における食育の推進

乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、

食を通じた豊かな人間性の育成を目指し、各園において、年齢

に応じた食育に取り組むと共に、食育だより等を通じた保護者

への啓発を行うことにより、子どもたちの心身の健全育成を図

ります。

保育総務課

12

こども園及び保育所におけ

る安全な給食の提供

徹底した衛生管理のもと、和食を中心に旬の食材を取り入れな

がら、乳幼児の成長に必要な栄養バランスや食物アレルギーに

配慮した安心・安全でおいしい給食の提供に努めます。

保育総務課

13

民間保育所等運営費補助金 運営費補助金の交付により、保育サービスの内容の充実を図

り、多様化する保育ニーズに応えることで、子育てと仕事の両

立支援をめざします。

保育所・幼稚園課

14

保育所等のサービス評価の

実施

保育所等に第三者評価及び保護者アンケートによる評価を導入

し、これまでに提供してきた保育内容や保育の質を保護者や子

どもの視点から見直し改善します。

保育総務課

保育所・幼稚園課

15

私立幼稚園運営費補助金 運営費補助金の交付により、私立幼稚園の教育条件の維持向上

を図り、幼稚園の経営の健全性を高めることで私立幼稚園の健

全な発展を図ります。

保育所・幼稚園課

■基本目標３　学齢期の教育・育成施策の充実

①豊かな人間性と生きる力を育む学校教育の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

16

地域で決める学校予算事業 中学校区を単位として、地域と学校が連携・協働し、地域全体

で子どもを育てる体制をつくります。

地域教育課

17

世界遺産学習推進事業 世界遺産等の文化遺産や自然環境などを通じて、地域に対する

誇りを育て、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育

成します。

学校教育課

18

学校ICTの推進 タブレット端末等のＩＣＴ機器を小学校・中学校に整備し、そ

の活用を通して基礎学力の定着や学習意欲、コミュニケーショ

ン能力や課題解決力の向上を図ります。

学校教育課

19

地域に開かれた魅力ある学

校・教育の推進（学校の自

己評価）

各学校がその教育活動や学校運営の状況について自己評価を行

い、成果や課題を明らかにして改善を進めるとともに、それを

保護者や地域社会に公開することで、開かれた学校づくりを進

めます。

学校教育課

20

コミュニティ・スクールの

運用

保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設け、

学校運営の基本方針の承認や、教育活動などについて意見を述

べるといった取り組みを行うことで、学校運営の一層の改善を

図ります。

地域教育課

21

教職員研修の推進 奈良市教育センターを拠点とした研修と教員一人一人の指導力

に応じた研修を実施し、教員の意識改革と指導力向上を目指し

ます。

教育支援・相談課
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②子どもの居場所や体験活動の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

22

放課後児童健全育成事業 保護者が就労などで昼間家庭にいない世帯の小学生を預かり、

放課後児童健全育成事業施設内において、集団生活を体験させ

ながら、健全育成を図ります。

地域教育課

23

放課後子ども教室推進事業 放課後等に小学校等を活用して、子どもたちの安全・安心な活

動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得てスポーツ等交

流活動を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で心

豊かで健やかに育まれる環境づくりを行います。

地域教育課

24

教育センター学習事業 教育センターのキッズ学びのフロアの設備を活用した体験教室

等を開催することで、子どもたちの豊かな学びを保障し、創造

性や探究心を育てます。

教育支援・相談課

25

青少年野外体験施設の運営

管理

自然環境の中での野外活動やレクリエーション活動を通じて、

青少年の心身の健全な育成を図ります。

地域教育課

26

児童館事業の充実 児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点

としての事業を行い、より開かれた児童館をめざします。ま

た、安全面を第一に、施設の老朽化具合などにより優先順位を

つけて、計画的に整備を進めます。

子ども育成課

27

スポーツ体験フェスティバ

ルの開催

「スポーツの日」にちなんで、スポーツの裾野を拡大し、「見

て、触れて、体験」することにより、子どもたちがスポーツに

親しみ、取り組む足がかりとなる場を提供します。

スポーツ振興課

28

スポーツ少年団の育成 スポーツ少年団事業として魅力ある本部事業を展開し、団への

加入を促進することにより、子どもたちのスポーツの継続的な

活動を促進します。

スポーツ振興課

29

子どもを対象とした文化事

業の実施

子どもたちが優れた芸術や伝統的な芸能等、文化に親しむ機会

を設けます。

文化振興課

奈良町にぎわい課

30

アウトリーチ活動の実施 学校教育との連携を図り、子どもたちが芸術文化に親しむ機会

を充実させます。

文化振興課

③心身の健やかな成長のための取り組みの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

31

教育相談業務の充実 教育センターに教育相談総合窓口を設け、カウンセラーを配置

するとともに不登校や特別支援教育の相談、スクールカウンセ

ラーの配置等を行い、教育に関する様々な相談の充実を図りま

す。

教育支援・相談課

32

特別支援教育推進事業 特別支援教育の推進のため、専門の相談員を配置し、特別な支

援を必要とする幼児児童生徒一人一人に応じた相談の充実を図

ります。

教育支援・相談課

33

すこやかテレフォン事業 青少年の健全育成を図るため、青少年の育成に関する相談業務

を「奈良いのちの電話協会」に委託し、すこやかテレフォン相

談室を設置し、専門の相談員が年中無休で電話による各種の相

談業務を行います。

いじめ防止生徒指導課

34

エイズ・性感染症に関する

正しい知識の普及啓発事業

特に性行動が活発化する若年層を中心に、エイズや性感染症に

関する正しい知識を持ち予防行動がとれるよう、学校、NPO

団体等関係機関と協力しながら啓発事業を推進します。

また、感染不安のある方への相談や検査を行い、知識普及と感

染予防への意識づけを行います。

保健予防課

35

未成年の喫煙対策 たばこから子どもたちの健康を守るため、関係機関と協力しな

がら子どもおよび保護者への啓発を行います。

医療政策課

36

思春期保健対策（性） １０代の望まない妊娠、性感染症の防止のために、思春期相談

窓口を設けています。関係機関と協力しながら啓発活動等を行

います。

母子保健課
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■基本目標１　子どもと子育て家庭の健康の確保

①妊娠から出産、子育てまでの切れ目ない支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

37

産後ケア事業 生後4か月未満の乳児及びその母親で、親族等から出産後の援

助が受けられない者であって、心身のケアや育児サポートが必

要な母子を対象に、市内登録産科医療機関において産後ショー

トステイ（宿泊型）、産後デイケア（日帰り型）のサービスを

提供します。

母子保健課

38

特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療費助成金を交付することにより、医療保険が適用

されず高額の医療費がかかる不妊治療費の一部を負担し、不妊

に悩む夫婦の支援を行います。

母子保健課

39

母子健康手帳の交付 医療機関で妊娠判定を受け、妊娠届けを出されたら母子健康手

帳を交付します。母子健康手帳は、妊娠出産の経過、お子さん

の乳幼児健診、予防接種の記録等大切な成長記録となります。

また、妊娠期からの健康づくりに関する情報を提供します。

母子保健課

40

妊婦健康診査事業 妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成することにより、妊婦

の経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母

体及び胎児の健康の保持・増進を図ります。

母子保健課

41

親子健康教室 妊娠・出産・子育てに関する正しい情報を提供し、育児不安の

軽減と虐待予防を図ります。あわせて、安心して育児に挑める

ように、保護者同士の仲間づくりを促し、地域での孤立予防を

図ります。

母子保健課

42

妊産婦、新生児、未熟児訪

問（保健指導事業）

妊産婦・新生児の家庭を訪問し、妊娠・出産・育児などの相談

を行うとともに、適切な指導を行います。

また未熟児については、保護者の育児不安が強く、早期に援助

を必要とする対象者を医療機関等と連携しながら把握し支援し

ます。

母子保健課

43

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん訪

問）

生後４か月未満の乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関

する必要な情報提供等を行います。また、支援が必要な家庭に

対しては助言を行い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、保護者の育児

不安等を軽減し、虐待の予防や子どもの健全育成を図ります。

子育て相談課

44

４か月児健康診査

（乳児一般健康診査）

生後4か月の時点で医療機関において、子どもの身体発達・運

動発達・栄養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治療・早期

療養および育児指導を行い、乳児の健康の保持・増進を図ると

ともに育児不安の軽減を図ります。また、4 か月健康診査を登

録医療機関で受診することで、小児科医にかかる機会を提供

し、かかりつけ小児科医を持つ保護者の割合を増やします。

母子保健課

45

１０か月児健康診査

（乳児一般健康診査）

生後１０か月の時点で医療機関において、子どもの身体発達・

運動発達・栄養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治療・早

期療養および育児指導を行い、乳児の健康の保持・増進を図る

とともに育児不安の軽減を図ります。

母子保健課

46

１歳７か月児健診、１歳７

か月児歯科健診

１歳７か月児に対して健康診査を行い、疾病・障害・発達の遅

れ等を早期に発見し、適切な指導を行うとともに、むし歯の予

防・発育・栄養・生活習慣、その他育児に関する指導を行い、

子どもの心身の安らかな成長の促進と育児不安の軽減を図りま

す。

母子保健課

47

３歳６か月児健診、３歳６

か月児歯科健診

身体の発育および精神発達の面から最も重要な時期である３歳

児に対して健康診査を行い、運動機能・視聴覚発達などの障害

や疾病等を早期に発見し、適切な指導を行うことにより、障害

等の進行を未然に防止するとともに、むし歯の予防・発育・栄

養・生活習慣、その他育児に関する指導を行い、子どもの心身

の安らかな成長の促進と育児不安の軽減を図ります。

母子保健課

　　基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり
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48

フッ化物塗布事業 幼児のむし歯予防とかかりつけ歯科医をもつきっかけづくりの

ために、２歳０か月児の希望者に実施します。歯科健診と歯み

がき指導も併せて実施します。

母子保健課

49

乳幼児予防接種事業 子どもを感染症から守るため、予防接種を実施します。

<個別接種>

・ヒブ感染症(生後２か月～５歳未満)

・小児肺炎球菌感染症(生後２か月～５歳未満)

・ＢＣＧ（生後３～１２か月未満）

・４種混合（生後３か月～７歳６か月未満）

・三種混合（生後３か月～７歳６か月未満）

・二種混合（小学校６年生）

・不活化ポリオ

（生後３か月～７歳６か月未満）

・ＭＲ（麻しん・風しん）

　　第１期（１歳～２歳未満）

　　第２期（年長児）

・水痘（１歳～３歳未満）

・日本脳炎

　　第１期（生後６か月～７歳６か月未満）

第２期（９歳～１３歳未満）

・ヒトパピローマウイルス感染症

(小学６年生～高校１年生相当の女子)

・Ｂ型肝炎（生後２か月～１歳未満）

・ロタウイルス感染症（ロタリックス：出生６週０日後から出

生２４週０日後まで　ロタテック：出生６週０日後から出生３

２週０日後まで　）

健康増進課

②健やかな成長発達を促すための相談体制・情報提供の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

50

妊産婦・乳幼児健康相談事

業

子育て世代包括支援センターとして、安心して妊娠・出産・育

児が行えるよう、保健師、助産師等が健康相談を実施します。

地域の関係機関と協力しながら、妊娠期から切れ目のない支援

を行っていきます。

母子保健課

51

発達支援 主に1歳7か月児健診後の精神発達の指導が必要な幼児の発達

検査や発達支援教室などを通じて、子どもの発達や発達段階に

応じた適切な関わり方を学び、育児不安の軽減を図り、必要に

応じて医療や療育に繋げ、発達を援助します。

母子保健課

52

妊産婦の喫煙・飲酒対策事

業

妊産婦・胎児・乳児へのタバコ・アルコールによる健康被害を

防ぐための啓発、相談を行います。

母子保健課

③小児医療体制等の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

53

休日・夜間応急診療所、休

日歯科応急診療所の充実

子どもの急病に対応するため、休日・夜間における救急医療体

制の充実を図ります。

医療政策課

54

妊娠・出産の安全確保 奈良県及び県内の各医療機関と連携し、救急時の周産期医療体

制を整備し、妊婦・出産の安全確保を図ります。

医療政策課
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■基本目標２　地域の子育て支援の充実

①子育て中の親子の居場所づくりの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

55

地域子育て支援拠点事業 乳幼児と保護者が気軽に集い、交流できる場を地域に提供し、

育児相談や子育て関連情報の提供、講習会などを行います。

子ども育成課

56

子育てスポット事業 公共施設の空きスペースで、月1～2回、乳幼児と保護者が気

軽に集って、交流できる場を地域に提供し、育児相談や子育て

関連情報の提供、講習会などを行います。

子ども育成課

57

子育てスポットすくすく広

場事業

福祉センターで、主として乳幼児（0～3歳）と保護者が気軽

に集える場を提供し、高齢者から昔ながらの遊びや昔話を教え

てもらうなど、異世代間における交流を行います。

子ども育成課

58

地域に開かれたこども園、

幼稚園及び保育所づくりの

推進

地域の特色、様々な人との交流を推進し、地域に開かれたこど

も園・幼稚園・保育所としての教育・保育の充実を図ります。

保育総務課

59

公民館での各種教室・講座 公民館の特性を生かし、各年度において、各種子育て支援事業

を実施します。

①親子が集える「場」の提供・情報提供事業

②子育て支援教室・講座（保護者対象）

③体験教室・講座（親子対象）

④体験教室・講座（児童対象）

⑤地域の子育て力向上をめざした教室・講座（市民対象）

地域教育課（奈良市生涯学

習財団）

②多様な子育て支援サービスの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

60

保育所等における一時預か

り事業

保護者のパート就労や病気等により、家庭において保育を受け

ることが一時的に困難となる場合や、保護者の育児の負担軽減

やリフレッシュのため、乳幼児を保育所等において一時的に保

育し、子育て世帯の支援を図ります。

保育所・幼稚園課

子ども育成課

61

地域子育て支援拠点におけ

る一時預かり事業

地域子育て支援拠点の利用経験のある乳幼児を対象に、一時預

かりを行い、地域の子育て家庭に対してよりきめ細やかな支援

をします。

子ども育成課

62

病児・病後児保育事業 児童が病気や病気の回復期で、保護者の仕事の都合等で家庭で

の保育が困難な場合に、児童を一時的に専用施設で預かりま

す。

保育所・幼稚園課

63

子育て短期支援事業 緊急一時的に児童の養育が困難になった場合に、児童を７日間

を限度に預かり、養育・保護を行います。（ショートステイ事

業）

仕事等の理由で帰宅が遅くなり、長期に児童の養育が困難な場

合に、午後2時から10時までの時間帯のうち、１日４時間、6

か月の範囲で児童を預かり、養育・保護を行います。（トワイ

ライト事業）

子育て相談課
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■基本目標３　子育てに関する情報提供の推進と経済的な支援の充実

①子育てに関する相談体制・情報提供の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

64

利用者支援事業 就学前の子どもとその保護者や妊娠している方が、教育・保育

施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近

な場所で情報収集や提供のほか、必要に応じて相談・助言等を

行います。

保育所・幼稚園課

子ども育成課

母子保健課

65

子育て世代支援ＰＲ事業 本市の子育て情報をわかりやすく掲載した子育ておうえんサイ

ト「子育て＠なら」を運営するとともに、本市の子育て情報を

一冊にまとめた「なら子育て情報ブック」を作成・配布しま

す。

子ども政策課

66

家庭児童相談室運営事業 子どもの生活習慣、学校生活、家庭環境等、児童と家庭の福祉

の向上を図るため、家庭児童相談室を設置しています。

子育て相談課

子ども支援課

67

こども園、幼稚園及び保育

所の子育て支援

地域内での交流の機会の減少や子育ての孤立化による不安感を

抱える保護者のために、育児相談や未就園児の親子登園等を実

施し、子育て支援の充実を図ります。

保育総務課

68

家庭教育支援事業 子どもや家庭教育を取り巻く諸問題の解決と家庭の教育力の向

上を図るため、公民館を拠点に地域で取り組む家庭教育支援の

仕組みを構築します。

地域教育課

②子育て家庭への経済的な支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

69

子ども医療費助成 健康保険に加入している中学校修了前（１５歳到達後最初の３

月３１日まで）の子どもを対象に、保険診療の自己負担額から

一部負担金を除いた額を助成します。（保険適用にならないも

のや、入院時の食事療養費・生活療養費は除きます。）

子ども育成課

70

就学援助 小・中学校の就学が経済的に困難な世帯に必要な援助を行い、

安心して義務教育を受けられる環境を整えます。

教育総務課

71

特別支援教育就学奨励事業 特別支援学級への就学のために必要な援助を行い、特別支援学

級に在籍する児童・生徒が安心して義務教育を受けられる環境

を整えます。

教育総務課

72

小学校就学前の子どもを対

象とした多様な集団活動事

業の利用支援事業

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果た

している、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動

について、当該集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担

を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。

保育所・幼稚園課 令和３年度より追加

■基本目標４　様々な状況にある子どもと子育て家庭への支援の充実

①ひとり親家庭への支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

73

ひとり親家庭等医療費助成 健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と１８歳未

満（１８歳到達後最初の３月３１日まで）の子や父母のいない

１８歳未満の子を対象に、保険診療の自己負担額から一部負担

金を除いた額を助成します。（保険適用にならないものや、入

院時の食事療養費・生活療養費は除きます。）

子ども育成課

74

ひとり親家庭等相談 母子家庭、父子家庭、寡婦または離婚前の方に対し、生活や家

庭、子どもの養育、就職や自立の支援、母子及び父子並びに寡

婦福祉資金の利用等の相談に応じます。

子ども育成課

75

ひとり親家庭等日常生活支

援事業

修学や求職等の自立に必要な理由や疾病等の社会的理由で一時

的に生活援助や保育サービスが必要な母子家庭、父子家庭、寡

婦の世帯に、家庭生活支援員を派遣します。

子ども育成課

76

母子家庭等就業・自立支援

センター事業

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の自立を支援するため、就

業相談、就業支援講習会、就業情報提供等の施策を総合的・計

画的に実施します。

子ども育成課
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77

母子家庭等自立支援教育訓

練給付金事業

母子家庭の母、または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り

組みを支援するもので、母子家庭、父子家庭の自立促進を図る

ため、教育訓練を受講することが適職につくため必要と認めら

れる場合に、教育訓練給付金を交付します。

子ども育成課

78

母子家庭等高等職業訓練促

進給付金等事業

母子家庭の母、または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資

格を取得するために養成機関で受講するに際して、高等職業訓

練促進給付金を交付することで、受講期間中における生活の不

安の解消および生活の負担の軽減を図り、安定した修業環境を

提供し、資格取得を容易にします。

子ども育成課

79

公共賃貸住宅における母

子・父子世帯向けの優先入

居制度の活用

市営住宅の空家募集において、母子世帯または父子世帯で２０

歳未満の子がいる世帯に対する優先入居制度を実施します。

住宅課

②障害のある子どもと子育て家庭への支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

80

短期入所 居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障

害者支援施設、障害福祉施設等への短期間の入所を必要とする

障害児につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排泄

及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

障がい福祉課

81

障害児通所支援 障害児を児童発達支援センター等の施設に通わせ、年齢に応じ

て日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の伝達及び

集団生活への適応訓練を行います。

障がい福祉課

82

居宅介護 居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護ならびに生活等に

関する相談及び助言その他生活全般にわたる支援を行います。

障がい福祉課

83

行動援護 知的や精神に重い障害があり、一人で行動することが難しい障

害者児が対象です。

対象児のことをよくわかっているヘルパーが、そばにいて、安

心して外出し、活動できるよう支援を行います。

障がい福祉課

84

みどりの家歯科診療 奈良市立みどりの家歯科診療所（総合福祉センター内）におい

て、障害児等の歯科検診及び歯科治療を行います。

障がい福祉課

85

日中一時支援 家族の就労支援や一時的な休息を目的に、障害児の一時的な介

助や見守りが必要な場合に、日帰りで施設を利用することがで

きます。

※施設入所者及び病院に入院されている方は、利用できませ

ん。

障がい福祉課

86

移動支援 障害児の外出及び余暇活動等の移動を支援します。ただし、通

学及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として１日の範

囲内で終わるものに限ります。

※病院に入院されている方は、利用できません。

障がい福祉課

87

みどり園 総合福祉センター内の障がい児親子通園室「みどり園」におい

て、就学前の障害児を対象に、保護者とともに通園し日常生活

において必要な指導を行い、集団生活への適応を促すよう療育

を実施しています。また、家族支援も行っています。

障がい福祉課

88

相談支援事業 障害児が、地域で安心して自立した生活を送るために、本人や

関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを総

合的に行います。

障がい福祉課

89

親子体操教室 総合福祉センター体育館において障害児と保護者が、一緒にス

ポーツ・レクレーションを楽しみながら、健康の維持・増進を

図ることを目的に実施しています。

障がい福祉課

90

子ども発達支援事業 言語・情緒・行動に発達の課題を抱える就学前の幼児とその保

護者に対して関係機関と協働しながら一貫して支援します。

子育て相談課

91

長期療養児支援 病気や障害を抱えている児とその保護者が、適切な医療を受

け、福祉制度を利用しながら、安心して在宅生活を送ることが

できるように、専門職等と連携し支援します。

保健予防課
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③児童虐待防止などの取り組みの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

92

子ども家庭総合支援拠点事

業

全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、一般的な子育

てに関する相談や、養育困難・虐待等の様々な相談に専門職が

専門性の高い相談支援を行います。また、支援が必要な家庭に

対して関係機関と連携しながら、適切な支援機関や社会資源に

繋げるなど、妊娠期から切れ目のない継続した支援に努めま

す。

子ども支援課

93

「奈良市要保護児童対策地

域協議会」の活用

児童虐待の未然防止・早期発見・再発防止のため、児童相談

所、医療機関、民生児童委員協議会連合会、弁護士、警察など

の関係機関が連携して、虐待から子どもを守るために「奈良市

被虐待児童対策地域協議会」を設置しています。

子ども支援課

94

養育支援訪問事業 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭等に

対し、訪問などにより、養育に関する相談、助言などの支援を

行います。

平成30年10月より、家事や育児についてサポートが必要であ

る世帯に対して、ホームヘルパーを派遣し、妊婦の方や小学校

就学前の子どもを養育する保護者への支援を行うエンゼルサ

ポート事業を実施しています。

子ども育成課

子育て相談課

95

家庭訪問 育児が困難で支援が必要と思われる家庭を訪問し、生活環境と

養育状況・家庭環境・子の成長発達などを総合的に把握し、必

要な支援を行うことにより、保護者の育児不安や育児ストレス

の軽減を図り虐待予防に努めます。

母子保健課

96

奈良市児童相談所（（仮

称）奈良市子どもセン

ター）設置

様々な困難を抱える子どもや家庭への支援を充実させるため、

早期の児童相談所設置に取り組みます。また、施設について

は、児童相談所、一時保護所、子ども発達センター、地域子育

て支援センターの複合施設（仮称）奈良市子どもセンターを整

備します。

子育て相談課

子ども支援課

97

つなげる乳児おむつ宅配事

業

多胎児を出産された家庭及び10代で出産された家庭等、子育

てに不安のある家庭に対し、乳児に必要な育児用品等の宅配に

より、子育て家庭の見守りを実施します。宅配時に、保育士等

の専門職が、子育てサービス等の必要な情報提供をすること

で、保護者の悩みや心配事の軽減を図ります。

子育て相談課 令和２年度より追加

④子どもの貧困対策の推進

98

子どもの学習支援事業 社会的・経済的困難を抱える世帯の子どもたちが将来に夢や希

望を持って成長していけるよう、子どもたちが安心できる居場

所を設置し、生活習慣や基礎学力、学習習慣を身につけ、高等

教育への進学を可能とするための学習支援事業を実施します。

子ども育成課

99

若者サポートセンター

「Restartなら（リスな

ら）」

若者のひきこもり・ニート化を防ぐため、義務教育の後、進学

や就労をしていない若者やその家族等を対象に、キャリアコン

サルタントや支援団体の相談員が学び直しや就労などの相談に

応じています。支援にあたっては、分野横断的な支援や、関係

機関が連携しそれぞれの専門性を生かしたきめ細かな支援を目

指しています。令和2年度からは福祉、教育、保健・医療など

の各分野の関係機関による「奈良市子ども・若者支援地域協議

会」を設置する予定であり、必要な支援をコーディネートする

役割を担うとともに、その多様なネットワークを活用し、包括

的な支援に繋がるように努めてまいります。

福祉政策課

100

生活困窮者支援 「奈良市くらしとしごとサポートセンター」では、日常生活や

社会生活、あるいは経済的な自立についての相談・支援の場と

して、その複合的な課題を受けとめ、課題の改善、解決に必要

な対応を当事者の方と共に考え、寄り添った支援に努めていま

す。相談には、社会福祉士やキャリアコンサルタント等専門職

が応じ、必要に応じてハーローワークや県、社会福祉協議会と

協議を行っております。就労支援については、自己紹介やビジ

ネスマナー、面接トレーニングなど包括的なカリキュラムのも

と、きめ細かな支援を実施しています。

福祉政策課
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101

奈良市フードバンク事業 新型コロナウイルス感染拡大に際し、ひとり親家庭等経済的に

影響が大きい世帯に対し、子どもの食の支援を行います。市民

や事業者から余剰食材の提供を募り、これを仕分け、必要とす

る家庭にフードパントリー形式で提供します。

子ども育成課 令和２年度より追加

■基本目標１　地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの推進

①地域における子育て支援活動の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

102

ファミリー・サポート・セ

ンター事業

「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」が

依頼・援助・両方のいずれかの会員として登録し、児童の放課

後の預かりや保育所等の送迎等で育児の援助が必要となったと

きに、会員相互の援助活動を行います。

子ども育成課

103

子育て支援アドバイザー事

業

子育て支援アドバイザーとして登録した地域の子育て経験豊か

な市民を、乳幼児と保護者が集まる場所に派遣し、保護者の子

育てに関する疑問や悩みに対する相談の他、手遊び・読み聞か

せなどの講習や子育て広場での見守り支援等、幅広く子育ての

支援を行います。

子ども育成課

104

子育てサークルの支援 地域で活動する子育てサークルに補助金を交付することによ

り、経済的に支援するとともに、サークルを含めた地域の子育

て支援団体を対象にした交流会を行うことにより、情報交換等

のネットワーク化を図り、子育て中の保護者が自主的に運営す

る子育てサークルを支援します。

子ども育成課

②地域における子どもの見守り活動の推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

105

交通安全教室の開催 学校園に出向き、警察と協力して横断歩道の渡り方、正しい自

転車の乗り方などの交通ルールをビデオ・人形劇等でわかりや

すく説明するとともに、信号機を使った実技指導なども併せて

行い、子どもたちに交通事故から身を守るすべを身につけても

らうために開催します。

危機管理課

106

青色防犯パトロール 市内一円を青色防犯灯を装着した車両でパトロール巡回し、犯

罪や事故等を未然に防止するための啓発活動を行います。

危機管理課

107

防犯カメラ設置事業 交通の要衝や駅・学校周辺に防犯カメラを設置し、犯罪を未然

に防ぐ「犯罪抑止力」を高め、万一犯罪が発生した場合におい

ても、警察と連携し速やかな認知、被害者の保護など迅速・的

確に対応できる態勢を確立します。

危機管理課

108

学校・家庭・地域が連携し

た防犯力の充実

「子ども安全の日の集い」を開催する等、子どもの安全に取り

組む大人の防犯意識を高めます。

いじめ防止生徒指導課

109

不審者情報の配信 子どもたちの登下校時の安全確保のために、警察と連携して、

学校園や地域から入ってくる不審者の情報を「なら子どもサ

ポートネット」登録者に配信します。

いじめ防止生徒指導課

110

「子ども安全の家」標旗配

布

子どもを犯罪や事故から守るため、地域の家庭などに「子ども

安全の家」になってもらい、家の入口などに「子ども安全の

家」標旗を掲げ、子どもが危険を感じた時に、助けを求めて駆

け込める場所を提供してもらい、地域で子どもを守る機運を広

めます。

いじめ防止生徒指導課

　　基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり
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■基本目標２　仕事と子育ての両立支援の推進

①男女共同の子育ての促進と子どもを大切にする社会的な機運の醸成

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

111

イクメン手帳の配付 奈良市オリジナルのイクメン手帳「ＩＫＵＭＥＮ　ＨＡＮＤＢ

ＯＯＫ　for　nara　papa」を母子健康手帳交付者及び子育て

中の希望者に配付します。

男女共同参画室

112

仕事と生活の調和推進事業 事業主や企業を対象に、育児休業の取得促進や労働時間等の改

善など、仕事と生活の調和のとれた働き方に向けた意識啓発に

努めます。

産業政策課

■基本目標３　子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくりの推進

①安心して生活できる環境づくりの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

113

通学路整備事業 児童・生徒が安全で安心して通園・通学できるよう歩道の整備

及び防護柵、路面標示等の安全施設を整備します。

道路建設課

114

公園管理運営 身近な自然とのふれあいの場所、防災空間、良好な風致・景観

を備えた地域の形成等、多くの機能を有している公園・緑地の

維持管理を行います。

公園緑地課

115

公園整備事業 都市公園の経年劣化による遊具等の公園施設の施設の更新を行

います。

公園緑地課

116

公共賃貸住宅における多子

世帯向けの優先入居制度の

活用

市営住宅の3ＤＫ若しくは3ＬＤＫの空家募集において、18歳

未満の児童が3人以上いる世帯（多子世帯）に対する優先入居

制度を実施します。

住宅課

117

公共賃貸住宅における子育

て世帯向けの優先入居制度

の活用

市営住宅の空家募集において、同居親族に小学校就学前の児童

がいる世帯（子育て世帯）に対する優先入居制度を実施しま

す。

住宅課
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもにとって大切な権利の保障

（目標） 99 （予算） 905

（実績） 100 （決算） 521

第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）　令和３年度実績　シートの見方について

子ども政策課①子どもの権利保障
のための取り組みの
推進

1 奈良市子ども会議の開
催

子どもの意見表明や参加を支援
するための取り組みとして、子
どもの自主的・自発的な運営に
よる「子ども会議」を開催しま
す。

奈良市の子ども
会議参加者の意
見表明に対する
満足度（％）

89.4 B

令和３年度子ども会議は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、オンラインで開催した。会議テーマを「み
んなどうしてる？withコロナの過ごし方」とし、子ども
たち自身がコロナをきっかけに始めたことなどを共有し
て、コロナ禍における過ごし方について話し合いを行っ
た。また、オンライン開催の特性を活かし、青森市との
オンライン交流会もあわせて実施した。
オンラインでの開催は二度目であったため、アンケート
の「話しやすかったですか？」という問に対し、「とて
もそう思う」「そう思う」と回答した割合は100％だっ
た。
令和４年度子ども会議は、「あそび場」をテーマに子ど
もたちに話し合ってもらい、秋ごろ実施予定の移動あそ
び場イベントで提案を実現してもらう予定である。

A A 809継続

奈良市子どもにやさしいまちづ
くり条例に定められた事業であ
り、継続的な実施と、子どもた
ちが意見表明しやすい環境の提
供が重要であるため。また、例
年参加人数や取り組むテーマが
異なるため、事業全体を通した
子どもたちの満足度が最も事業
評価に適当であると思われるた
め。

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和2年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

令和4年度
予算額

（千円）

　　今後の方針

子ども会議の開催、とても素晴らしい
取り組みだと思います。子ども会議を
実施されている奈良市の思いに共感し
ます。令和4年度は「あそび場」をテー
マにということ。私自身も地元にてあ
そび場をずっと担ってきた身としてと
ても興味関心があります。基本方針
が、子どもがいきいきと心豊かに育つ
まちづくり。子どもの権利保障のため
の取り組みの推進ということも素晴ら
しい軸だと感じました。子どもが主役
であることはその通りなのですが、子
どもの権利保障の為にも、同時に「地
域」、「大人」との協働も大切かと考
えます。その協働の担い手である地
域、大人の存在が少し見えずらくも思
いました。特に地域。「あそび場」を

今年度は「笑顔があふれるあそび場を
つくろう！」をテーマに、子どもたち
に話し合っていただき、遊びの企画に
ついて話し合っていただきました。１
０月の「移動あそび場」では、子ども
会議参加者とともに、奈良市内の大学
生にも運営をサポートいただく予定で
す。今後、子どもたちの提案をもとに
遊び場づくりを進めていく上で、地域
のまき込み方については、ご指摘のと
おり非常に重要になるかと考えます。
子どもの意見を反映するだけでなく、
地域の方々との協働にも視野を向けて
しっかりと取り組んでいきたいと思い
ます。

担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見
等

意見等に対する対応状況

【 基本方針 】「第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）」の３つの基本方針を定めています。

【 基本目標 】基本方針に基づく１０の基本目標を定めています。

【 施策の方向性 】基本目標に基づく２１の施策の方向性を定めています。

【 No 】各進捗管理事業（１～１１７）の番号を記載しています。

【 事業名 】各進捗管理事業の事業名を記載しています。

【 事業概要 】各進捗管理事業の事業概要を記載しています。

【 指標 】事業指標を記載しています。指標を定めることが適切でない等の場合は「－」としています。

【指標の設定理由】事業指標の設定理由を記載しています。

【 直近の状況 】令和２年度実績を記載しています。

【 令和３年度の取組状況 】

(1)目標・実績値 ： 令和３年度の事業指標に基づく実績を記載しています。指標を定めることが適切でない等の場合は「－」としています。

(2)予算・決算額 ： 令和３年度の事業予算額及び決算額を記載しています。

(3)進捗状況に対する担当課評価 ： 令和３年度の事業進捗状況に対する担当課の評価を５段階で記載しています。

A : 計画以上に進んでいる

B : 計画どおりに進んでいる

C : 計画より若干遅れている

D : 計画より大幅に遅れている

E : 廃止又は中止

(4)取り組み内容・課題等 ： 令和３年度に実施した各事業の取り組み内容や課題を記載しています。

【奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価】

「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」第１１条第２項の規定に対する各事業の取り組み状況について、３段階で担当課の自己評価を記載しています。

Ａ：できた

Ｂ：少しできた

Ｃ：できなかった

－：該当なし

【今後の方針】令和４年度の事業の方向性を「継続」「拡大」「縮小」「廃止」「完了」のいずれかで記載しています。「拡大」「縮小」「廃止」の場合は、その理由を加えて記載しています。

【 令和４年度予算額 】令和４年度の事業予算額を記載しています。

令和３年度の各事業評価を記載しています。

【子ども・子育て会議における意見等】 令和３年度進捗状況に対する、子ども・子育て会議からのご意見を掲載しています。事務局の判断で論点と思われる箇所に下線を引いています。

なお、感想のみのご意見についても掲載しておりますが、その場合は「（感想のため回答任意）」と追記しております。

【意見等に対する対応状況】 子ども・子育て会議における意見等に対する各課の対応状況をを記載しています。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもにとって大切な権利の保障

（目標） 99 （予算） 905

（実績） 100 （決算） 521

　（２）乳幼児期の教育・保育の充実

（目標） 3,226 （予算） 351,944

（実績） 3,248 （決算） 337,877

 （目標） 21 （予算） 401,595

（実績） 21 （決算） 387,697

（目標） 124,378 （予算） 169,398

（実績） 107,093 （決算） 105,208

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

89.4 809

子ども政策
課

令和３年度子ども会議は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のためオンラインで開催した。会議テーマを「みん
などうしてる？withコロナの過ごし方」とし、子どもた
ち自身がコロナをきっかけに始めたことなどを共有し
て、コロナ禍における過ごし方について話し合いを行っ
た。また、オンライン開催の特性を活かし、青森市との
オンライン交流会もあわせて実施した。オンラインでの
開催は二度目であり、接続トラブル等も少なかったた
め、アンケートの「話しやすかったですか？」という問
に対し「とてもそう思う」「そう思う」と回答した割合
は100％だった。
令和４年度子ども会議は、「笑顔があふれるあそび場を
つくろう！」をテーマに子どもたちに話し合ってもら
い、秋ごろ実施予定の移動あそび場イベントで提案を実
現してもらう予定である。

A A 継続A

子ども会議の開催、とても素晴らしい
取り組みだと思います。子ども会議を
実施されている奈良市の思いに共感し
ます。令和4年度は「あそび場」を
テーマにということ。私自身も地元に
てあそび場をずっと担ってきた身とし
てとても興味関心があります。基本方
針が、子どもがいきいきと心豊かに育
つまちづくり。子どもの権利保障のた
めの取り組みの推進ということも素晴
らしい軸だと感じました。子どもが主
役であることはその通りなのですが、
子どもの権利保障の為にも、同時に
「地域」、「大人」との協働も大切か
と考えます。その協働の担い手である
地域、大人の存在が少し見えずらくも
思いました。特に地域。「あそび場」
を継続的に続けていっていただきた
く、その為にも「地域」との連携はと
ても重要になってくるかと考えます。
「移動あそび場」イベントを実施する
こと、本当に素晴らしいことです。同
時に協働し続けていく、「地域」、
「大人」への働きかけも大切であると
思いました。

令和４年度の子ども会議では、「遊
び」をテーマに子どもたちに話し合っ
てもらい、普段きょうだいや友だちと
楽しんでいる遊びをもとに、やってみ
たい遊び企画を提案してもらいまし
た。今後、子どもたちの考えた提案を
遊び場づくりに活かしていくために
は、ご指摘のとおり、地域住民との協
働が重要となると考えます。令和4年
度は、移動あそび場事業の検証を行っ
た上で、自治会をはじめとした地域住
民の方々と連携し、事業の継続的な実
施を検討していきたいと考えていま
す。

幼稚園や認定こども園の通常の
教育時間外に、希望する園児を
対象に一時預かり事業を実施
し、保護者の子育てを支援しま
す。

年間延べ利用者（人
／日）

子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

①子どもの権利保障
のための取り組みの
推進

1 奈良市子ども会議の開
催

子どもの意見表明や参加を支援
するための取り組みとして、子
どもの自主的・自発的な運営に
よる「子ども会議」を開催しま
す。

奈良市の子ども会議
参加者の意見表明に
対する満足度（％）

※子ども会議におけ
るアンケートの設問
「話しやすかった
か」に対する回答が
5段階評価のうち上
位２つの「とてもそ
う思う」「そう思
う」と回答された割
合

奈良市子どもにやさしいまちづ
くり条例に定められた事業であ
り、継続的な実施と、子どもた
ちが意見表明しやすい環境の提
供が重要であるため。また、例
年参加人数や取り組むテーマが
異なるため、事業全体を通した
子どもたちの満足度が最も事業
評価に適当であると思われるた
め。

子ども政策
課
保育所・幼
稚園課

3 市立幼保施設の再編 「奈良市幼保再編基本計画」
「奈良市幼保再編実施計画」に
基づき、市立幼保施設の統合・
再編及び民間活力を活用するこ
とにより、よりよい教育・保育
環境の整備を図ります。

市立こども園の設置
数及び市立幼保施設
からの公私連携施設
への移行件数の累計

奈良市幼保再編基本計画・実施
計画に基づく市立幼保施設の統
合再編などによる認定こども園
への移行や、民間活力を活用し
た市立幼保施設の民間移管によ
る公私連携型施設への移行に向
けた取組を行っているため。

20 B

春日保育園・大宮保育園において民間移管に伴う公私連
携施設の移行に向け引継ぎ保育を実施した。
また、大宮幼稚園・明治幼稚園・大安寺西幼稚園の移管
先法人を公募により決定した。
さらに４園の市立幼保施設の再編方針を公表し、再編に
向けた取り組みを進めた。
今後も、奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基づ
き、市立幼保施設の民間移管を中心に待機児童の解消や
市立幼保施設の過小規模化といった課題を解消し、保護
者のニーズに迅速かつ柔軟に対応できるような教育・保
育体制の整備を目指す。

B

待機児童解消に向けた取組として、西大寺駅周辺に新し
くmemorytree奈良保育園を開園した。
更に奈良育英幼稚園・富雄藍咲学園及びいさがわ幼稚園
の認定こども園移行に伴う定員拡充の取り組みを進め
た。
引き続き待機児童の解消をめざし、既存施設の活用及び
新設等のハード面の整備に合わせ、幼保施設の充足率の
状況や奈良市全体の保育需要と供給のバランスを考慮し
て検討を進める。 B － 継続 191,234

－ 継続 19,280

子ども政策
課
保育総務課

2

179,311

保育総務課
保育所・幼
稚園課

96,725 B

令和3年度は、市立園においては、新たに済美幼稚園・
佐保幼稚園・鳥見幼稚園及び伏見南幼稚園で一時預かり
事業を開始した。市立認定こども園全１７園、市立幼稚
園全15園で一時預かり事業を実施し、保護者の多様化
するニーズに対応し就労支援や育児の負担軽減に繋がる
よう努めた。全幼稚園で一時預かりを実施したことを受
け、市全体の一時預かり利用の増加が認められた。担当
者連絡会を開催し情報交換等の機会をもち更に保育の充
実に努めたい。
　私立認定こども園においては９園、私立幼稚園（新制
度）１園で事業を実施し、多様な保育ニーズに対応し
た。また、市単独で補助制度を設けている２歳児受入推
進事業については私立幼稚園２園で実施し、保護者の多
様な就労形態に対応することで、私立幼稚園への就園促
進を図った。

B － 継続

4 幼稚園等の一時預かり
事業

①乳幼児期の教育・
保育の提供体制の確
保

3号認定の利用定員
数（人）

子育てと仕事の両立が難しいこ
との要因の一つが、保育所等の
入所が全てにおいてできていな
いことであり、現在待機児童の
解消に向けて必要な地域及び年
齢児に応じた提供体制を整える
にあたり、特に待機児童数の大
部分を占める0～2歳児で構成さ
れる3号認定児童の利用定員数の
確保に努めているため。

3,178 B

教育・保育施設及び地
域型保育事業の整備

待機児童解消や多様な教育・保
育ニーズに対応するため、既存
の教育・保育資源を活用すると
ともに、民間活力による教育・
保育施設及び地域型保育事業等
の整備を行います。

市立幼保施設の統合と再編は、ハード
面での充実以外にもソフト面での充実
が肝心だと思います。統合再編するこ
とで正職員の数が余り、担任業務を持
てないでいると聞いています。そのた
め、採用試験での採用数が「若干名」
となっている現状です。どの年代も教
師や保育士がいることが、職員同士の
質の向上につながると思います。
また、民間活力を活用するという点
で、「奈良市の保育の質を維持」とい
う事が条件であると聞きますが、その
伝達をどのような方法でされているの
か、評価はどうされているのかが重要
であると思います。

市立幼稚園の過小規模化及び多様化す
る保護者の保育ニーズに対応するた
め、市立幼保施設の再編実施方針に基
づき、市立こども園の設置や、民間移
管による私立幼保連携型認定こども園
の設置などの取組を進めており、引き
続き待機児童解消に向けた検討はもち
ろん、過小規模化した幼稚園の今後の
在り方を含め、就学前児童のより良い
教育・保育環境を整えるため、公私分
け隔てなく検討を進めています。
民間移管においては、移管後も市の園
長経験者や指導主事が定期的に園を訪
問し、相談対応に応じており、市が主
催する研修会にも原則参加することを
公募の条件に盛り込むなど、移管後も
市が関与する体制としています。
また、移管後の運営内容等について、
在園児の保護者アンケートを実施し、
その結果を法人と共有することや、必
要に応じて保護者代表者、法人、市の
三者で構成される三者協議会を開催す
ることができるなど、移管後において
も市が関与することでより良い教育・
保育の提供体制の構築を目指していま
す。

公立園においては、リフレッシュや学
校授業参観、通院、就労、ボランティ
ア活動等といった多様なニーズに対応
するため、保護者が預かりを希望され
る場合、理由や時間数について条件を
設けず利用可能としております。利用
料についても、長時間利用しやすいよ
う1日の利用時間に関わらず日額で一
律の料金設定となっています。（幼稚
園：日額300円　こども園：日額500
円）
公立園において事業を推進するにあた
り、事務的な流れの確認、保育内容や
課題等を庁内グループウエアのスペー
ス機能を利用し、情報交換の場を構築
し保育の充実を考えています。

幼稚園に通わせている親が使える制度
があることで、安心感を持たれると思
います。

＞保護者の多様化するニーズに対応し
就労支援や育児の負担軽減に繋がるよ
う努めた。
「多様化するニーズ」の内容と、対応
するためにどのような取り組みをされ
ているのか具体的に教えてください。

＞担当者連絡会を開催し情報交換等の
機会をもち更に保育の充実に努めた
い。
現場の情報を知り合うのはとても必要
だと思います。ちなみに連絡会をどの
ような頻度で行われますか？公私合同
でしょうか？
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 2,564 （予算） 138,791

（実績） 2,163 （決算） 83,790

（目標） 510 （予算） 7,924

（実績） 376 （決算） 6,071

（目標） 480 （予算） 8,706

（実績） 540 （決算） 9,362

（目標） － （予算） 755

（実績） － （決算） 605

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） － （予算） 145,678

（実績） － （決算） 131,484

6 休日保育事業 保育所等において、日曜・祝日
などに就労するため、保育を必
要とする保護者の子どもを預か
り保育します。

休日保育延べ利用者
数(人）

休日保育を必要とする保護者の
保育ニーズへの対応を評価する
指標として、休日保育の利用者
数が適当であるため。

5 保育所等の延長保育 保護者の就労形態の多様化等に
伴う延長保育の需要に対応する
ため、保育所や認定こども園等
において認定された利用時間を
超えた保育を実施し、就労世帯
等の支援を図ります。

年間利用人数（人） 子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

2,031 B

保育総務課
保育所・幼
稚園課

保護者の就労形態の多様化に伴い、保護者にとって子育
てと仕事が両立でき、保育所等を利用しやすい環境を整
備するため、市立保育所2園、こども園2園で利用時間
を超えた延長保育を実施したほか、私立保育所22園、
私立認定こども園14園及び小規模保育事業所７園にお
いても同事業を実施した。延長保育における、子どもの
心身ともに健やかな成長と保護者への支援の充実のた
め、望ましい保育の在り方を目指し延長保育事業の充実
に努める。

B － 継続 142,156

－ 継続 595

保育所・幼
稚園課

7 夜間保育事業 保育所において、夜間に就労す
るため、保育を必要とする保護
者の子どもを保育します。

夜間保育所延べ入所
者数（人）

夜間保育を必要とする保護者の
保育ニーズへの対応を評価する
指標として、夜間保育事業を実
施する施設の入所者数が適当で
あるため。

10,311

保育所・幼
稚園課

就労する保護者にとって保育所が利用しやすい環境を整
えるため、夜間保育事業を実施する市内私立保育所１園
に、保育所運営委託費を支払った。保育所の入所受付時
に、夜間保育の必要性を含めた保護者の家庭状況、就労
状況などについて、保育コンシェルジュがきめ細やかに
聞き取りを行い、必要とする保護者に対して夜間保育の
情報を提供する。

B － 継続

就労する保護者にとって保育所が利用しやすい環境を整
えるため、休日保育事業を実施する市内私立保育所等２
園に、保育所運営委託費等を支払った。保育所の入所受
付時に、休日保育の必要性を含めた保護者の家庭状況、
就労状況などについて、保育コンシェルジュがきめ細や
かに聞き取りを行い、必要とする保護者に対して休日保
育の情報を提供する。

B226 B

②質の高い教育・保
育の一体的提供と内
容の充実

8 こども園、幼稚園及び
保育所等職員研修の推
進

子どもの人権を十分配慮し、多
様な教育・保育ニーズ及び子育
て支援等のサービスに対応する
ため、こども園、幼稚園及び保
育所に勤務する職員を対象に園
内外の研修を実施し、資質向上
を図ります。

―

職員の資質の向上のために研修
を実施しているが、研修での学
びを数値化することは難しいの
で指標の設定は行わない。

－

498 B

特別な支援を要する園児に対し
て必要な支援を適切に提供する
とともに、ネットワーク体制を
活かした連携の中で、特別支援
教育及び支援体制の充実を図り
ます。

―

支援体制の充実を数値化するこ
とは困難であるため、指標の設
定は行わない。

－

①乳幼児期の教育・
保育の提供体制の確
保

保育総務課

754

保育総務課

9 こども園、幼稚園及び
保育所と小学校との連
携の推進

園における教育及び保育が小学
校以降の生活や学習の基盤の育
成につながることに配慮し、小
学校教育への円滑な接続が行わ
れるよう、連携を推進します。

―

校区等によって交流や研修等の
連携の持ち方や回数等が異な
り、統一的な指標を設定するの
が難しいため、指標の設定は行
わない。

－ B

平成30年度に改訂した奈良市立こども園カリキュラム
をもとに遊びを通しての子どもの経験や学びを見取り、
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を見出して小
学校への接続につなげている。
新型コロナウイルス感染症拡大により、地域や各校区で
行われていた園職員と小学校職員の交流や情報交換会、
については縮小となったが、感染対策を講じながら交流
体験をすることで、子ども自身が、就学への期待を高
め、就学後の学びに備える機会となり、職員は子どもた
ちの発達を意識しながら、成長に応じた指導につながっ
ている。今後も校区の様々な校種と連携をとり、滑らか
な接続のために連携の必要性を認識し、奈良市全体で意
識向上を図っていく。

B

研修開催の目的より内容を検討し、各専門分野の学識経
験者や指導者を講師として、保育実践や保育内容、また
経験年数に応じて必要な実践力や専門的知識を身に付け
られるよう研修を実施した。また文部科学省の事業にて
指導的役割の人材育成を目的として研修を行い、公私立
共に乳幼児教育の質の向上に向けて研究を継続した。対
面研修については新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、延期や人数制限を行う必要はあったが、オンライン
の活用を積極的に行い、多数の職員が受講し、学ぶ機会
の保障と資質向上につながった。今後も教育・保育の
ニーズに合わせた研修内容の検討と研修に合わせた開催
方法を検討し、資質向上を図っていく。

B － 継続

B － 継続 －

155,969

保育総務課

B

奈良市子ども発達センターと協議し、園生活において支
援が必要な園児に対して各園に特別支援教育支援員の配
置を行った。
また、特別支援教育の専門的知識を深めると共に実践力
を高めるため、特別支援教育支援員や保育者を対象とし
て、特別支援者研修や公開講座を実施した。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、リモート開催実施によ
り、各園での受講が可能となり、特別支援教育支援員だ
けでなく、より多くの保育者が受講し専門的知識を深め
ることに繋がった。
支援が必要な子どもへの理解を深め、多様なニーズに応
じた支援を行うため、研修内容の充実と共に支援員の参
加体制を見直し、コロナ禍においても参加可能な研修方
法を検討する。また、関係機関との連携についても充実
を図り、連続した育ちを保障していく。

B － 継続

10 特別な支援を要する園
児への支援体制の充実

施設の利用促進等に繋げるため、各実
施施設のホームページにおいて、実際
に施設を利用した子どもたちの状況等
を把握できるよう写真等の掲載を依頼
しました。
また、市のホームページについては、
各実施施設のホームページとの連動お
よび手続きや料金等についての説明を
追加することにより利便性の向上を図
りました。

コンシェルジュが聴き取りの上で情報
提供するのは、きめ細やかで、個々の
家庭の状況も把握できる点でとてもい
いと思います。このようなニーズを持
つ家庭は潜在的に多いと思われます。
２園のホームページには休日保育の記
載がありましたが、写真などで子ども
たちの過ごす様子がわかれば、もっと
ハードルが下がり利用促進されると思
います。また多くの人は市のホーム
ページを検索するので、そこから各園
のホームページに連動していないのは
残念でした。料金なども「問い合わ
せ」だけではなく、参考にできるよう
にざっくりと記載できませんか？忙し
い保護者が信頼できる市のHＰから一
度にある程度の情報を得られるように
利便性や透明性をあげていただけたら
と思います。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） － （予算） ―

（実績） － （決算） ―

（目標） － （予算） ―

（実績） － （決算） ―

（目標） 6,371 （予算） 678,042

（実績） 6,434 （決算） 466,239

（目標） 41 （予算） 7,872

（実績） 43 （決算） 999

（目標） 120 （予算） 20,561

（実績）
120

(12園)
（決算） 20,544

　（３）学齢期の教育・育成施策の充実

（目標） 113,300 （予算） 65,629

（実績） 56,418 （決算） 55,435

（目標） 84 （予算） 7,364

（実績） 71 （決算） 5,549

②質の高い教育・保
育の一体的提供と内
容の充実

保育所等に第三者評価及び保護
者アンケートによる評価を導入
し、これまでに提供してきた保
育内容や保育の質を保護者や子
どもの視点から見直し改善しま
す。

第三者評価又は関係
者評価を実施する施
設数（園）

第三者評価や保護者アンケート
等の関係者評価を実施すること
で、教育・保育の質の充実につ
ながるため。

42

A － 継続 ―

保育総務課11 こども園、幼稚園及び
保育所における食育の
推進

乳幼児期からの適切な食事のと
り方や、望ましい食習慣の定
着、食を通じた豊かな人間性の
育成を目指し、各園において、
年齢に応じた食育に取り組むと
共に、食育だより等を通じた保
護者への啓発を行うことによ
り、子どもたちの心身の健全育
成を図ります。

―

子どもたちの心身の健全育成を
図ることが目的であり、各園に
おいて年齢に応じた取り組みを
実施することとなる。画一的か
つ定量的に事業の進捗を図るこ
とが困難であるため指標の設定
を行わない。

－ B

奈良市立園「食育カリキュラム」に基づき、各園で各年
齢に応じた食育目標・食育計画を作成し、保育の場や給
食を通じて食育に取り組んだ。
また、家庭で取り入れやすい内容を題材にした「食育だ
より」を定期的に発行しており、令和３年度は「子ども
が楽しく食べるためのかかわり方」「食品ロス」「風邪
に負けない体づくりと栄養」「食生活チェックと給食人
気メニューレシピ」をテーマに、家庭においても食育が
推進できるよう情報提供を行った。

保育所・幼
稚園課

―

保育総務課

13 民間保育所等運営費補
助金

運営費補助金の交付により、保
育サービスの内容の充実を図
り、多様化する保育ニーズに応
えることで、子育てと仕事の両
立支援をめざします。

入所児童数（人） 保育士の処遇改善及び保育内容
の充実のため、継続的な事業の
実施が重要であり、入所児童数
が適当であると考えられるた
め。

6,330 B

令和３年度より保護者及び民間保育所等の負担軽減等を
目的として、使用済紙おむつ処理事業を実施した。使用
済紙おむつの処理に要する経費の一部を補助することに
より、使用済紙おむつ処理の継続又は導入促進を図り、
子育て支援を推進する。また、保育士の処遇改善及び保
育内容の充実を図った。引き続き保護者の多様なニーズ
に対応し、子育て世帯を支援するために補助を行ってい
く。

B

乳幼児期に望ましい栄養や食事内容を考慮し、和食を中
心とし、行事食・郷土料理・旬の食材を取り入れた献立
作成を行い、食品衛生管理を徹底して安全・安心な給食
の提供に努めた。
また、給食調理員を対象とした外部機関による食品衛生
責任者養成講習会を実施し、給食調理現場における食品
衛生管理知識の向上を図った。

A － 継続

12 こども園及び保育所に
おける安全な給食の提
供

徹底した衛生管理のもと、和食
を中心に旬の食材を取り入れな
がら、乳幼児の成長に必要な栄
養バランスや食物アレルギーに
配慮した安心・安全でおいしい
給食の提供に努めます。 ―

安全・安心でおいしい給食の提
供にあたっては、乳幼児の成長
に必要な栄養バランスや食物ア
レルギーへの配慮など様々な側
面があり、一つの指標をもって
達成できたかどうかを評価する
ことが困難であるため、指標の
設定を行わない。

－

B － 継続 703,326

B － 継続 19,662

保育所・幼
稚園課

12,624

保育総務課
保育所・幼
稚園課

15 私立幼稚園運営費補助
金

運営費補助金の交付により、私
立幼稚園の教育条件の維持向上
を図り、幼稚園の経営の健全性
を高めることで私立幼稚園の健
全な発展を図ります。

１園あたりの在園児
童数（人）

本補助金の対象（私立学校法に
規定する学校法人が、学校教育
法の規定による認可を受けて、
本市に設置する幼稚園（子ど
も・子育て支援法（平成２４年
法律第６５号）第２７条第１項
に規定する確認を受けたものを
除く。））から子ども・子育て
支援制度へ移行する幼稚園のこ
とも踏まえ、全体の在園児童数
ではなく、1園あたりの在園児童
数で正確な推移を確認すること
ができるため。

118
(13園) B

市内私立幼稚園12園に対し、運営費補助金を交付し
た。
人件費及び管理運営に関する費用を補助することによ
り、各園の教育条件の維持向上を図るとともに、幼稚園
経営の健全性を高め、私立幼稚園の健全な発展を図っ
た。継続して実施することにより、奈良市の幼稚園教育
の更なる充実及び振興発展を目指す。

B

（公立）奈良市立園全園で保護者アンケートを実施し、
園関係者評価として評価を取りまとめ各園のホームペー
ジに掲載し情報の公開を行った。また、幼稚園・こども
園においては、学校評議員における園運営全般の評価を
実施した。加えて、園長による自己評価及び園評価を実
施し、各園の課題を明確にし、次年度に向けて職員の資
質の向上や園運営、保育の向上を図っていきたい。
（私立）令和３年度も私立保育所等の第三者評価受審及
び施設関係者評価に対する予算を保育所等運営委託費等
として計上している。令和３年度において、私立保育所
等の第三者評価を実施した園は無かったが、私立認定こ
ども園５園で施設関係者評価を実施した。私立保育所等
の第三者評価受審は努力義務であるが、受審することが
望ましいので、受審の働きかけ方について検討を進め
る。また、施設関係者評価についても実施園の増加のた
め、受審の働きかけを進めていく。

B － 継続

14 保育所等のサービス評
価の実施

65,592

地域教育課

17 世界遺産学習推進事業 世界遺産等の文化遺産や自然環
境などを通じて、地域に対する
誇りを育て、奈良で学んだこと
を誇らしげに語れる子どもを育
成します。

主体的な学びを実現
できる子どもの割合
（％）

「授業で学んだことを、ほかの
学習にいかしていますか。」と
のアンケートに当てはまると答
えた生徒・児童の割合を増やす
ことで、世界遺産等の文化遺産
や自然環境などを通じても、地
域に対する誇りを育て、奈良で
学んだことを誇らしげに語れる
子どもの育成を目指す。 実績なし

※コロナウイ
ルス感染症拡
大により事業

を中止

B

51,405 C

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、学校施設の利用について中止をお願いしたこともあ
り、活動内容を変更したり、活動自体を自粛したりした
校区が多かったため、活動人数が若干減少した。
令和４年度は、引き続き感染拡大防止の対策を図りなが
ら、地域での子どもの学びが止まらないよう、地域ボラ
ンティアの参画をお願いする。

A A 継続

16 地域で決める学校予算
事業

中学校区を単位として、地域と
学校が連携・協働し、地域全体
で子どもを育てる体制をつくり
ます。

地域学校協働活動に
協力するボランティ
アの活動人数（人）

地域と学校が連携・協働した事
業を推進し、地域全体で子ども
を守り育てる仕組みづくりや地
域の教育力の再生・地域コミュ
ニティの活性化を目指すには、
多くの地域ボランティアの参画
が必要であるため。

学校教育課　令和３年度は屋久島で開催された世界遺産学習全国サ
ミットに参加し、世界遺産学習連絡協議会との連携を含
め、世界遺産学習の更なる充実を図ることができた。コ
ロナ禍において現地学習や地域の方々とのつながりが制
限されたことで、具体的な取組の方法に工夫が求められ
る。その方策として、世界遺産学習全国サミットを本市
で開催し、世界遺産学習連絡協議会との連携を生かし、
世界遺産学習の更なる充実を図る。具体的には、ＩＣＴ
を活用した新たな世界遺産学習の実践を構築していくと
ともに、研修を通して世界遺産学習のモデルプランを学
校へ積極的に情報提供することで、更なる学習の推進を
図りたい。

B B 継続 8,079

①豊かな人間性と生
きる力を育む学校教
育の充実

①アンケートについては、小学校5年
生を対象とした、世界遺産学習現地学
習を実施後に行っています。

②令和３年度においては、コロナ禍に
でも実施できるよう、バスの台数を増
やすなどの工夫を行い現地学習を実施
いたしました。また、奈良国立博物館
と協力し、ICT端末を活用した、オン
ラインでの現地中継授業を行うなどの
新たな取組も実施しています。

①世界遺産学習推進事業ですが、指標
の設定理由が「授業で学んだことを他
の学習にいかしていますか。」とのア
ンケートの当てはまると答えた生徒・
児童の割合となっています。このアン
ケートの問いは「世界遺産の授業で学
んだこと」ということですか？

②コロナ禍で事業が中止になったとの
こと。奈良市独自の素晴らしい取り組
みだと思いますので、今年度はぜひ開
催していただきたいです。また合わせ
てコロナ禍でも実施可能な枠組みの検
討もお願いしたいです。

①コロナウイルス感染拡大の影響があ
る非常時に計画の中間見直しを行った
場合、平常時に設定した現在の計画値
より低い設定となる可能性があるた
め、中間見直しは行わないことと、昨
年度末の子ども・子育て会議の審議で
決定しているため、現計画値を継続す
る。ただし、事務局より事業担当課に
照会を行うなどして各事業に対するコ
ロナによる影響等を把握する予定であ
る。

②年に1回、学識経験者や地域・学校
関係者等で構成される「奈良市の地域
教育を考える懇話会」を開催し、事業
の進捗や今後の方針について、それぞ
れの立場からご意見をいただき評価・
検証を行うとともに、事業の継続や改
善、新たな取組に活かしている。

①目標値の設定が高い。事業番号１
６、２４～２６等、目標値と実績値が
離れています。
コロナ禍で実績値が少なかったのかも
しれませんが、コロナ禍も２年目なの
で、ある程度予期できたのではないか
と思います。令和４年度の目標値をど
うされるのか。
（事業No.24、25、26と同一質問）

②地域で決める学校予算事業を正しく
評価・検証し、継続、改善あるいは中
止や新しく作り出すなど、事業の形骸
化を防ぐサイクルづくりが必要と考え
られる。

今年度の予定につきましては、１０月
頃に各対象施設へ保育所等運営委託費
等に係る加算申請の依頼を行う予定と
しておりますので、その際に第三者評
価及び施設関係者評価の受審について
呼びかけ等を行い、実施を促す予定で
す。
実施園が増加するように引き続きより
良い働きかけ方について、更なる検討
を進めて参ります。

公立園に対して私立園は積極的にサー
ビス評価を受けていないようですが、
今後の予定は出ていますか？どのよう
な働きかけをされていますか？
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 83.0 （予算） 569,039

（実績） （決算） 529,268

（目標） － （予算） ―

（実績） － （決算） －

（目標） － （予算） 1,700

（実績） － （決算） 1,181

（目標） 94.4 （予算） 21,481

（実績） 97.9 （決算） 19,734

（目標） 3,980 （予算） 1,013,431

（実績） 3,574 （決算） 937,960

18 学校ICTの推進 タブレット端末等のＩＣＴ機器
を小学校・中学校に整備し、そ
の活用を通して基礎学力の定着
や学習意欲、コミュニケーショ
ン能力や課題解決力の向上を図
ります。

「教員のICT活用指
導力」の4観点につ
いて「わりにでき
る」若しくは「やや
できる」と回答した
教員の割合（％）

毎年、文部科学省が行う「教員
のICT活用指導力」アンケート
で、「A教材研究・指導の準
備・評価などにICTを活用する能
力」「B授業中にICTを活用して
指導する能力」「C児童のICT活
用を指導する能力」「D情報モ
ラルなどを指導する能力」の4観
点を集計、回答の割合に応じ
て、今後の研修等の参考とす
る。

90.8 B

令和３年度は市内全校で端末を活用した教育活動を実践
した。デジタルドリルや授業支援ソフトを活用し、各校
での「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実を
図った。今後、教員の全体的なスキルアップの底上げを
図っていきたい。

B B 継続 547,863

学校教育課

19 地域に開かれた魅力あ
る学校・教育の推進
（学校の自己評価）

各学校がその教育活動や学校運
営の状況について自己評価を行
い、成果や課題を明らかにして
改善を進めるとともに、それを
保護者や地域社会に公開するこ
とで、開かれた学校づくりを進
めます。

―

学校の自己評価については学校
学校教育法及び学校教育法施行
規則により、実施・公表及び設
置者である市教育委員会への報
告が義務化されており、全ての
学校で実施されていることか
ら、指標の設定は適しないと考
える。

―

学校教育課

20 コミュニティ・スクー
ルの運用

保護者や地域住民などから構成
される学校運営協議会を設け、
学校運営の基本方針の承認や、
教育活動などについて意見を述
べるといった取り組みを行うこ
とで、学校運営の一層の改善を
図ります。

―

協議内容が学校内で共有されて
いるか、協議結果に基づく方策
の検討を行う体制が学校にある
かどうかといったことが指標と
して考えられるが、現在、教員
の働き方改革が推進されている
中で、このことを問う新たなア
ンケート調査を実施することが
難しい。

－ －

－ B

　平成23年度以降順次設置を進めてきた学校運営協議
会は、令和元年度末に全ての市立小中学校に、令和３年
度に一条高等学校に設置をすることができた。平成29
年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に
伴い、令和元年度中に学校評議員制度から学校運営協議
会制度へと移行させ、市立小・中・高等学校の学校評議
員制度は全て移行した。
　令和４年度は、現場の状況把握に努めるとともに、制
度の理解を深めるための研修を実施する。

B B 継続

地域教育課令和2年度から全市一斉展開となった学校運営協議会で
は、学校と保護者や地域住民が学校運営のビジョンを共
有し、必要な支援について当事者として共に協議してい
ただいた。また、関係者の理解を深めるための研修を実
施した。
令和４年度は、学校運営協議会と地域教育協議会の一体
的な推進を図るため、それぞれの役割を、学校と地域が
共に理解した上で、保護者や地域住民等が学校運営に参
画する持続発展可能な仕組みの構築をめざし、制度理解
を深めるための機会を積極的に創出するとともに、この
制度を広く市民に知っていただけるよう発信に努める。 －

21 教職員研修の推進 奈良市教育センターを拠点とし
た研修と教員一人一人の指導力
に応じた研修を実施し、教員の
意識改革と指導力向上を目指し
ます。

奈良市教職員研修講
座に係る満足度
（％）

奈良市教職員研修講座において
実施している受講直後アンケー
トの満足度を4件法で評価してお
り、これを指標とする。

93.2 A

若手教員対象の「教員個別訪問研修」では、対象を初任
講師にも拡大し、延べ２３３回実施し、個別の課題や
ニーズを合わせた具体的かつ的確なアドバイスを行った
ことで、学級経営や授業に対する改善意欲の向上を図る
ことができました。
また、教育センターにおいて、キャリアステージや職階
に応じた集合型・オンラインの研修講座を５６講座実施
し、満足度は97.9％でした。

－

－ 継続 1,730

－ 継続 2,582

教育支援・
相談課

学校と地域が共に「育てたい子ども
像」を共有し、そのための学校運営の
ビジョンや、必要な支援について、当
事者として協議を重ねていけるよう、
学校・地域それぞれの立場での理解を
深めるための研修を実施し、この仕組
みが形骸化しないよう努めている。ま
た、現場にも積極的に足を運び、実際
の協議の様子についても把握してい
る。

地域にとって学校に関わることの意
味、学校にとって地域が関わることの
意味、そして子どもたちの成長にとっ
ての価値を作らなければ、この仕組み
を維持していくことは難しく、後継者
が見付からないか、あるいは形骸化し
た会議のみが残る形になりかねない。

素晴らしいビジョンだと考えます。教
員の働き方改革推進の為にも、保護者
や地域の方々が一体となって、学校運
営に関わっていけるような枠組みをつ
くっていただきたいです。
（感想のため回答任意）

不登校傾向の子供が全国で33万人お
り、年々増加していると言われていま
す。本人起因が50%以上ですが、根本
を掘り下げていくと学校起因という場
合もあり、実質的には50%以上学校起
因ということもあるとのデータも。と
くに自クラスで不登校を抱えている先
生やその上長への不登校に対する研修
は強化していただきたいと思います。
ICTを使って学校に来れなくても授業
が受けられる仕組みやフリースクール
等との意見交換階など、学校に来ない
子どもにも寄り添った先生への研修、
または、不登校の子を専門に見るサ
ポートの先生を置くなど、子供たちに
学習の機会を開いていただきたいと思
います。

教育センターにおいて、不登校の理解
を深めるための教職員研修を初任者研
修や中堅教員等資質向上研修等に位置
づけ、実施しております。
ICT活用の研修はエキスパート研修、
中堅研修ともに実施しているところで
す。
ICTを活用した不登校支援としては、
Webを通じて支援を行う
「WebHOP」を行っており、他の不
登校支援の内容と併せて、各校の教育
相談コーディネーターに向けた研修の
中で取組の周知を図っています。
今後も、様々な悩みを抱える児童生徒
一人一人に対して、きめ細かく対応す
ることができるよう研修の改善充実を
図ってまいります。

②子どもの居場所や
体験活動の充実

22 放課後児童健全育成事
業

保護者が就労などで昼間家庭に
いない世帯の小学生を預かり、
放課後児童健全育成事業施設内
において、集団生活を体験させ
ながら、健全育成を図ります。

入所児童数（人）

①豊かな人間性と生
きる力を育む学校教
育の充実

継続 413,166

地域教育課子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

1,996 B

　令和３年度は、令和２年度に引き続き新型コロナウイ
ルス感染症対策を徹底して行い、継続してバンビーホー
ムの運営を行った。その結果、令和２年度と比較し、入
所児童数は３,５７４名となった。
　例年実施している支援員研修も新型コロナウイルス感
染症の影響により一部中止となったが、ホーム内研修や
参加人数を制限するなど工夫し、年間で１６回実施し
た。
　また、例年に引き続き延長保育や夏休み等昼食提供事
業を実施し、保護者の負担軽減を図った。
　施設整備については国や県の補助金を受け、合計６箇
所（令和２年度からの繰越：都跡・辰市・月ヶ瀬、令和
３年度：六条・あやめ池・伏見南）のバンビーホームの
施設整備を行った。
　令和４年度も引き続き感染症対策を行い、コロナ禍に
おいてもバンビーホームを運営していく。
　また、支援員確保を強化しつつ、共働き家庭の増加に
伴いバンビーホームの利用児童数は増加していることか
ら、児童が快適に過ごすことができるよう、施設整備を
進める。

A A

①現在、奈良市バンビーホームの開所
時間は
・授業のある日：午後１時～午後７時
・土曜日や授業のない日（春・夏・冬
休み、学校代休日等）：午前８時～午
後７時
としており、土曜日や授業のない日の
開所時間は学校の登校時間に合わせて
午前８時としている。
児童一人の有効面積は国の基準では概
ね１．６５平方メートル以上とされて
おり、奈良市の令和４年５月１日時点
の児童一人当たりの有効面積は平均で
おおよそ１．８１平方メートルとなっ
ている。また、一人当たりの有効面積
が不足する施設については、順次施設
整備を実施し増床を計っている。

②放課後児童健全育成事業の目標値は
各年度５月１日時点の在籍児童数とな
るが、放課後子ども教室の目標値は各
年度の延べ人数となる。
なお、令和４年度予算は人件費
894,399千円を人事課等へ配当替え
したため令和３年度より減少している
が、人件費を含んだ令和４年度予算額
は1,307,565千円となる。支援員に
対する処遇改善に伴う人件費増額等に
より令和３年度より294,134千円増
加している。

①奈良市の放課後児童健全育成事業に
ついての詳細を存じていないのです
が、延長保育や特に夏休みの昼食提供
などはとても素晴らしいと思いまし
た。開始時間は現在、何時からでしょ
うか。可能であれば、保育所の開所時
間と同じ7時から等(遅くとも8時か
ら）開けていただけると、子どもたち
にとっても親にとっても安心でありが
たいことだと思います。快適に過ごせ
るようとのこと。また、一人当たりの
施設使用面積（普段子どもたちが過ご
す場所）はどの程度でしょうか。一日
の過ごし方なども知りたいです。

②事業No.22、23について、それぞ
れ、枠組みは違い、対象の子ども達も
違うかと思いますが、実績値と目標
値、予算決算額について、知りたいで
す。放課後児童健全育成事業令和2年
度の実績値1996は人数？それに対し
て、子ども教室の51405は延べ人数
でしょうか。また、放課後児童健全育
成事業の令和4年度の予算が半分以下
になっているのは、施設整備が整って
きたからの結果でしょうか？
（事業No.23と同一質問）

入所児童数が増えているのは安全面か
らも望ましいことだと思います。
今後就労家庭は増加の一途でしょう
し、保育所入所の要件も64時間以上
に緩和されるため、小学生の預かりの
件数もこれまで以上にニーズがあると
思われます。子どもたちの安全のため
にも（特に長期休みなど）施設整備と
人材の育成をお願いします。（感想の
ため回答任意）

本市ではGIGAスクール構想に基づく1
人1台端末を活用し、「個別最適な学
び」や「協働的な学び」の実現・充実
を図っています。端末の日常的な活用
が進むことに伴い、これまで以上に、
学習内容に応じたICTの活用方法の研
究等が必要であることから、教職員を
対象とした研修や相談会を実施するな
どの取組を進めています。これらの取
組をより推進することで、従来からの
学習スタイルのよさと、ICTを活用し
た学びとの適切な組合せや、その効果
的な活用の推進を図っていきたいと考
えています。

割と早い時期に全生徒タブレットの供
給があり、環境を整えることができた
かと思います。ただし、学校の先生方
のスキルや知識が追いついていなく
て、十分に活用できていないように感
じます。オンライン授業に参加してい
る様子をみても、まったく黒板が映ら
ない画面をみて、先生の言葉だけが流
れているということも。ICTの授業
は、近年増えている不登校の子や病気
療養などへの対応にも使える可能性が
あるので、ICTとリアルな授業のハイ
ブリッド型の授業方法の研修やマニュ
アル整備を進めていただけたらと思い
ます。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 113,300 （予算） 19,712

（実績） 56,418 （決算） 12,489

（目標） 15,990 （予算） 15,950

（実績） 6,561 （決算） 14,999

（目標） 10,950 （予算） 27,725

（実績） 5,217 （決算） 28,319

（目標） 27,600 （予算） 121,022

（実績） 17,794 （決算） 120,507

（目標） 3,000 （予算） 1,500

（実績） 477 （決算） 1,400

（目標） 8.0 （予算） 1,000

（実績） 7.0 （決算） 158

（目標）
30件

28,208人
（予算） 11,680

（実績）
18件

23,633人
（決算） 4,008

（目標）
７件

2,890人
（予算） 3,199

（実績）
4件

975人
（決算） 45

②子どもの居場所や
体験活動の充実

自然環境の中での野外活動やレ
クリエーション活動を通じて、
青少年の心身の健全な育成を図
ります。

市営青少年野外体験
施設の利用者数
（人）

魅力的な事業展開や広報活動の
拡充により、黒髪山キャンプ
フィールド及び青少年野外活動
センターの利用者数の増加を目
指す。

4,495

A － 継続 12,909

28 スポーツ少年団の育成 スポーツ少年団事業として魅力
ある本部事業を展開し、団への
加入を促進することにより、子
どもたちのスポーツの継続的な
活動を促進します。

スポーツ少年団加入
率（％）

青少年の心身の健全な発達と、
子どもたちの体力向上を図るこ
とを目的としている事業である
が、少子化等により子どもの絶
対数は減少しているため、ス
ポーツ少年団加入対象のうち中
心となる総児童数（小学生）に
対する加入率を指標とする。

7.1

23 放課後子ども教室推進
事業

放課後等に小学校等を活用し
て、子どもたちの安全・安心な
活動拠点(居場所)を設け、地域
の方々の参画を得てスポーツ等
交流活動を実施することによ
り、子どもたちが地域社会の中
で心豊かで健やかに育まれる環
境づくりを行います。

地域学校協働活動に
協力するボランティ
アの活動人数（人）

地域と学校が連携・協働した事
業を推進し、地域全体で子ども
を守り育てる仕組みづくりや地
域の教育力の再生・地域コミュ
ニティの活性化を目指すには、
多くの地域ボランティアの参画
が必要であるため、地域学校協
働活動に関わる地域ボランティ
アの活動人数を指標とした。

51,405

青少年野外体験施設の
運営管理

教育支援・
相談課

19,691

地域教育課

24 教育センター学習事業 教育センターのキッズ学びのフ
ロアの設備を活用した体験教室
等を開催することで、子どもた
ちの豊かな学びを保障し、創造
性や探究心を育てます。

年間来館者数（人） センター学習の市内学校園及び
市民への提供状況を直接的に示
す数値として、年間来館者を目
標指標に設定する。

5,234 B

平日の学校園向け講座については、教育センター内で実
施する館内講座と出前講座を並行して実施した結果、の
べ22校1,100人の利用があった。休日は親子向け体験
講座を中心に、5,461人の利用があったが、新型コロナ
の影響で中止せざるを得ない場合があった。

C

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、学校施設の利用について中止をお願いしたこともあ
り、活動内容を変更したり、活動自体を自粛したりした
校区が多かったため、活動人数が若干減少した。
令和４年度は、引き続き感染拡大防止の対策を図りなが
ら、地域での子どもの学びが止まらないよう、地域ボラ
ンティアの参画をお願いする。

A A 継続

A A 継続 1,537

コロナウイルス感染拡大の影響がある
非常時に計画の中間見直しを行った場
合、平常時に設定した現在の計画値よ
り低い設定となる可能性があるため、
中間見直しは行わないことと、昨年度
末の子ども・子育て会議の審議で決定
しているため、現計画値を継続する。
ただし、事務局より事業担当課に照会
を行うなどして各事業に対するコロナ
による影響等を把握する予定である。

27 スポーツ体験フェス
ティバルの開催

「スポーツの日」にちなんで、
スポーツの裾野を拡大し、「見
て、触れて、体験」することに
より、子どもたちがスポーツに
親しみ、取り組む足がかりとな
る場を提供します。
（※令和２年より「体育の日」
が「スポーツの日」に改められ
ました。）

参加人数（人） 多種目のスポーツを「見て・触
れて・体験して」感じることが
できる「スポーツ体験フェス
ティバル」は、幼・少年から高
齢者まで幅広く誰もが参加でき
る事業であり、参加者数は市民
のスポーツ活動への関心を測る
指標と考えられるため。

367

子ども育成
課

30,132

地域教育課

26 児童館事業の充実 児童の健全育成とともに市民と
の協働による子育て支援の拠点
としての事業を行い、より開か
れた児童館をめざします。ま
た、安全面を第一に、施設の老
朽化具合などにより優先順位を
つけて、計画的に整備を進めま
す。

児童館(4館)の利用
者数（人）

地域の中での子どもの居場所、
遊びの拠点として機能している
か、また、子育て支援の拠点と
して乳幼児とその保護者に対し
て遊びや交流の場を提供すると
いう目的をどの程度果たしてい
るかを確認するため、児童館
（４館）の利用者数を指標とす
る。

19,075 B

児童館での各種活動や、地域子育て支援拠点事業等を通
じて　「子どもの居場所づくり」や「児童の健全育成」
を促進することができた。
指定管理者制度の導入により、法人のノウハウを活かし
更なる児童館事業の充実につなげ、より効果的・効率的
な運営を図る。
また、利用者が減少傾向にあることから、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止に配慮しつつ、継続的な利用を
促すよう取り組む必要がある。

B

黒髪山キャンプフィールドと青少年野外活動センターに
おいて、キャンプ活動やレクリエーション活動等の学習
の機会を提供した。新型コロナウイルス感染症対策を徹
底し、青少年野外活動センターでは施設の周囲の自然環
境を生かした魅力的な事業展開に努めた。黒髪山キャン
プフィールドでは、申請方法をメールとFAXでも対応可
能へと改善することによって利用者増加へと繋げた。新
規利用者の獲得と利用者の満足度を高めるため、ニーズ
の高い事業や地域にある自然などを生かした幅広い魅力
的な事業を実施するとともに、更なる広報活動の拡充を
行い、青少年の健全育成のための教育・体験活動の場と
して利用促進に努める。

A A 継続

25

9件
6,036人

A A 継続 1,000

スポーツ振
興課

1,500

スポーツ振
興課

A A 継続

B

スポーツ少年団は、令和3年度63団体、1,136名が登
録し、新型コロナウイルスの感染状況に応じスポーツ少
年大会等を実施したが、野外活動・キャンプ体験は実施
出来なかった。
令和4年度は、スポーツやレクリエーション活動を通じ
て青少年の心身の健全な発達と体力向上に資するよう、
感染対策を行い事業を実施したい。
また、少子化等によりスポーツ少年団の登録団数・団員
数が減少しているため、子どもたちが積極的に参加し魅
力ある事業を展開することで登録団数・団員数の増加に
繋げ、スポーツ少年団加入率の増加に努める。

B

令和3年度の「スポーツ体験フェスティバル」は、令和
２年度に引き続き新型コロナウイルスの影響により参加
人数を定め、予約制により行った。また、体験時間も限
定し感染対策を講じた上で実施した。
令和4年度は、新型コロナウイルスの感染状況にもよる
が、本来の目的である子どもから高齢者まで誰でも参加
可能なイベントとし、多くの市民の参加を募り、魅力的
な内容とすることでスポーツ活動への関心を高め生涯ス
ポーツの推進を図る。

2,602

文化振興課

8,814

文化振興課
奈良町にき
わい課

30 アウトリーチ活動の実
施

学校教育との連携を図り、子ど
もたちが芸術文化に親しむ機会
を充実させます。

事業の実施件数及び
参加人数（件）
（人）

近年多種多様なニーズが生まれ
る中、文化教育においては、よ
り能動的な取り組みが求められ
る。文化を取り巻く環境は日々
変化しているため、単一の指標
ではなく、事業実施件数と参加
人数を設定することで、それぞ
れがもたらす影響や相互関係な
ど複数の視点で分析が可能であ
るため。

１件
474人 B

　新型コロナウイルスの影響により、多くの事業が中止
となった。
　その中でも、合計９７５人の子どもたちに、文化に触
れる機会を提供できた。
　課題としては、感染症対策を講じた事業や、配信事業
に取り組むことができず、多くの事業が中止となったこ
とが挙げられる。今後は「新しい生活様式」に即した文
化事業の提供が必要となってくる。

B

　新型コロナウイルスの影響により、多くの事業が中止
または縮小を余儀なくされた。
　その中でも可能な限り、各文化施設の特色を活かし、
合計23,633人の子どもたちに文化に触れる機会を提供
することができた。
　今後は、感染症対策を講じた文化事業の提供が必要と
なってくる。事業実施による感染拡大につながらないよ
う、細心の注意を払い事業を実施していく。

A A 継続

29 子どもを対象とした文
化事業の実施

子どもたちが優れた芸術や伝統
的な芸能等、文化に親しむ機会
を設けます。

事業の実施件数及び
参加人数（件）
（人）

継続的な文化振興のためには、
次世代の文化教育が重要であ
る。文化を取り巻く環境は日々
変化しており、単一の指標では
なく、事業実施件数と参加人数
を設定することで、それぞれが
もたらす影響や相互関係など複
数の視点で分析が可能であるた
め。

A A 継続

目標値の設定が高い。事業番号１６、
２４～２６等、目標値と実績値が離れ
ています。
コロナ禍で実績値が少なかったのかも
しれませんが、コロナ禍も２年目なの
で、ある程度予期できたのではないか
と思います。令和４年度の目標値をど
うされるのか。
（事業No.16、24、26と同一質問）

目標値の設定が高い。事業番号１６、
２４～２６等、目標値と実績値が離れ
ています。
コロナ禍で実績値が少なかったのかも
しれませんが、コロナ禍も２年目なの
で、ある程度予期できたのではないか
と思います。令和４年度の目標値をど
うされるのか。
（事業No.16、24、25と同一質問）

事業No.22、23について、それぞ
れ、枠組みは違い、対象の子ども達も
違うかと思いますが、実績値と目標
値、予算決算額について、知りたいで
す。放課後児童健全育成事業令和2年
度の実績値1996は人数？それに対し
て、子ども教室の51405は延べ人数
でしょうか。また、放課後児童健全育
成事業の令和4年度の予算が半分以下
になっているのは、施設整備が整って
きたからの結果でしょうか？
（事業No.22と同一質問）

放課後児童健全育成事業の目標値は各
年度５月１日時点の在籍児童数となる
が、放課後子ども教室の目標値は各年
度の延べ人数となる。

なお、令和４年度予算は人件費
894,399千円を人事課等へ配当替え
したため令和３年度より減少している
が、人件費を含んだ令和４年度予算額
は1,307,565千円となる。支援員に
対する処遇改善に伴う人件費増額等に
より令和３年度より294,134千円増
加している。

コロナウイルス感染拡大の影響がある
非常時に計画の中間見直しを行った場
合、平常時に設定した現在の計画値よ
り低い設定となる可能性があるため、
中間見直しは行わないことと、昨年度
末の子ども・子育て会議の審議で決定
しているため、現計画値を継続する。
ただし、事務局より事業担当課に照会
を行うなどして各事業に対するコロナ
による影響等を把握する予定である。

目標値の設定が高い。事業番号１６、
２４～２６等、目標値と実績値が離れ
ています。
コロナ禍で実績値が少なかったのかも
しれませんが、コロナ禍も２年目なの
で、ある程度予期できたのではないか
と思います。令和４年度の目標値をど
うされるのか。
（事業No.16、25、26と同一質問）

コロナウイルス感染拡大の影響がある
非常時に計画の中間見直しを行った場
合、平常時に設定した現在の計画値よ
り低い設定となる可能性があるため、
中間見直しは行わないことと、昨年度
末の子ども・子育て会議の審議で決定
しているため、現計画値を継続する。
ただし、事務局より事業担当課に照会
を行うなどして各事業に対するコロナ
による影響等を把握する予定である。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和3年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和4年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 3,150 （予算） 29,892

（実績） 3,287 （決算） 29,723

（目標） 350 （予算） 9,771

（実績） 386 （決算） 9,270

（目標） 900 （予算） 900

（実績） 953 （決算） 900

（目標） ー （予算） 593

（実績） ー （決算） 120

（目標） 4,000 （予算） 183

（実績） 3,600 （決算） 127

（目標） 23 （予算） 15

（実績） 2 （決算） 14

33 すこやかテレフォン事
業

青少年の健全育成を図るため、
青少年の育成に関する相談業務
を「奈良いのちの電話協会」に
委託し、すこやかテレフォン相
談室を設置し、専門の相談員が
年中無休で電話による各種の相
談業務を行います。

すこやかテレフォン
相談件数（件）

青少年やその保護者の電話相談
件数がこの数年は概ね増加傾向
にある。また、世情を反映した
青少年を取り巻く問題も複雑化
しており、相談内容は多様化し
ていることから、相談件数を指
標とする。

898 B

専門知識と資格を有する相談員が年中無休で電話相談業
務にあたっている。令和３年度の青少年やその保護者か
らの電話相談は953件で、令和２年度と比べ増加傾向で
ある。子どもをめぐる諸問題についての電話相談とし
て、市民の中に定着しているものと思われる。
しかし、昨今の青少年を取り巻く問題は複雑化してお
り、コロナ禍の社会不安等、相談内容は年々多様化して
いる。
また、相談員に関しても、ボランティアで負担も大きい
ことから、希望者が少なく、高齢化も進んでおり、新た
な相談の担い手やその育成が求められている。

A － 継続

教育支援・
相談課

通級指導教室は、令和３年度に３校新規開設と着実に開
設が進んでいる。３校の新規開設校を含め、小中学校１
４校に１６教室の通級指導教室を開設している。
今後の通級指導教室の増設を見据え、専門性の高い指導
者を育成するために、インクルーシブ教育システム推進
講座をリモートで開催し、広く参加を得ることができ
た。
しかし、国が提唱している「令和８年度末までに通級指
導教室を小中学校に全校設置する」という目標にはまだ
遠い状態であり、今後も各小中学校への啓発や、新規開
発に向けた支援を進めていく必要がある。

A A 拡大

国は令和８年度末までに通級
指導教室を小中学校に全校設
置するとしている。奈良市と
しても通級指導教室のさらな
る新規開設に向けて、各校へ
の啓発、担当者の人材育成を
推進する。 631

③心身の健やかな成
長のための取り組み
の充実

31 教育相談業務の充実 教育センターに教育相談総合窓
口を設け、カウンセラーを配置
するとともに不登校や特別支援
教育の相談、スクールカウンセ
ラーの配置等を行い、教育に関
する様々な相談の充実を図りま
す。

教育センターにおけ
る来所教育相談のべ
回数（回）

教育に関するいろいろな相談に
対応し、来所教育相談回数が増
えることにより、教育相談事業
が周知され、ひいては市民への
生活環境の改善・向上に繋がる
ことから、不登校児童生徒のた
めの相談や支援、また、特別な
支援を必要とする幼児児童生徒
のための相談やことばの指導、
発達検査など来所による教育相
談延べ回数を指標とする。

35 未成年の喫煙対策 たばこから子どもたちの健康を
守るため、関係機関と協力しな
がら子どもおよび保護者への啓
発を行います。

未成年へ啓発物配布
人数（人）

34 エイズ・性感染症に関
する正しい知識の普及
啓発事業

特に性行動が活発化する若年層
を中心に、エイズや性感染症に
関する正しい知識を持ち予防行
動がとれるよう、学校、NPO団
体等関係機関と協力しながら啓
発事業を推進します。
また、感染不安のある方への相
談や検査を行い、知識普及と感
染予防への意識づけを行いま
す。

―

啓発については市内にある全高
校に対して実施しており、現状
維持か高校の統廃合で学校数が
今後減少していく中でこれ以上
の増加は見込めないため設定指
標として望ましくないと考え
る。

612

たばこから子どもたちの健康を
守るためには、学校等の協力を
得て啓発を行うことが、効率的
かつ効果的であり、その啓発方
法としては、学校等を通じて啓
発物を配布することが適切であ
ると考えられるため。

保健予防課

29,716

教育支援・
相談課

32 特別支援教育推進事業 特別支援教育の推進のため、専
門の相談員を配置し、特別な支
援を必要とする幼児児童生徒一
人一人に応じた相談の充実を図
ります。

通級指導教室におい
て指導を受けている
児童生徒数（人）

国は通常の学級に在籍する特別
な支援を必要とする児童生徒の
指導について、一人一人のニー
ズや課題に即した特別な教育過
程による指導及び適切な支援の
場としての「通級指導教室」を
増設し、平成29年度から10年
間で、通級指導担当教員の基礎
定数化を推進する方向性を示し
ている。本市においても、特別
な支援を必要とする児童生徒へ
の切れ目ない支援を行うために
本指標とする。

315 B

2,856 B

令和3年度は、摂食障害や虐待等、重篤なケースの対応
があったが、カウンセリングや相談を通して対象児童生
徒・家庭とつながりを作り、継続対応を行うことができ
た。また、対象児童生徒の状態像に合った対応として、
医療機関等の関係機関を紹介し、適切な支援につなぐこ
とができた。各ケースの対応については、学校との情報
共有を密に行い、連携を進めることができた。
重篤な内容の相談ケースの増加により、１回の相談対応
では終結することができず、継続対応が必要なケースが
増えており、相談担当の負担が大きくなっている。人的
整備を含め、相談体制の整備が必要である。

A A 継続

ー B

令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、
性感染症を中心とした学校への健康教育は実施できな
かった。今後は感染状況に応じて実施可能な方法を検討
し、継続実施する。
啓発事業は例年通り市内の中学校・高校・大学・専修学
校へ啓発チラシ等を配布した。
保健所におけるHIV等性感染症検査は新型コロナウイル
スの流行状況に合わせて事業を縮小して実施した。今後
も感染不安がある者の不安軽減が図れるよう継続実施し
ていく。

B － 継続

36 思春期保健対策（性） １０代の望まない妊娠、性感染
症の防止のために、思春期相談
窓口を設けています。関係機関
と協力しながら啓発活動等を行
います。

16歳未満の妊娠届
出数（件）

１０代の望まない妊娠、性感染
症の防止のために、思春期相談
窓口を設け取組を進めており、
関係機関と協力し、啓発活動や
支援を行うため。

0 B

･市立小学校４３校に各2枚、市立中学校21校に各２枚
（男女各2枚）、思春期相談窓口啓発ポスターを配布。
･母子保健課での電話相談、メール相談の実施（26
件）。
・妊娠届出数2,045件(うち16歳未満の届出2件）
・養護部会に母子保健課の取り組みや事例を報告。また
年度末に、養護教諭向けのアンケート調査を実施し、啓
発ポスター・個別の啓発方法等についての意見や、保健
室の取り組みについて回答をもらった。

A

3,800 B

900

いじめ防止
生徒指導課

－ 継続 16

母子保健課

医療政策課・未成年者禁煙相談窓口は継続して実施。
・小学6年生を対象に喫煙防止チラシを配布（43
校・約3,600枚）。
・例年実施している禁煙支援アドバイザー研修会に
ついては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
ふまえ、拡大防止の観点からリモート形式で実施。 A A 継続 183

若年妊婦が妊娠届出に来所された場合
は、若年用聞き取りシートを基に丁寧
に状況を聞き取るとともに、妊娠・出
産についてのイメージが持てるよう働
きかけます。また、無事出産しスムー
ズに育児ができるよう、保護者や学
校、病院等関係機関と連携を密に図り
ながら支援を行います。また、出産後
も、育児支援を丁寧に行い、若い母に
寄り添い支援を行っています。

16歳未満の届出が2件あったとのこと
ですが、啓発活動と並行して、実際に
若年で親になろうとする子どもたちに
対してどのような支援をされたのか体
制を教えてください。

すこやかテレフォンは、相談業務を事
業者に委託（外注）する形で実施して
います。電話相談を専門に受け付ける
相談員が常駐する事業者に委託するこ
とにより、人材確保と予算のバランス
をとりながら実施しています。事業の
広報や相談員養成講座の実施に関する
広報を行うことで、委託業務継続のた
めの後方支援を行っていますが、ご意
見のあったＳＮＳ相談窓口について
は、市立小中学校の生徒に対して別途
事業を実施しているため、現在は委託
業務の中に含めておりません。
子どもたちのセーフティネットとし
て、相談窓口の整備は非常に重要な課
題であると認識しています。「電話を
かけるのはハードルが高い」という会
議での意見も参考にしながら、子ども
たちが相談しやすい窓口、関係機関と
の連携について、今後の検討課題とし
ていきたいと考えます。

すこやかテレフォンに問い合わせがあ
るとき、どこから何の媒体を使用して
相談者が電話をしているのか気になり
ました。携帯電話やスマートフォンの
普及により、固定電話を設置している
家庭が減少、また公衆電話も減少して
いることを考えると、電話をかけたく
てもかけられない子どもも多いのでは
ないでしょうか。
また、電話をかけるということのハー
ドルの高さを考えると、現在24時間
対応のメール窓口もありますが、LINE
などのSNSの窓口の設置も今後考えて
もらえたらと思いました。
それに加えて、現在ボランティアで相
談員が構成されておりますが、記載さ
れていた「ボランティアの負担」とい
う課題は軽視できないと感じました。
今後は、有償の方向性も鑑み、かつ専
門的な知識を有した相談員の採用も考
えてもらえたらと思いました。何故な
らば、“最初の相談”のやりとりが最
重要だと考えるからです。

＞また、相談員に関しても、ボラン
ティアで負担も大きいことから、希望
者が少なく、高齢化も進んでおり、新
たな相談の担い手やその育成が求めら
れている。
前年度も同様の課題があり、質問した
と記憶していますが、その後何かの方
策は見つけられましたか？
電話相談から各機関や制度に繋がるこ
とは多く、子どもたちのセーフティー
ネットの役割としても大切な事業で
す。なので、ボランティアだけで乗り
切れるのでしょうか？「専門知識と資
格を有する」人材確保を考えると、予
算的に厳しいのではありませんか？
また新設された子どもセンターとの連
携は想定されていますか？
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもと子育て家庭の健康の確保

（目標） 40 （予算） 5,964

（実績） 26 （決算） 4,523

（目標）
400件

70,000千円
（予算） 115,000

（実績）
623件

134,196千円
（決算） 134,196

（目標） 0 （予算） 802

（実績） 2,045 （決算） 770

（目標） 30,800 （予算） 201,000

（実績） 25,480 （決算） 186,369

（目標） 2,300 （予算） 676

（実績） 194 （決算） 132

（目標） 98.0 （予算） 3,997

（実績） 96.4 （決算） 3,353

（目標） 2,182 （予算） 6,272

（実績） 2,046 （決算） 5,304

（目標） 98.0 （予算） 11,077

（実績） 98.3 （決算） 10,607

（目標） 96.5 （予算） 11,678

（実績） 97.4 （決算） 10,573

面接できなかった理由として、
訪問拒否や海外に居住地がある
場合等があります。
訪問拒否の場合は、電話で保護
者から状況を聴取するととも
に、関係者・関係機関等に状況
確認を行います。また海外に居
住であれば親族等へ状況確認す
るとともに、出国されているか
の調査を実施しています。
訪問ができなかった対象者につ
いては、可能な限り状況把握に
努め、必要な支援につなげてい
ます。

＞令和３年4月から令和３年1１
月生まれの対象1398人に対
し、1380人（面接率98.7％）
訪問（来所による面接も含
む。）を行った。
育児のスタート時に家庭訪問
し、保護者と赤ちゃんの様子を
みて、助言や情報提供すること
の意味は大きいです。
98.7％の数字は素晴らしいと思
います。そこに含まれない18家
庭に対してはどのようなアプ
ローチをされているのでしょう
か？

①令和4年9月現在で、受け入れ
施設は7か所。今後1か所追加予
定で、計8か所になる予定です。

②産後ケアの利用に際しては、
母子の状況と委託先の受け入れ
状況や特色などを考慮し、コー
ディネートしています。現時点
では、コーディネートの特性
上、委託先は公表していません
が、今後は産後ケアの利用者数
を増やしていくためにも、医療
機関リストを公表する方向で検
討しているところです。

コロナ禍にあって、親族の援助
を受けられずに出産・育児をス
タートする家庭は増えていると
思われます。産後ケア事業の
ニーズも高くなっているはずで
すが①市内登録産科医療機関は5
か所から拡充される予定はあり
ますか？
また②市のHPは写真や利用者の
声もあって、身近に感じられま
すが、利用施設のリストが見当
たりません。どのような仕組み
になっているのですか？

育休については、法改正の内容
も含め、母子健康手帳および副
読本、リーフレットで説明して
います。
今後、県のホームページとの連
携など、よりわかりやすい周知
方法を検討します。育休推進に
ついては、関係課とも連携して
検討していきます。

この4月からの法改正の流れに
のって、育休についても追記し
ていただきアップデートをお願
いしたいです。奈良県のパパ産
休プロジェクトとの連携や、奈
良市においても男性の育休推進
も含めてご検討をお願いしま
す。
（事業No.111と同一質問）

感染予防対策を講じながら、離
乳食教室は令和4年9月～再開。
歯磨き教室も令和4年10月再開
予定。
※修正：母親教室→両親教室。
父も参加可能な教室です。こち
らも、年内の再開に向け調整
中。

コロナ禍での開催がなかなか難
しい状況かと思いますが、引き
続き開催実施をお願いしたく。
また、プレパパ教室や父親学級
の開催もご検討いただきたく。

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）

4

ー ー 縮小

令和4年4月から不妊治療が
保険適用となり、対象者が
令和3年度以前から治療開
始した方に限定されるた
め。

30,000

ー ー 継続 195,000

676

担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

①妊娠から出産、子
育てまでの切れ目な
い支援の充実

37 産後ケア事業 生後４か月未満の乳児及びその
母親で、親族等から出産後の援
助が受けられない者であって、
心身のケアや育児サポートが必
要な母子を対象に、市内登録産
科医療機関において産後ショー
トステイ（宿泊型）、産後デイ
ケア（日帰り型）のサービスを
提供します。

利用者数（人） 母子保健法の規定により生後4か
月未満の乳児及びその母親で、
親族から出産後の援助が受けら
れない者であって、心身のケア
や育児サポートが必要な母子を
対象に実施しており、利用者数
が事業評価に適切と思われるた
め。

24

母子保健課

5,534

母子保健課

38 特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療費助成金を交付す
ることにより、医療保険が適用
されず高額の医療費がかかる不
妊治療費の一部を負担し、不妊
に悩む夫婦の支援を行います。

特定不妊治療費
助成延べ件数
（件）
及び助成額（千
円）

治療費に対する補助事業であ
り、事業成果を図るためには助
成件数及び助成額が評価指標と
して適当と思われるため。

374件（延べ）
71,621千円

A

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を行った方へ治療
費の助成を行った。
助成制度の拡充（助成額の増額、所得制限の撤廃等）に
伴い、件数・額ともに大幅に増加した。
令和4年4月から不妊治療が保険適用となったため、令和
4年度は令和3年度以前から治療を開始している方のみ助
成を行う。

B

受け入れ施設は医療機関の５か所であり、産後ショート
ステイ（延　58日）と産後デイサービス（延　23日）
の利用であった。出産直後は心身ともに不安定で、きめ
細かなサポートを要するため、受け入れ医療機関との連
携、支援体制の強化を図りながら支援を行なっている。
事業開始から5年目に当たることから、事業の振り返り
や、委託医療機関への聞き取り、他市町村への照会結果
などを基に、体制について見直し、受け入れ先拡充に向
け、要綱改正を行った。

B ー 継続

医療機関で妊娠判定を受け、妊
娠届けを出されたら母子健康手
帳を交付します。母子健康手帳
は、妊娠出産の経過、お子さん
の乳幼児健診、予防接種の記録
等大切な成長記録となります。
また、妊娠期からの健康づくり
に関する情報を提供します。

28週以降の妊
娠届出数（件）

母子保健法の規定により、適切
な時期に母子健康手帳を交付し
安心安全に妊娠期から出産を迎
えるため、28週以降の妊娠届出
数が事業評価として適切である
と思われるため。

母子保健課

802

母子保健課

40 妊婦健康診査事業 妊婦健康診査にかかる費用の一
部を助成することにより、妊婦
の経済的負担を軽減し、未受診
妊婦の解消を図るとともに、母
体及び胎児の健康の保持・増進
を図ります。

受診回数（回） 子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

25,492 B

　妊娠中の女性と胎児の健康の保持及び増進、異常の早
期発見を図るため、妊婦健康診査に係る費用の一部を助
成した。妊娠期間中に受診が望ましいとされる14回分の
補助券基本券に加え、補助券追加券を26枚を交付した。
延べ受診回数は25,480回であった。

B

母子健康手帳の中に妊娠、出産、子育てに関する情報を
掲載している。乳幼児健診・予防接種・妊婦健診実施医
療機関（合計148か所）、ドラッグストア(27か所）に
ポスター掲示や市ホームページ等にて妊娠届出の啓発を
行った。妊娠期からの切れ目ない支援を目指し、関係機
関と連携しながら、妊娠届出の際、必要時には妊産婦支
援計画書を作成し、個人の状況に応じて支援を行ってい
る。

A ー 継続

39 母子健康手帳の交付

母子保健課

42 妊産婦、新生児、未熟児
訪問（保健指導事業）

妊産婦・新生児の家庭を訪問
し、妊娠・出産・育児などの相
談を行うとともに、適切な指導
を行います。また未熟児につい
ては、保護者の育児不安が強
く、早期に援助を必要とする対
象者を医療機関等と連携しなが
ら把握し支援します。

新生児訪問対象
者への訪問実施
率（％）

妊産婦、新生児及び未熟児への
訪問は母子保健法の規定により
実施しているもので、育児不安
の軽減を図り、虐待の予防及び
早期発見のためには継続的な実
施が必要であり、新生児訪問対
象者への訪問実施率が最も事業
評価に最適と思われるため。

96.2 B

妊娠届出時のアンケートや産科医療機関との連携によ
り、妊娠期及び産後のハイリスク者を把握し、産婦・新
生児訪問を実施（訪問及び面接）した。

C

離乳食教室:１回参加者12組24人
歯磨き教室、出張歯科講座：新型コロナウイルス感染拡
大予防のため、実施せず。個別相談で対応。
個別相談：離乳食の相談123人。歯の相談47人。
母親教室、妊婦歯科健診共に新型コロナウイルス感染拡
大のため中止とした。その他、相談希望者には個別で対
応した。

B ー 継続

41 親子健康教室 妊娠・出産・子育てに関する正
しい情報を提供し、育児不安の
軽減と虐待予防を図ります。あ
わせて、安心して育児ができる
ように、保護者同士の仲間づく
りを促し、地域での孤立予防を
図ります。

参加者数（人） 妊娠・出産・子育てに関する正
しい情報を提供し、育児不安の
軽減と虐待予防を図ることを目
的に、教室を実施しており、教
室の参加者数が事業評価として
適切であると思われるため。 226

生後４か月未満の乳児のいる全
ての家庭を訪問し、子育てに関
する必要な情報提供等を行いま
す。また、支援が必要な家庭に
対しては助言を行い、乳児家庭
の孤立化を防ぎ、保護者の育児
不安等を軽減し、虐待の予防や
子どもの健全育成を図ります。

面接人数（人） 生後4ヶ月未満の乳児のいる全て
の家庭を訪問し、支援を必要と
する家庭に対して適切な支援機
関につなげることにより子ども
の健全な育成や児童虐待防止を
図るため、面接件数・面接率を
指標とする。
また、子ども・子育て支援法第
61条において、本事業について
は当該指標の設定が求められて
いるため。

2,025

A ー 継続 302

A ー 継続 11,260

母子保健課

5,900

子育て相談課

母子保健課

44 ４か月健康診査（乳児一
般健康診査）

生後４か月の時点で医療機関に
おいて、子どもの身体発達・運
動発達・栄養状態を診査し、疾
病の早期発見・早期治療・早期
療養および育児指導を行い、乳
児の健康の保持・増進を図ると
ともに育児不安の軽減を図りま
す。また、４か月健康診査を登
録医療機関で受診することで、
小児科医にかかる機会を提供
し、かかりつけ小児科医を持つ
保護者の割合を増やします。

健診受診率
（％）

４か月児健康診査は母子保健法
の規定により実施しているもの
で、子どもの疾病の早期発見・
早期治療や保護者の育児不安の
軽減のためには、健診の機会は
重要であり、健診受診率が最も
事業評価に最適と思われる。

98.1 B

生後４か月から生後６か月未満の児に対し、医療機関に
おいて、子どもの身体発育・運動発達・栄養状態を診査
し、疾病の早期発見・早期治療・早期療育及び育児指導
を行い、乳児の健康の保持・増進を図るとともに育児不
安の軽減を図った。

B

令和３年4月から令和４年３月生まれの対象2,073人に
対し、2,046人（面接率98.7％）訪問（来所による面接
も含む。）を行った。継続支援が必要な対象者は関係機
関と連携し、健診や教室、養育支援訪問等で支援を行っ
た。
引き続き、全戸訪問の実現に向け事業周知を継続し、訪
問できない家庭については、来所等による面接を積極的
に勧奨し、全ての乳児と保護者に会うことを目指す。ま
た、継続支援が必要な対象者には、関係機関と連携しな
がら支援を行っていく。 A ー 継続

43 乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪
問）

11,871

母子保健課

B

生後１０か月から生後１２か月未満の児に対し、医療機
関において、子どもの身体発育・運動発達・栄養状態を
診査し、疾病の早期発見・早期治療・早期療育及び育児
指導を行い、乳児の健康の保持・増進を図るとともに育
児不安の軽減を図った。

A ー 継続

45 １０か月健康診査（乳児
一般健康診査）

生後１０か月の時点で医療機関
において、子どもの身体発達・
運動発達・栄養状態を診査し、
疾病の早期発見・早期治療・早
期療養および育児指導を行い、
乳児の健康の保持・増進を図る
とともに育児不安の軽減を図り
ます。

健診受診率
（％）

１０か月児健康診査は母子保健
法のなかで実施を推奨されてい
るもので、子どもの疾病の早期
発見・早期治療や保護者の育児
不安の軽減のためには、健診の
機会は重要であり、健診受診率
が最も事業評価に最適と思われ
る。

97.1

20 / 33 ページ



　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標）

健診受診率
95.0％

歯科健診受診率
95.0％

（予算） 6,206

（実績）

健診受診率
86.8％

歯科健診受診率
87.1％

（決算） 17,691

（目標）

健診受診率
90.0％

歯科健診受診率
90.0％

（予算） 6,799

（実績）

健診受診率
83.8％

歯科健診受診率
85.0％

（決算） 19,661

（目標） 700 （予算） 865

（実績） 0 （決算） 0

（目標） 95.0 （予算） 611,699

（実績） 93.6 （決算） 567,114

（目標） 100 （予算） 56,594

（実績） 99.9 （決算） 16,064

（目標） 270 （予算） 492

（実績） 24 （決算） 184

（目標）
妊婦喫煙率2％

妊婦飲酒率0.5％
（予算） 0

（実績）
妊婦喫煙率1.3％
妊婦飲酒率0.1％

（決算） 0

（目標） 62 （予算） 535,456

（実績） 62.0 （決算） 476,826

従来は中央保健センターでの集
団方式で健診を実施していまし
たが、新型コロナウイルスの感
染拡大に伴い、中止期間を経て
個別方式に変更しました。個別
方式では、医科と歯科との２機
関への受診が必要なことも受診
率が低い一因と考えます。

幼児の健診率が低いのが気にな
ります。これについては、コロ
ナ禍のため受け控えた方が多い
のであれば、仕方ないと思いま
す。
（事業No.47と同一質問）

従来は中央保健センターでの集
団方式で健診を実施していまし
たが、新型コロナウイルスの感
染拡大に伴い、中止期間を経て
個別方式に変更しました。個別
方式では、医科と歯科との２機
関への受診が必要なことも受診
率が低い一因と考えます。

幼児の健診率が低いのが気にな
ります。これについては、コロ
ナ禍のため受け控えた方が多い
のであれば、仕方ないと思いま
す。
（事業No.46と同一質問）

①妊娠から出産、子
育てまでの切れ目な
い支援の充実

母子保健課46 １歳７か月児健診、１歳
７か月児歯科健診

１歳７か月児に対して健康診査
を行い、疾病・障害・発達の遅
れ等を早期に発見し、適切な指
導を行うとともに、むし歯の予
防・発育・栄養・生活習慣、そ
の他育児に関する指導を行い、
子どもの心身の安らかな成長の
促進と育児不安の軽減を図りま
す。

健診受診率
（％）
歯科健診受診率
（％）

１歳７か月児健康診査は母子保
健法の規定により実施している
もので、子どもの疾病の早期発
見・早期治療や保護者の育児不
安の軽減のためには、健診の機
会は重要であり、健診受診率が
最も事業評価に最適と思われ
る。

健診受診率88.8％
歯科健診受診率

89.3％
C

１歳７か月児に対し、子どもの身体発育・運動発達・栄
養状態・口腔衛生状態を診査し、疾病の早期発見・早期
治療・早期療育及び育児指導を行い、幼児の健康の保
持・増進を図るとともに育児不安の軽減を図った。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、４月は感染対策
を講じ集団方式で実施し、５月は中止、６月以降は医療
機関での個別方式で実施した。

身体の発育および精神発達の面
から最も重要な時期である３歳
児に対して健康診査を行い、運
動機能・視聴覚発達などの障害
や疾病等を早期に発見し、適切
な指導を行うことにより、障害
等の進行を未然に防止するとと
もに、むし歯の予防・発育・栄
養・生活習慣、その他育児に関
する指導を行い、子どもの心身
の安らかな成長の促進と育児不
安の軽減を図ります。

健診受診率
（％）
歯科健診受診率
（％）

３歳６か月児健康診査は母子保
健法の規定により実施している
もので、子どもの疾病の早期発
見・早期治療や保護者の育児不
安の軽減のためには、健診の機
会は重要であり、健診受診率が
最も事業評価に最適と思われ
る。

健診受診率87.2％
歯科健診受診率

87.9％

A ー 継続 17,630

C ー 廃止

令和４年度は、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため
実施せず。

※廃止ではなく、令和４年
度は事業を中止とする。 0

母子保健課

21,119

母子保健課

48 フッ化物塗布事業 幼児のむし歯予防とかかりつけ
歯科医をもつきっかけづくりの
ために、２歳０か月児の希望者
に実施します。歯科健診と歯み
がき指導も併せて実施します。

塗布者数（人） 母子保健法及び歯科口腔保健の
推進に関する法律のなかで、む
し歯予防の対策が推奨されてい
る。幼児のむし歯予防とかかり
つけ歯科医をもつきっかけづく
りのためには、フッ化物塗布事
業の継続実施が効果的であり、
塗布者数が最も事業評価に最適
と思われる。

106 E

幼児のむし歯予防とかかりつけ歯科医をもつきっかけづ
くりのために、２際０か月児の希望者を対象に歯科健
診、歯科指導及びフッ化物塗布を予定していたが、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中止した。

C

３歳６か月児に対し、子どもの身体発育・運動発達・栄
養状態・口腔衛生状態を診査し、疾病の早期発見・早期
治療・早期療育及び育児指導を行い、幼児の健康の保
持・増進を図るとともに育児不安の軽減を図った。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、４月は感染対策
を講じ集団方式で実施し、５月は中止、６月以降は医療
機関での個別方式で実施した。

A ー 継続

47 ３歳６か月児健診、３歳
６か月児歯科健診

837,083

健康増進課

②健やかな成長発達
を促すための相談体
制・情報提供の充実

50 妊産婦・乳幼児健康相談
事業

子育て世代包括支援センターと
して、安心して妊娠・出産・育
児が行えるよう、保健師、助産
師等が健康相談を実施します。
地域の関係機関と協力しなが
ら、妊娠期から切れ目のない支
援を行っていきます。

子育て世代包括
支援センターへ
の来所相談で満
足できた人の割
合（％）

※満足できたか
否かの２択で確
認

子育て世代包括支援センターに
相談することで育児についての
悩みや問題が解決し安心して妊
娠・出産・育児が行えるよう
に、満足できた人の割合が事業
評価として適切であると思われ
るため。

100 B

C

　７歳６か月未満の対象者に予診票綴りを発送し、定期
予防接種の啓発を行った。また、二種混合及びＭＲ２期
等について対象者に個別に勧奨ハガキを送付し、接種率
の向上に務めた。さらに、厚生労働省からの通知によ
り、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の積極的
勧奨の差し控えが廃止され、ヒトパピローマウイルス感
染症予防接種の勧奨を再開するため、令和４年３月末に
中学１年生から中学３年生の女子と保護者へ通知を発送
した。積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した
平成９年４月２日から平成１８年４月１日生まれの女子
には、令和４年度に段階的に通知を送付する。
　そのほか、例年同様、予防接種週間にパネル展示によ
る啓発を行い、年度末に向けて接種忘れがないよう啓発
を行った。
　令和３年度の予防接種者数は、Ａ類が６０，８７４
人、Ｂ類は５９，４７１人であった。
　令和４年度は、ヒトパピローマウイルス感染症予防接
種の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃し
た方へ償還払いを行うよう準備対応が必要である。

※令和３年度予防接種率は、日本脳炎ワクチンの出荷停
止によるワクチン不足のため、予防接種をうけることが
できなかった方が多くいたため除外しています。

B ー 継続

49 乳幼児予防接種事業 子どもを感染症から守るため、予防
接種を実施します。
<個別接種>
・ヒブ感染症(生後２か月～５歳未
満)
・小児肺炎球菌感染症(生後２か月～
５歳未満)
・ＢＣＧ（生後３～１２か月未満）
・４種混合（生後３か月～７歳６か
月未満）
・三種混合（生後３か月～７歳６か
月未満）
・二種混合（小学校６年生）
・不活化ポリオ
（生後３か月～７歳６か月未満）
・ＭＲ（麻しん・風しん）
　　第１期（１歳～２歳未満）
　　第２期（年長児）
・水痘（１歳～３歳未満）
・日本脳炎
　　第１期（生後６か月～７歳６か
月未満）
第２期（９歳～１３歳未満）
・ヒトパピローマウイルス感染症
(小学６年生～高校１年生相当の女
子)
・Ｂ型肝炎（生後２か月～１歳未
満）
・ロタウイルス感染症（ロタリック
ス：出生６週０日後から出生２４週
０日後まで　ロタテック：出生６週
０日後から出生３２週０日後まで
）

定期接種（A類
疾病）の接種率
（％）
※子宮頸がん予
防ワクチンを除
く。

伝染のおそれがある疾病の発生
及びまん延を予防し、子どもの
健康的な生活を守るためには、
一定以上の予防接種率を維持す
ることが必要となるため。

96.6

母子保健課

51 発達支援 主に１歳７か月児健診後の精神
発達の指導が必要な幼児の発達
検査や発達支援教室などを通じ
て、子どもの発達や発達段階に
応じた適切な関わり方を学び、
育児不安の軽減を図り、必要に
応じて医療や療育に繋げ、発達
の支援を行います。

発達支援教室参
加延べ組数
（組）

子どもの発達段階に応じた適切
な関わり方を学び、育児不安の
軽減を図ることを目的に実施し
ており、教室参加組数が事業評
価として適切であると思われ
る。

０
※新型コロナウイル
ス感染症拡大のため

未開催

C

・発達に支援が必要な親子に早期に適切な支援ができる
きっかけとして発達相談を実施している。発達検査を用
いた個別の発達相談：年間利用数　231件。子どもの発
達の状態を保護者と確認し、関わり方などを共に考える
場となっている。常時、相談の枠を設け、多くの相談に
応じている。
・発達支援教室：新型コロナウイルス感染状況を考慮し
つつ、回数を減らして実施。実施回数4回、対象児24
人、保護者35人、同伴児3人。合計52人参加。

B

妊娠届出時のアンケートや産科医療機関との連携によ
り、妊娠期及び産後のハイリスク者を把握し、産婦・新
生児訪問を実施（訪問及び面接）した。

A ー 継続 9,709

ー 縮小

発達相談や発達検査は継続
するが、発達支援教室につ
いては、令和3年度で事業
終了。※子どもセンター
（子育て相談課）に引き継
がれるため。

40

母子保健課

52 妊産婦の喫煙・飲酒対策
事業

妊産婦・胎児・乳児へのタバ
コ・アルコールによる健康被害
を防ぐための啓発、相談を行い
ます。

妊婦喫煙率
（％）
妊婦飲酒率
（％）

妊産婦・胎児・乳児へのタバ
コ・アルコールによる健康被害
を防ぐための啓発、相談につい
て妊婦喫煙率や妊婦飲酒率が事
業評価として適切であると思わ
れる。 0

母子保健課

③小児医療体制等の
充実

53 休日・夜間応急診療所、
休日歯科応急診療所の充
実

子どもの急病に対応するため、
休日・夜間における救急医療体
制の充実を図ります。

全診療時間に対
する小児科医配
置時間（％）

子どもの急病に対応するための
休日・夜間における救急医療体
制の充実を図るには、診療時間
における小児科医の診察時間の
維持が必要であるため。

62.0

妊娠喫煙率2.2％
妊娠飲酒率0.5％

B

妊娠届出時の啓発数2,045人
保健指導　26件（妊婦喫煙者26人、妊婦飲酒者②人）
リーフレットを用いて保健指導を実施。

A ー 継続

539,895

医療政策課

B
前年度と同様に小児科医を配置し、診療業務を行った。
また、小児科医を配置している時間帯以外は、小児科も
診られる内科医を配置できるよう調整した。

ー ー 継続
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） － （予算） 9,834

（実績） － （決算） 9,936

　（２）地域の子育て支援の充実

（目標） 167,000 （予算） 97,032

（実績） 73,702 （決算） 90,198

（目標） 167,000 （予算） 3,913

（実績） 73,702 （決算） 3,263

利用対象者及び目的等事業内容
に共通事項が多く、類似性があ
ることや奈良市第4次総合計画の
目標値として、同一指標を採用
していることから、本計画につ
いても同様の取扱いをしていま
す。
しかし、今後、指標の在り方を
再考し、当該事業における適正
な目標値の設定を図っていく必
要性があると考えております。

事業No55、56、57は同一指
標となっていますが、それぞれ
の事業の役割や規模、開催頻度
など違いがあると思われます。
同一指標にされている理由を教
えてください。
（事業No.56、57と同一質問）

③小児医療体制等の
充実

ー ー 継続 9,875

医療政策課54 妊娠・出産の安全確保 奈良県及び県内の各医療機関と
連携し、救急時の周産期医療体
制を整備し、妊婦・出産の安全
確保を図ります。

―

救急時の周産期医療体制を整備
し、妊婦・出産の安全確保を図
ることが重要であり、患者受付
件数等は指標としてそぐわない
ため。

－ B

奈良県の産婦人科一次救急医療体制に参加して、安心し
て妊娠・出産ができるよう、休日・夜間の救急時に受診
できる体制の整備に努めている。
なお、市立奈良病院は産婦人科一次救急の輪番病院の役
割を担っている。

119,376

子ども育成課

56 子育てスポット事業 公共施設の空きスペースで、月
１～２回、乳幼児と保護者が気
軽に集って、交流できる場を地
域に提供し、育児相談や子育て
関連情報の提供、講習会などを
行います。

子育て中の親子
の集える場の利
用者数（年度末
時点）（人）
※No55、
56、57は同一
指標

子育て中の親子の集える場を提
供することで、地域の子育て親
子の情報交換や育児相談を実施
し、育児の不安感や負担感を軽
減する役割を担っていることか
ら、子育て中の親子の集える場
の利用者数（年度末時点）を指
標として設定した。また、子ど
も・子育て支援法第61条におい
て、本事業については当該指標
の設定が求められているため。

81,526 B

81,526 B

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため臨時休所や定員制の導入等を引き続き行ったため、
利用者数が昨年度よりも減少した。
しかしながら、感染症の流行下にあっても、オンライン
を利用した講習の実施や、感染対策に配慮した広場運営
を行い、利用者への支援や地域との関係構築を行った。
徐々に対面での講習の回数も増加しているが、引き続き
オンライン見学会やブログでの情報発信等、広場に足を
運ぶことが出来ない方に対する支援や、利用者と地域子
育て支援拠点、そして利用者と地域をつなぐ取り組みを
行う。
また、令和４年度から開設する「子どもセンター」内の
地域子育て支援拠点について、当該拠点が有する「地域
子育て支援センター」及び「キッズスペース」の2つの機
能を活かし、相乗的な子育て支援を展開するとともに、
「子どもセンター」内の各種機関との連携を図り、多種
多様な子育て家庭への支援を一体的に行っていく。

A ー 継続

55 地域子育て支援拠点事業 乳幼児と保護者が気軽に集い、
交流できる場を地域に提供し、
育児相談や子育て関連情報の提
供、講習会などを行います。

子育て中の親子
の集える場の利
用者数（年度末
時点）（人）
※No55、
56、57は同一
指標

地域子育て支援拠点事業は、子
育て中の親子の集える場を提供
することで、地域の子育て親子
の交流促進や育児相談を実施
し、子育ての孤立感、負担感の
解消を図る役割を担っているこ
とから、子育て中の親子の集え
る場の利用者数（年度末時点）
を指標として設定した。また、
子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

子ども育成課令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、事業が中止となった時期があり、利用者数
が大きく減少した。
しかしながら、感染症の流行下にあっても、地域の方が
参加し、交流できるよう、各々のスポットが感染症対策
や内容の工夫を行い事業を実施した。また、対象児童の
遊びの場づくりとして、一部スポットに対し、遊具を購
入した。
令和４年度においても、引き続き感染症拡大防止の制限
のある中での実施となるが、それぞれの地域で工夫しな
がら事業を実施する。

A

①利用対象者及び目的等事業内
容に共通事項が多く、類似性が
あることや奈良市第4次総合計画
の目標値として、同一指標を採
用していることから、本計画に
ついても同様の取扱いをしてい
ます。
しかし、今後、指標の在り方を
再考し、当該事業における適正
な目標値の設定を図っていく必
要性があると考えております。

②厚労省が定めた地域子育て支
援拠点事業実施要綱の規定によ
り、利用対象者を「主として概
ね３歳未満の児童及び保護者」
としていることや、コロナ禍に
おける利用定員や時間の制限に
より、上のきょうだいがご利用
いただけない場合もございま
す。
しかし、利用者の状況や現場の
態勢等を総合的に勘案し、現場
での柔軟な受け入れも行ってお
りますが、今後も利用者の安全
を担保しつつ、子育て親子に
とってより良い事業運営・受け
入れ態勢の検討を重ねて参りま
す。

③各地域子育て支援拠点等にお
いて、講習・講座を介した父親
同士のつながり作りや父親と子
どもを対象としたふれあい遊び
等の実施、ならびに父親が利用
しやすい環境づくりに努めてお
ります。
今後もこの取り組みを継続して
いくとともに、公民館等の地域
に出向いた活動にも注力し、父
親に対する子育て支援の充実を
図っていきます。
（事業No.57、64、104同一
質問に対する回答）

①事業No55、56、57は同一
指標となっていますが、それぞ
れの事業の役割や規模、開催頻
度など違いがあると思われま
す。同一指標にされている理由
を教えてください。
（事業No.55、57と同一質問）

②コロナ禍の影響で、乳児の遊
び場に行くのに、上のきょうだ
いが一緒だと、以前であれば利
用可でも、現在は利用できない
という声を聞きました。判断が
難しい中、安全に考慮した形
で、なんとか事業継続をしてい
こうという方針は嬉しい事だと
思います。しかし、どうしても
子ども達が遊べる機会が減って
しまっている事は残念に思いま
す。
（事業No.57と同一質問）

③公民館等での父親向けの教室
を通して、父親のつながり、父
親コミュニティーや父親サーク
ル等、ネットワークづくりを推
進していただきたいです。
（事業No.57、59、64、104
と同一質問）

①子育て中の親子の
居場所づくりの推進

ー 継続 4,212
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 167,000 （予算） 15,200

（実績） 73,702 （決算） 15,200

（目標） － （予算） ―

（実績） － （決算） ―

（目標） 165 （予算） 1,514

（実績） 123 （決算） 1,455

（目標） 12,435 （予算） 95,595

（実績） 8,244 （決算） 60,880

（目標）
①6拠点

②1,020人
（予算） 12,000

（実績）
①6拠点

②８９４人
（決算） 12,000

①利用対象者及び目的等事業内
容に共通事項が多く、類似性が
あることや奈良市第4次総合計画
の目標値として、同一指標を採
用していることから、本計画に
ついても同様の取扱いをしてい
ます。
しかし、今後、指標の在り方を
再考し、当該事業における適正
な目標値の設定を図っていく必
要性があると考えております。

②厚労省が定めた地域子育て支
援拠点事業実施要綱の規定によ
り、利用対象者を「主として概
ね３歳未満の児童及び保護者」
としていることや、コロナ禍に
おける利用定員や時間の制限に
より、上のきょうだいがご利用
いただけない場合もございま
す。
しかし、利用者の状況や現場の
態勢等を総合的に勘案し、現場
での柔軟な受け入れも行ってお
りますが、今後も利用者の安全
を担保しつつ、子育て親子に
とってより良い事業運営・受け
入れ態勢の検討を重ねて参りま
す。

③各地域子育て支援拠点等にお
いて、講習・講座を介した父親
同士のつながり作りや父親と子
どもを対象としたふれあい遊び
等の実施、ならびに父親が利用
しやすい環境づくりに努めてお
ります。
今後もこの取り組みを継続して
いくとともに、公民館等の地域
に出向いた活動にも注力し、父
親に対する子育て支援の充実を
図っていきます。

①事業No55、56、57は同一
指標となっていますが、それぞ
れの事業の役割や規模、開催頻
度など違いがあると思われま
す。同一指標にされている理由
を教えてください。
（事業No.55、56と同一質問）

②コロナ禍の影響で、乳児の遊
び場に行くのに、上のきょうだ
いが一緒だと、以前であれば利
用可でも、現在は利用できない
という声を聞きました。判断が
難しい中、安全に考慮した形
で、なんとか事業継続をしてい
こうという方針は嬉しい事だと
思います。しかし、どうしても
子ども達が遊べる機会が減って
しまっている事は残念に思いま
す。
（事業No.56と同一質問）

③公民館等での父親向けの教室
を通して、父親のつながり、父
親コミュニティーや父親サーク
ル等、ネットワークづくりを推
進していただきたいです。
（事業No.56、59、64、104
と同一質問）

令和3年度は、登美ヶ丘公民館
「お父さんと作ろう！ゲーム工
作」・平城公民館「パパおすす
め！親子でアウトドア」等、父
親を対象にした講座や、土日に
開催することで父親の講座参加
への機会を促す講座を開催しま
した。今後も、父親のつながり
や交流の機会づくりに取り組む
講座を開催していきます。

公民館等での父親向けの教室を
通して、父親のつながり、父親
コミュニティーや父親サークル
等、ネットワークづくりを推進
していただきたいです。
（事業No.56、57、64、104
と同一質問）

ー 継続 15,200

子ども育成課57

地域に開かれたこども
園、幼稚園及び保育所づ
くりの推進

地域の特色、様々な人との交流
を推進し、地域に開かれたこど
も園・幼稚園・保育所としての
教育・保育の充実を図ります。

－

地域と園との交流においては、
園の教育・保育の充実が期待さ
れているが、教育・保育内容の
充実は数値で指標を設定できな
いため、未設定とした。

－

保育総務課

59 公民館での各種教室・講
座

公民館の特性を生かし、各年度
において、各種子育て支援事業
を実施します。
①親子が集える「場」の提供・
情報提供事業
②子育て支援教室・講座（保護
者対象）
③体験教室・講座（親子対象）
④体験教室・講座（児童対象）
⑤地域の子育て力向上をめざし
た教室・講座（市民対象）

子育て支援に関
する事業数
（事業）

子育て支援に関する事業数を指
標とすることで、子育て中の親
の課題やニーズに応えながら、
公民館が子育て支援の拠点とし
て定着することができると思わ
れるため。

102 B

－ B

令和3年度、市立幼稚園・保育所・こども園では、前年度
に引き続きコロナウイルス感染拡大防止のため、人数制
限や開催時間の短縮し、参加者にも感染症対策を理解し
て頂いた上で実施した。家庭においても自由に外出がで
きにくい中、地域の方々（高齢者・地域ボランティア
等）と田植えやサツマイモ掘りなどを通してコミュニ
ケーションを図り、地域の方々から優しく声掛けをして
いただく中で、自分が大切にされていると感じる経験
は、自尊感情を育てる事に繋がった。

B B 継続

地域教育課（奈
良市生涯学習財
団）

地域資源を生かすとともに、地域の各種団体の協力を得
るなどして、現代の子育て環境や多様化する家族のあり
方に対応した事業を開催し、土日に開催したり申込不要
で気軽に参加できるようにしたりするなど、参加しやす
い工夫を行った。またさまざまな対象に向けた事業や、
多彩な事業を継続して実施することで、公民館が子育て
支援の拠点として定着している。令和3年度は新型コロナ
ウイルスの感染防止対策を講じ、開催方法を見直すなど
して、地域のニーズに対応した講座を実施した。実施で
きなかった事業については、次年度以降実施に向けて検
討する。今後も、自主グループや地域の各種団体と連
携・協力しながら、継続して取り組んでいく。

A A

子育てスポットすくすく
広場事業

福祉センターで、主として乳幼
児（０～３歳）と保護者が気軽
に集える場を提供し、高齢者か
ら昔ながらの遊びや昔話を教え
てもらうなど、異世代間におけ
る交流を行います。

子育て中の親子
の集える場の利
用者数（年度末
時点）（人）
※No55、
56、57は同一
指標

子育て中の親子の集える場を提
供することで、地域の子育て親
子の交流促進や育児相談を実施
し、また、高齢者を復命世代間
における交流を実施すること
で、育児の不安感や負担感を軽
減する役割を担っていることか
ら、子育て中の親子の集える場
の利用者数（年度末時点）を指
標として設定した。また、子ど
も・子育て支援法第61条におい
て、本事業については当該指標
の設定が求められているため。

継続 1,561

①子育て中の親子の
居場所づくりの推進

地域子育て支援拠点の利用経験
のある乳幼児を対象に、一時預
かりを行い、地域の子育て家庭
に対してよりきめ細やかな支援
をします。

①一時預かりを
実施する地域子
育て支援拠点数
（拠点）

②一時預かり事
業利用者数
（人）

①家庭において保育を受けるこ
とが一時的に困難になる場合
や、保護者の育児負担軽減やリ
フレッシュのため、地域子育て
支援拠点において一時預かりを
実施している。保護者が安心し
て子どもを預けられる環境を整
えるため、一時預かりを実施す
る地域子育て支援拠点数を指標
として設定する。
②合わせて利用状況が計りやす
い利用者数を指標とする。

①6拠点
②679人

B ー

58

継続 104,720

②多様な子育て支援
サービスの充実

60 保育所等における一時預
かり事業

保護者のパート就労や病気等に
より、家庭において保育を受け
ることが一時的に困難となる場
合や、保護者の育児の負担軽減
やリフレッシュのため、乳幼児
を保育所等において一時的に保
育し、子育て世帯の支援を図り
ます。

一時預かり事業
利用者数（人）

※事業No.61地
域子育て支援拠
点における一時
預かり事業の利
用者数も包含

子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

7,758 B

保護者の多様なニーズに対応し、子育て世帯の支援を図
るため、一時預かり事業を実施している市内私立保育所
等15園に補助を行った。新設園開所の際に一時預かり事
業の実施を促すことにより、本事業の更なる拡充を目指
す。

令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため臨時休所や定員を設ける等の対策を行った。
市内の感染状況の変化もあり、利用者は増加している。
今後も、子育て中の親の助けとなるよう事業を継続実施
する。

81,526 B

令和３年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため臨時休所や定員制の導入等を行ったため、
利用者数が大きく減少した。
しかしながら、感染症流行下にあっても、オンラインを
利用した講座を行う等、利用者と地域子育て支援拠点と
をつなぐ取り組みを行い、また、有資格者を講師に据え
た講座を行う等親子の学びにつながる取り組みを実施し
た。
令和４年度においても、引き続き利用者目線で事業を実
施し、引き続きオンラインでの講座の実施や、研修に積
極的に参加する等地域子育て支援拠点として資質と専門
性の向上に努める。

A

保育所・幼稚園
課
子ども育成課

B

令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため臨時休所や定員を設ける等の対策を行った。
市内の感染状況の変化もあり、利用者は増加している。
今後も、子育て中の親の助けとなるよう事業を継続実施
する。

61 地域子育て支援拠点にお
ける一時預かり事業

12,000

子ども育成課

B ー 継続
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 1,824 （予算） 47,132

（実績） 1,015 （決算） 37,145

（目標） 300 （予算） 1,543

（実績） 116 （決算） 966

　（３）子育てに関する情報提供の推進と経済的な支援の充実

（目標） 5 （予算） 20,589

（実績） 5 （決算） 18,552

（目標） 6,500 （予算） 1,053

（実績） 5,341 （決算） 979

（目標） 2,000 （予算） 4,804

（実績） 2,730 （決算） 4,756

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） 9 （予算） 360

（実績） 11 （決算） 327

本事業の活性化を目指し、市外
にある既存の児童養護施設に加
え、市内の里親・ファミリー
ホームへの受け入れ先を増や
し、利用者の利便性の向上に努
めています。

コロナ禍での生活は親子関係に
も影響を及ぼし、もともと育児
困難な家庭にとっては閉塞感が
あると思われます。
このように選択肢が多様に用意
されているのは子どもたちに
とっても良い効果があるはずで
す。特に長期休みや土日など、
子どもたちが安全に生活できる
ように、更にこの制度が活性化
することを望みます。
（感想のため回答任意）

各地域子育て支援拠点等におい
て、講習・講座を介した父親同
士のつながり作りや父親と子ど
もを対象としたふれあい遊び等
の実施、ならびに父親が利用し
やすい環境づくりに努めており
ます。
今後もこの取り組みを継続して
いくとともに、公民館等の地域
に出向いた活動にも注力し、父
親に対する子育て支援の充実を
図っていきます。

公民館等での父親向けの教室を
通して、父親のつながり、父親
コミュニティーや父親サークル
等、ネットワークづくりを推進
していただきたいです。
（事業No.56、57、59、104
と同一質問）

②多様な子育て支援
サービスの充実

1,541

62 病児・病後児保育事業 児童が病気や病気の回復期で、
保護者の仕事の都合等で家庭で
の保育が困難な場合に、児童を
一時的に専用施設で預かりま
す。

病児・病後児保
育利用児童数
（人）

子ども・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当該
指標の設定が求められているた
め。

450 B

子どもが一時的な病気の際にも安心して仕事ができるよ
うな環境を整え、子育てと仕事の両立を支援するため、
病児・病後児保育事業を実施する市内５施設に補助を実
施した。令和３年度より国の補助基準額の見直しが行わ
れ、事業を実施する施設に対して一律で支給される基本
分単価が大幅に増額された。併せて、国の補助基準額に
市単独で最低保証金額を設けることで、年間延べ利用児
童数の増減に関わらず、病児保育の提供に必要な職員を
確保できるよう補助を実施した。

B ー 継続 49,881

保育所・幼稚園
課

子育て相談課

①子育てに関する相
談体制・情報提供の
充実

64 利用者支援事業 就学前の子どもとその保護者や
妊娠している方が、教育・保育
施設や地域の子育て支援事業等
を円滑に利用できるよう、身近
な場所で情報収集や提供のほ
か、必要に応じて相談・助言等
を行います。

利用者支援事業
の実施箇所数
（箇所）

子どもやその保護者、妊娠して
いる方等がその選択に基づき、
教育・保育・保健その他の子育
て支援を円滑に利用できるよ
う、必要な支援を行うことを目
的としていることから、相談を
行いやすい体制づくりやより広
い情報提供を行うために利用者
支援事業の実施箇所数を指標と
して設定した。
また、子ども・子育て支援法第
61条において、本事業について
は当該指標の設定が求められて
いる。

5 B

B

関係機関（要保護児童対策地域協議会等）との連携や、
育児相談からニーズのある家庭への情報提供や利用調整
を行ったが、コロナ禍のため利用人数が減少した。平成
28年度から、児童養護施設や乳児院だけではなく、里親
への委託ができるように制度を整え、利用の選択肢を広
げ令和3年度は里親宅でのショートステイを運用し１人の
利用があった。今後も引き続き市内の里親や母子生活支
援施設への委託を充実させるとともに、より利便性の高
い制度設計を今後も引き続き検討する必要がある。 A ー 継続

63 子育て短期支援事業 緊急一時的に児童の養育が困難
になった場合に、児童を７日間
を限度に預かり、養育・保護を
行います。（ショートステイ事
業）
仕事等の理由で帰宅が遅くな
り、長期に児童の養育が困難な
場合に、午後２時から１０時ま
での時間帯のうち、１日４時
間、６か月の範囲で児童を預か
り、養育・保護を行います。
（トワイライト事業）

年間延べ利用人
日（人日）

核家族化の進行、共働き世帯の
増加に伴い、一時的に家庭にお
いて児童を養育することが困難
な家庭が増加していると考えら
れる。児童の養育が緊急一時的
に困難になった場合、児童養護
施設等において養育・保護を行
える体制を整え、子育てに対す
る不安感や負担感の軽減を図る
ことを目標とし、利用者数を設
定した。また、子ども・子育て
支援法第61条において、本事業
については当該指標の設定が求
められている。

122

保育所・幼稚園
課
子ども育成課
母子保健課

65 子育て世代支援ＰＲ事業 本市の子育て情報をわかりやす
く掲載した子育ておうえんサイ
ト「子育て＠なら」を運営する
とともに、本市の子育て情報を
一冊にまとめた「なら子育て情
報ブック」を作成・配布しま
す。

子ども未来部公
式SNS
（Facebook・
LINE@・
Twitter）合計
フォロワー数

PRという活動の成果を示す指標
としては、利用者が能動的に登
録をしなければカウントされな
いLINE＠やTwitter等のSNS
フォロワー数の方が適当であ
り、認知度を測る指標としても
適切であると思われるため。

4,633 B

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」では、
令和2年度に実施したアンケート結果より「子育てに関す
るイベントや遊び場の情報がほしい」といったニーズが
多数あったことから、サイト内に特集コンテンツとし
て、子育て広場主催のイベントを取材し、参加者の感想
等をまとめた記事を掲載した。加えて、子育て相談の総
合窓口の役割をわかりやすくまとめた記事等、計５件の
取材記事を掲載した。子育て情報ブックは、市民参加型
企画である「子育てあるある」を掲載し、親近感あふれ
る情報誌とした。また、子育て広場等の画像をより多く
し、行政情報を伝えるだけでなく、子育て支援施設をイ
メージしやすくなる工夫を行った。SNSでは、令和３年
５月に、子ども未来部Instagramを開設し、より多くの
子育て世帯に情報を発信した。（Instagramのフォロ
ワー数：336　令和4年3月時点）

A

子ども育成課において「子育てナビゲーター」を配置
し、地域子育て支援拠点等の訪問や、職員及び利用者等
の相談対応、他の支援とのつなぎ役を担った。相談件数
は、１８７件であった。
また、地域子育て支援センター「そらいろ」において
も、地域子育て支援拠点を利用できない家庭に対する訪
問支援や他の子育て支援機関等との連携や連絡調整、利
用者に対する相談支援等を実施した。
加えて、令和4年度から開設する「子どもセンター」内の
地域子育て支援拠点においても、「そらいろ」同様に利
用者に対する支援を実施していく。

併せて、コンシェルジュを保育所・幼稚園課に継続配置
して、就学前の子どもを持つ保護者及び妊娠している方
の子育て支援のサポートを行い、子育て中の不安等を取
り除くように相談・助言を行った。市民来庁が少なく
なっているので、電話等によるサポートに行っているが
保護者の表情など分からないので、サポートが難しく
なっている。

子育て世代包括支援センター（母子保健型）では妊産
婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、妊産婦
や保護者の相談に保健師等の専門家が対応するととも
に、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整するなどし
て、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支援を提供
している。なお、平成28年度からは専任保健師を1名配
置している。

A ー 継続 4,805

A 継続 1,053

子ども政策課

66 家庭児童相談室運営事業 子どもの生活習慣、学校生活、
家庭環境等、児童と家庭の福祉
の向上を図るため、家庭児童相
談室を設置しています。

相談件数（件）
※事業No.91と
同一

核家族化・共働きの増加など家
庭環境が多様化する中、子育て
に不安や悩みを抱える保護者が
増加していると考えられる。子
どもが成長していく中で抱える
悩みを身近に相談できる体制を
整え、それぞれの家庭にあった
サポートを行うことを目標と
し、相談件数を設定した。

5,528

子育て相談課
子ども支援課

67 こども園、幼稚園及び保
育所の子育て支援

地域内での交流の機会の減少や
子育ての孤立化による不安感を
抱える保護者のために、育児相
談や未就園児の親子登園等を実
施し、子育て支援の充実を図り
ます。 ―

子育てに不安を抱える保護者の
ための育児相談は随時実施して
おり、数値化することは難しい
ため指標の設定は行わない。

― B

2,677 B

児童虐待、離婚、DVセンターなどの関係機関の連携を密
にし、相談支援の充実を図った。今後も引き続き児童虐
待の重症化予防と再発防止に努める。
市民の身近な相談室として活用されるよう、ホームペー
ジ等で広報活動を積極的に行うとともに、関係機関との
連携、調整を緊密に図り、家庭の福祉向上に努める。 A B 継続

保育総務課令和3年度は新型コロナ感染拡大防止のため、幼稚園、保
育所、こども園における園庭開放や未就園児親子登園な
どの子育て支援を、上半期は回数を縮小して実施した。
子育てに孤立感や不安を感じている保護者にとっては、
同年齢の子どもや保護者同士の交流で子育ての悩みの不
安解消につながったので良かった。園は保護者支援の重
要性を認識し、保護者の気持ちに寄り添い、相談しやす
い雰囲気をつくることに努めた。今後も感染対策を徹底
しながら、子育てをする者が孤立しないように相談に応
じ、ぬくもりが感じられるような子育て支援をしてい
く。

B

68 家庭教育支援事業 子どもや家庭教育を取り巻く諸
問題の解決と家庭の教育力の向
上を図るため、公民館を拠点に
地域で取り組む家庭教育支援の
仕組みを構築します。

「家庭教育支援
事業」を実施し
ている公民館数
（館）

「家庭教育支援事業」を実施し
ている公民館数を指標とするこ
とで、子どもや家庭教育を取り
巻く諸問題の解決と家庭の教育
力の向上を図るため。

10 B

重点地域（富雄・若草）と取組継続館9館において、子育
て中の当事者や支援者の声を聞き、課題の解決をめざし
た事業を開催した。若草公民館では、コロナ禍で外出機
会が減っている親子を対象に開催し、気軽に音楽に親し
みながら、子育て情報を交換できる場としてコンサート
を行った。地域の民生委員の協力を得ることで、地域で
の子育て支援の体制づくりにつなげた。富雄公民館で
は、昔と今との子育ての違いや、子育て世代が必要とす
る見守り等を学び、新たな視点で子育て支援につなげる
講演会を開催した。

A

B 継続 －

ー 継続 360

地域教育課
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） ― （予算） 760,000

（実績） ― （決算） 702,616

（目標） － （予算） 256,798

（実績） － （決算） 216,607

（目標） － （予算） 31,084

（実績） － （決算） 26,387

（目標） － （予算） 3,840

（実績） 12 （決算） 2,632

　（４）様々な状況にある子どもと子育て家庭への支援の充実

（目標） － （予算） 178,000

（実績） － （決算） 173,733

（目標） 1,750 （予算） 4,625

（実績） 1,415 （決算） 4,422

（目標） 46 （予算） 1,000

（実績） 44 （決算） 921

（目標） 79 （予算） 4,950

（実績） 61 （決算） 4,703

（目標） 16 （予算） 1,408

（実績） 5 （決算） 297

②子育て家庭への経
済的な支援の充実

69 子ども医療費助成 健康保険に加入している中学校
修了前（１５歳到達後最初の３
月３１日まで）の子どもを対象
に、保険診療の自己負担額から
一部負担金を除いた額を助成し
ます。（保険適用にならないも
のや、入院時の食事療養費・生
活療養費は除きます。）

― 継続 755,000

子ども育成課

70 就学援助 小・中学校の就学が経済的に困
難な世帯に必要な援助を行い、
安心して義務教育を受けられる
環境を整えます。

―

国の補助事業であり、国の認定
基準に沿って対象者に就学奨励
費を支給する事業であることか
ら、目標値の設定は適当ではな
い。

―

子育て世帯の経済的な負担を軽
減することを目的として、医療
費の一部を助成する制度であ
り、受給者数や助成額の増減を
目的とした制度ではないため目
標とする指標は設けない。 ― A

本事業は子育て世帯の経済的な負担軽減を目的とした制
度であるため、件数や金額の増減に囚われず来年度以降
も中学生までの子を対象に医療費助成を円滑に進めてい
く。
　現在未就学児までとなっている現物給付方式による助
成を、小中学生まで拡大できるよう引き続き県及び県下
市町村、国保連合会等関係機関との連携・協議を進めて
いく。

A ー

B － 継続 4,800

保育所・幼稚園
課

254,353

相談件数は新型コロナウイルス感染症拡大防止等の影響
により昨年度より減少した。引き続き関係機関と連携し
ながら、支援が必要な家庭の相談に応じていく。

A

教育総務課

72 小学校就学前の子どもを
対象とした多様な集団活
動事業の利用支援事業

地域や保護者のニーズに応えて
地域において重要な役割を果た
している、小学校就学前の子ど
もを対象とした多様な集団活動
について、当該集団活動を利用
する幼児の保護者の経済的負担
を軽減する観点から、その利用
料の一部を給付します。

当該集団活動
を利用する幼
児数（人）

本事業の量的拡大を評価する指
標として、給付対象となる幼児
数が適当であるため。

― B

令和3年度は本事業の対象となる集団活動事業として２事
業者を認定し、当該集団活動事業を利用する12名の幼児
を対象に給付を行い、保護者の負担軽減に努めた。今後
も引き続き、本事業の対象となる集団活動事業を実施す
る事業者や、当該集団活動事業を利用する保護者に本事
業に関する情報を適切に提供できるよう努める。

B

制度対象者の申請漏れが無いように、令和２年度の制度
受給者に申請書を送付し、郵送での申請も受け付けた。
積極的な周知に心掛け、従来行ってきた市立小中学校全
児童生徒への制度案内チラシの配布、しみんだより、HP
でのお知らせに加え、令和３年度から保護者向けメール
で周知するとともに、民生児童委員連合会に申請支援の
協力を依頼している。
今後も幅広い周知を実施し、審査期間中の保護者の給食
費立替払を軽減する仕組みを取り入れる等、より利用し
やすい制度となるように改善を進めていく。

－ － 継続

－ 継続 34,927

教育総務課71 特別支援教育就学奨励事
業

特別支援学級への就学のために
必要な援助を行い、特別支援学
級に在籍する児童・生徒が安心
して義務教育を受けられる環境
を整えます。

―

国の補助事業であり、国の認定
基準に沿って対象者に就学奨励
費を支給する事業であることか
ら、目標値の設定は適当ではな
い。

― B

奈良市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒及
び学校教育法施行令第２２条の３に定める障害の程度に
当てはまる通常学級在籍児童生徒の保護者の経済的負担
軽減のため、小中学校を通じ全対象者に周知し、申請又
は辞退の意思確認を行っている。
購入した物品の領収書を申請書に添付する必要があり、
申請者の作業的負担について改善を要望する声もあるこ
とから、今後、事務の効率化に向け検討する予定であ
る。

－

昨年度より登録者数は増加したものの、'新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止等の影響により、利用回数が減少し
た。引き続き制度の周知を図り、登録者の増加を図る。

A

ー 継続
－

(人事課にて
一括管理)

ー 継続 1,000

178,000

子ども育成課

74 ひとり親家庭等相談 母子家庭、父子家庭、寡婦また
は離婚前の方に対し、生活や家
庭、子どもの養育、就職や自立
の支援、母子及び父子並びに寡
婦福祉資金の利用等の相談に応
じます。

相談件数（件） 子育て支援の観点からは、ひと
り親家庭の方が相談しやすい環
境が必要であり、件数の増加は
相談窓口の周知と利用の促進が
図られていると考えられるた
め。 1,555 B

― A

本事業はひとり親家庭等の世帯の経済的な負担軽減を目
的とした制度であるため、件数や金額の増減に囚われ
ず、来年度以降もひとり親家庭等の親と子を対象に医療
費助成を円滑に進めていく。
また、子ども医療費助成制度と並行して、現在未就学児
までとなっている現物給付方式による助成を、まずは小
中学生まで拡大できるよう引き続き県及び県下市町村、
国保連合会等関係機関との連携・協議を進めていく。

A ー 継続

73 ひとり親家庭等医療費助
成

健康保険に加入しているひとり
親家庭の父または母と１８歳未
満（１８歳到達後最初の３月３
１日まで）の子や父母のいない
１８歳未満の子を対象に、保険
診療の自己負担額から一部負担
金を除いた額を助成します。
（保険適用にならないものや、
入院時の食事療養費・生活療養
費は除きます。）

―

ひとり親世帯等の経済的な負担
を軽減することを目的として、
医療費の一部を助成する制度で
あり、受給者数や助成額の増減
を目的とした制度ではないた
め。

子ども育成課

子ども育成課

76 母子家庭等就業・自立支
援センター事業

母子家庭の母、父子家庭の父、
寡婦の自立を支援するため、就
業相談、就業支援講習会、就業
情報提供等の施策を総合的・計
画的に実施します。

母子家庭等自立
支援プログラム
策定件数（件）

母子自立支援プログラムは児童
扶養手当の受給者を対象に策定
するものであり、プログラム策
定を行うことで対象者の就労支
援につながり、いずれは就労収
入を得て母子家庭又は父子家庭
の自立を助長するものとなるた
め。

5,037

子ども育成課

77 母子家庭等自立支援教育
訓練給付金事業

母子家庭の母、または父子家庭
の父の主体的な能力開発の取り
組みを支援するもので、母子家
庭、父子家庭の自立促進を図る
ため、教育訓練を受講すること
が適職につくため必要と認めら
れる場合に、教育訓練給付金を
交付します。

母子家庭等自立
支援給付金事業
利用者数（人）

この制度の対象者は雇用保険制
度の教育訓練講座を受講するた
め、講座終了後又は資格取得後
はより安定して収入の得られる
仕事に就く可能性が高まり、母
子家庭又は父子家庭の自立を助
長すると認められるため。

4 B

55 B

母子家庭等の個々の状況に応じて、一貫した就業支援を
実施した。８月には児童扶養手当の現況手続きに合わせ
て出張就労相談の日数を増やして実施することで、効果
的に相談を実施することができた。引き続き奈良県と共
同で事業を実施し、利用者の増加を図っていく。

A ー 継続

子ども育成課令和２年度に大きく制度変更があり、ハローワークと自
治体の支給内訳割合が変更されたこと等から、利用者数
が減少していると考えられる。また他の要因として、介
護士資格の取得に本制度が利用されることが多かったた
め、新型コロナウイルス感染症の影響により転職活動を
控えるひとり親が増えたこと等も考えられる。
引き続き対象者への制度の周知を図っていく。

A

75 ひとり親家庭等日常生活
支援事業

修学や求職等の自立に必要な理
由や疾病等の社会的理由で一時
的に生活援助や保育サービスが
必要な母子家庭、父子家庭、寡
婦の世帯に、家庭生活支援員を
派遣します。

ひとり親家庭等
日常生活支援
事業の登録者数
（人）

本事業は年々利用額が増加して
いるが、同じ利用者が複数回利
用していることが多く、従来の
延べ利用回数では全体的な事業
のニーズが判断しにくいため、
事業の周知目安として設定す
る。

41 B

①ひとり親家庭への
支援の充実

ー 継続 3,026
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 42 （予算） 53,340

（実績） 29 （決算） 37,164

（目標） － （予算） －

（実績） 2 （決算） －

（目標） 203 （予算） 200,000

（実績） 168 （決算） 181,492

（目標） 58.1 （予算） 1,925,323

（実績） 60.7 （決算） 1,925,323

（目標） 1,153 （予算） 1,282,000

（実績） 1,122 （決算） 1,275,761

（目標） 247 （予算） 305,000

（実績） 241 （決算） 318,585

（目標） 170 （予算） 9,695

（実績） 138 （決算） 8,853

（目標） 8,900 （予算） 11,000

（実績） 2,107 （決算） 5,702

（目標） 1,215 （予算） 260,000

（実績） 1,076 （決算） 255,197

79 公共賃貸住宅における母
子・父子世帯向けの優先
入居制度の活用

市営住宅の空家募集において、
母子世帯または父子世帯で２０
歳未満の子がいる世帯に対する
優先入居制度を実施します。

母子父子世帯向
け住宅の新規募
集戸数（戸）

ひとり親家庭の子どもの２人に
１人が貧困状態にあるといわれ
る中、住宅に困窮する母子父子
世帯向けに低廉な家賃の住宅を
供給するため。なお、空家募集
については過去の募集状況等を
参考に、母子父子世帯向けを含
めた特定目的住宅の募集件数を
その都度検討するため、第一期
計画時と同様に目標値は定めな
い。

－ －

住宅課

②障害のある子ども
と子育て家庭への支
援の充実

80 短期入所 居宅においてその介護を行う方
の疾病その他の理由により、障
害者支援施設、障害福祉施設等
への短期間の入所を必要とする
障害児につき、当該施設に短期
間の入所をさせて、入浴、排泄
及び食事の介護その他の必要な
支援を行います。

実利用者数
（人）

奈良市第４次総合計画の居宅介
護、行動援護に準じて設定す
る。

173

2 B

母子父子世帯向けとして2件空家募集し、2件入居した。
予算・決算額については、一般向け住宅及び特定目的住
宅の空家修繕費に含まれるため、母子父子世帯向住宅と
して個別で計上していない。空家募集については、過去
の応募状況等を参考に、母子父子世帯向けを含めた特定
目的住宅の募集戸数をその都度検討するため、目標値は
定めていない。

A ー 継続

①ひとり親家庭への
支援の充実

障がい福祉課

210,000

障がい福祉課

81 障害児通所支援 障害児を児童発達支援センター
等の施設に通わせ、年齢に応じ
て日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の伝達及び
集団生活への適応訓練を行いま
す。

障害児相談支援
事業所による利
用計画作成割合
（%）
※事業No.87と
同一の指標

78 母子家庭等高等職業訓練
促進給付金等事業

母子家庭の母、または父子家庭
の父が就業に結びつきやすい資
格を取得するために養成機関で
受講するに際して、高等職業訓
練促進給付金を交付すること
で、受講期間中における生活の
不安の解消および生活の負担の
軽減を図り、安定した修業環境
を提供し、資格取得を容易にし
ます。

B

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支援専門
員等との相談により子どもの状況に応じた障害福祉サー
ビスが利用できるよう支給決定を行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計

A ー 継続

居宅において、入浴、排泄及び
食事等の介護ならびに生活等に
関する相談及び助言その他生活
全般にわたる支援を行います。

実利用者数
（人）

奈良市第4次総合計画の介護給付
費等支給事業に準じて設定す
る。

1,097

A ー 継続

子ども育成課母子家庭等自立
支援給付金事業
利用者数（人）

この制度の対象者は看護師、介
護福祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士等の資格を取得
するものであるため、資格取得
後はより安定して収入の得られ
る仕事に就く可能性が高まり、
母子家庭又は父子家庭の自立を
助長すると認められるため。

38 B

利用者数が減少した要因は、新型コロナウイルス感染症
の影響により転職活動を控えるひとり親が増えたこと等
が考えられる。
一方、修了者は取得した資格を活かし、正規就労につな
がった。引き続き機会を捉え対象者への制度の周知を
図っていく。 A ー 継続 54,836

2,208,000

A ー 継続 322,000

障がい福祉課

1,334,000

障がい福祉課

83 行動援護 知的や精神に重い障害があり、
一人で行動することが難しい障
害者児が対象です。
対象児のことをよくわかってい
るヘルパーが、そばにいて、安
心して外出し、活動できるよう
支援を行います。

利用者数（人） 奈良市第4次総合計画の介護給付
費等支給事業に準じて設定す
る。

263 B

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支援専門
員等との相談により子どもの状況に応じた障害福祉サー
ビスが利用できるよう支給決定を行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計

B

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支援専門
員等との相談により子どもの状況に応じた障害福祉サー
ビスが利用できるよう支給決定を行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計

A ー 継続

82 居宅介護

奈良市第4次総合計画の障害児支
援に準じて設定する。

63 B

関係機関や保護者へ事業自体が浸透し、療育を希望され
る保護者が増加し利用実績の増加が顕著である。それに
比べ、障害児相談支援事業所数は微増であるため、相談
支援事業所による相談件数の伸びには繋がっていない。
保護者の意向や児童に必要とされる支援を把握し支給決
定を行うこと。また療育指導事業を活用し、通所事業所
の質の向上を目指し事業を実施した。今後も引き続き、
保護者への事業目的の理解を図るとともに、適切な支援
が受けられるよう関係機関と連携や療育指導事業を実施
していく必要がある。

9,365

障がい福祉課

85 日中一時支援 家族の就労支援や一時的な休息
を目的に、障害児の一時的な介
助や見守りが必要な場合に、日
帰りで施設を利用することがで
きます。
※施設入所者及び病院に入院さ
れている方は、利用できませ
ん。

延べ利用回数
（回）

奈良市第4次総合計画の介護給付
費等支給事業に準じて設定す
る。

2,396 B

利用者のニーズを把握し、個々の状況に応じサービスの
利用決定を行っている。障害児通所支援など国の他制度
を利用されているため、実績値が年々減少していると推
察する。
※予算、目標値ともに障害児・者の合計

B

奈良市歯科医師会への業務委託により、一般の歯科医院
での治療が困難な障害児・者の口腔内諸疾患の予防を目
的として、みどりの家歯科診療所での歯科検診および歯
科治療を実施している。

A ー 継続

84 みどりの家歯科診療 奈良市立みどりの家歯科診療所
（総合福祉センター内）におい
て、障害児等の歯科検診及び歯
科治療を行います。

延べ治療人数
（人）

一般の歯科医院での治療が困難
な障害児・者の口腔内諸疾患の
予防を目的としており、延べ治
療人数による把握が適当である
と思われるため。

150

障害児の外出及び余暇活動等の
移動を支援します。ただし、通
学及び社会通念上適当でない外
出を除き、原則として１日の範
囲内で終わるものに限ります。
※病院に入院されている方は、
利用できません。

実利用者数
（人）

奈良市第4次総合計画の介護給付
費等支給事業に準じて設定す
る。

1,108

A ー 継続 9,800

270,000

障がい福祉課

障がい福祉課

B

新型コロナウイルス感染症により外出を控える傾向が見
受けられたが、前年度と比較すると令和3年度は利用実人
数の増加はみられないが利用時間数の増加はみられた。
適切な利用方法等については、障害児相談を担当する相
談支援専門員と連携しながら、事業を実施している。
※予算、目標値ともに障害児・者の合計 A ー 継続

86 移動支援
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 60 （予算） 12,615

（実績） 31 （決算） 11,362

（目標） 58.1 （予算） 52,196

（実績） 60.7 （決算） 52,195

（目標） 1,200 （予算） 180

（実績） 169 （決算） 100

（目標） 550 （予算） 27,809

（実績） 607 （決算） 23,631

（目標） 250 （予算） 68

（実績） 92 （決算） 34

（目標） 2,000 （予算） －

（実績） 2,730 （決算） －

（目標） 0 （予算） 14,452

（実績） 4.3% （決算） 13,424

②障害のある子ども
と子育て家庭への支
援の充実

A ー 廃止

本事業の機能の一部が奈良
市子どもセンター 子どもの
発達相談部門に移行される
ため。

0

障がい福祉課
子育て相談課

みどり園は令和4年3月で閉園し
ました。別事業として奈良市の
発達支援の拠点は奈良市子ども
センターに移管されておりま
す。閉園直前までみどり園を利
用されていたご家庭には発達支
援親子教室「ふたば」（子ども
センター2号館2階）の利用につ
いてご案内させていただきまし
た。みどり園に引き続き発達支
援親子教室「ふたば」を利用さ
れているご家庭は12家庭です。
（令和4年8月末現在）

今現在、みどり園はあります
か？ネットで調べましたが、見
つけられず、みどり園の情報を
教えて頂きたいです。
私が聞いたのは、みどり園がな
くなり、新しくできた子どもセ
ンターに、発達支援親子教室
「ふたば」や、子ども発達セン
ター児童発達支援「いっぽ」さ
ん、または、こども園等に移行
したと聞いたのですが、間違い
でなければ、事業名として「み
どり園？」なのか、詳しく教え
て頂ければと思います。

87 みどり園 総合福祉センター内の障がい児
親子通園室「みどり園」におい
て、就学前の障害児を対象に、
保護者とともに通園し日常生活
において必要な指導を行い、集
団生活への適応を促すよう療育
を実施しています。また、家族
支援も行っています。

在籍者数（人） みどり園を利用できる在籍者数
が指標として適当と考えられる
ため。

48 B

今年度は年間を通して事前に予約して来室していただく
形をとり指導を行った。新型コロナの波の合間に音楽活
動や心理相談、保護者座談会を入れ親子ともに楽しんで
もらえる事業を行った。
　奈良市の発達支援の拠点が奈良市子どもセンターに移
管するのに伴い、今年度で閉園するため、「写真で振り
返るみどり園のあゆみ展」を開催した。

89 親子体操教室 総合福祉センター体育館におい
て障害児と保護者が、一緒にス
ポーツ・レクレーションを楽し
みながら、健康の維持・増進を
図ることを目的に実施していま
す。

延べ利用者数
（人）

実際に教室に参加した延べ利用
者人数が指標として適当と考え
られるため。

272 B

　令和３年度においては、コロナウイルスの感染予防の
為、６月開始の予定を１２月開始に延期した。可能な限
り従来の２クラス制に戻し、参加者の混乱を避けるよう
にした。併せて参加者の消毒の徹底、使った器具の消毒
を徹底した。ソーシャルディスタンスについては参加者
も意識して確保できていた。また１月下旬以降、再拡大
のため再び休止した。

B

自立支援協議会こども支援グループにて、コロナ禍にお
いて当事者や保護者が相談できているのかといった現状
把握のための調査と意見交換等を行った。保護者支援を
含め、ライフステージを踏まえた支援が必要であり、関
係機関も多岐に渡るため支援内容が複雑との認識があ
り、障害児通所支援の利用希望者に比べ障害児相談支援
事業所の増加につながりにくい現状が続いている。情報
交換等のサポート体制を検討しながら、相談支援事業所
の増加につながるような取り組みを継続する必要があ
る。

88 相談支援事業 障害児が、地域で安心して自立
した生活を送るために、本人や
関係者からの相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言などを総
合的に行います。

障害児相談支援
事業所による利
用計画作成割合
(%)
※事業No.80と
同一の指標

奈良市第4次総合計画の障害児支
援に準じて設定する。

63

A ー 継続 180

障がい福祉課

53,000

障がい福祉課

A ー 継続

幼児期は身近な大人（保護者）
との触れ合い等により心身の成
長が促されることから来所相談
ではその育ちについて丁寧な聴
取が欠かせません。併せてお子
さんの発達状況の把握には保護
者同席の基で発達検査を行い保
護者の意向を確認しながらお子
さんとの関わり方の助言や発達
支援（療育）について情報提供
することから概ね90分を要しま
すので予約制にさせていただい
ております。令和4年4月からは
来所相談の予約時に保護者のご
事情（ひとり親家庭の就労等）
を確認し平日の来所が困難なご
家庭につきましてはご事情に応
じて来所日を設定させていただ
いております。
来所相談を利用されたことのな
い3歳児・4歳児を育てるご家庭
向けには園と協力しながら園訪
問相談を実施していますが、更
に利便性がよくなるよう工夫い
たします。

相談者を受けていただく方々の
数を増やせるような事業の展開
が必要だと思います。現在、相
談時間が予約制で、平日の時間
に相談時間が取れない保護者も
いると聞きます。

68

保健予防課

25,835

子育て相談課

91 長期療養児支援 病気や障害を抱えている児とそ
の保護者が、適切な医療を受
け、福祉制度を利用しながら、
安心して在宅生活を送ることが
できるように、専門職等と連携
し支援します。

家庭訪問、関係
機関等へ訪問
等、延べ支援回
数（回）

対象者は増加しているが、対象
者の身体状況や医療的ケアの状
況が多様化しており、対象者に
よっては他機関で支援を受けて
いることから、引き続き支援回
数を指標として設定する。 105 B

家庭訪問や医療・教育・障害福祉関係機関と連携し、成
長に合わせ支援した。対象者32人に対して、家庭及び関
係機関等へ、延べ92回訪問等を実施した。令和3年度も
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、長期
療養児交流会や支援者研修会は実施しなかった。
支援対象者の身体状況・医療ケアが多様化したり、保護
者のニーズも様々であり、支援内容についても多種多様
になってきている。今後も関係機関と連携し継続支援を
実施していく。

B

各種相談支援事業を行いました。
電話相談　　359件
来所相談　　436件
出張相談　　  70件
園巡回相談　372件
専門相談　   228件

A ー 継続

引き続き個別相談の量を増
やす。
就園前（2～3歳児）の親子
を対象に教室を新設し低年
齢児の発達支援に取り組
む。

90 子ども発達支援事業 言語・情緒・行動に発達の課題
を抱える就学前の幼児とその保
護者に対して関係機関と協働し
ながら一貫して支援します。

子ども発達セン
ターが療育相談
を行った実人数
（人）

保護者や保育者等が言語・情
緒・行動に発達の課題を抱える
就学前の幼児の発達について正
しい知識を習得し、子どもの育
ちを理解し、発達段階に応じた
適切なかかわりができるよう、
関係機関と連携し相談体制を整
え、当該幼児の発達を支援する
ことを目標し、子ども発達セン
ターが療育相談を行った実人数
を設定する。

527

③児童虐待防止など
の取り組みの充実

92 子ども家庭総合支援拠点
事業

全ての子どもとその家庭及び妊
産婦等を対象に、一般的な子育
てに関する相談や、養育困難・
虐待等の様々な相談に専門職が
専門性の高い相談支援を行いま
す。また、支援が必要な家庭に
対して関係機関と連携しなが
ら、適切な支援機関や社会資源
に繋げるなど、妊娠期から切れ
目のない継続した支援に努めま
す。

相談件数（件） No66「家庭児童相談室運営事
業」に、児童及び妊産婦の福祉
に関し必要な支援を行うための
専門的な相談対応、訪問等によ
る継続的なソーシャルワーク業
務までを行う機能を設置し、児
童と家庭の福祉の向上を目標と
するため、No66の指標と同一と
した。

A ー 継続

-

子ども支援課

93 「奈良市要保護児童対策
地域協議会」の活用

児童虐待の未然防止・早期発
見・再発防止のため、児童相談
所、医療機関、民生児童委員協
議会連合会、弁護士、警察など
の関係機関が連携して、虐待か
ら子どもを守るために「奈良市
要保護児童対策地域協議会」を
設置しています。

児童虐待通告時
における児童虐
待の程度の重い
最重度・重度の
割合（％）

妊娠から出産、子育て期までの
切れ目ない支援施策の充実とと
もに、子育て世帯にとって身近
な相談体制の強化やアウトリー
チ型の支援を重点的に行うこと
により、虐待の発生を予防し、
重症化しないよう支援を行うこ
とを目標とし、児童虐待通告時
における児童虐待の程度の重い
最重度・重度の割合を設定す
る。

4.7% B

2,677 B

平成30年4月に子ども家庭総合支援拠点を設置し、市民
や関係機関への周知を図った。また保健師、社会福祉
士、保育士などの多様な専門職を配置し、より専門性の
高い相談支援を実施した。
多職種による専門性の高い相談支援を今後も継続できる
よう、研修等で相談援助技術のスキルアップを図ってい
く。

A B 継続

子ども支援課　児童虐待予防・早期発見・早期支援・再発防止のた
め、構成機関との連携や家庭訪問等での支援を行なっ
た。関係機関との個別ケース検討会議や連携会議を通じ
て、ネットワークの強化を図った。今後は、令和４年４
月開設の奈良市子どもセンター開設に伴い、児童相談所
機能も生かした支援の充実・強化を図る。

A B 継続 15,856
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 75 （予算） 8,108

（実績） 97 （決算） 5,903

（目標）
必要な家庭への訪
問を実施する

（予算） 0

（実績）

乳児（新生児・未
熟児を除く）

439人
（延べ491人)

幼児183人
（延べ216人)

（決算） 0

（目標） － （予算）
1,771,790
（137,264

）

（実績） － （決算）
1,686,613
（137,034

）

（目標） 50 （予算） 3,253

（実績） 29 （決算） 2,553

④子どもの貧困対策
の推進

（目標） 100 （予算） 6,919

（実績） 100 （決算） 6,443

（目標） 50 （予算） 35,100

（実績） 7 （決算） 35,100

学習支援教室の拠点は３か所の
ままであるが、対象中学校区は
平成３０年度３中学校区、令和
２年度から６中学校区、令和３
年度から９中学校区へと拡大し
ており、引き続き市内すべての
中学校区において学習支援が受
けられるよう努めます。
また、当事業には事業者の採用
において大学生のボランティア
が多く入っており、参加者と年
齢が近く、よき相談相手となっ
ているケースもあります。

現実的で効果のある取り組みだ
と思われる。今後の課題とし
て、これを全市に広げていくこ
とと、学校や民生児童委員など
の地域組織との連携によって、
支援を必要としている子どもた
ちに、もれなく伝えていける形
をつくることと考えられる。

学習支援事業に、教師を目指す
大学生のボランティア制度を
もっと導入していただきたい。
学生自身も、多くの奨学金をか
かえて卒業する時代です。経済
的余裕がなければ教育を受ける
機会が狭くなるということを解
消していきたいと思います。

コロナウイルス感染拡大の影響
がある非常時に、計画における
「地域こども・子育て支援事
業」の１３事業の中間見直しを
行った場合、平常時に設定した
現在の計画値より低い設定とな
る可能性があるため、中間見直
しは行わないことと、昨年度末
の子ども・子育て会議の審議で
決定しているため、現計画値を
継続する。ただし、第二期計画
期間内の量の見込みの推移予測
など、現状分析を令和４年度中
に行うことを検討している。第
三期子ども・子育て支援事業計
画策定時には、ニーズ調査結果
や現状を踏まえて計画値を設定
する。

養育支援訪問事業について、計
画値が毎年75世帯ということで
計画されているが、令和2年度3
年度と2年連続で、計画よりも実
績が大きく上回っている。コロ
ナの影響があるのかないのかも
踏まえて、今年度や来年度以
降、計画値をちょっと増量させ
るとかそういう見込みはないの
ですか。

③児童虐待防止など
の取り組みの充実

94 養育支援訪問事業 保護者の養育を支援することが
特に必要と認められる家庭等に
対し、訪問などにより、養育に
関する相談、助言などの支援を
行います。
平成30年10月より、家事や育
児についてサポートが必要であ
る世帯に対して、ホームヘル
パーを派遣し、妊婦の方や小学
校就学前の子どもを養育する保
護者への支援を行うエンゼルサ
ポート事業を実施しています。

支援家庭数（世
帯数）

様々な理由によりこの養育に関
する支援が特に必要と認められ
る保護者に対し、専門職（保育
士等）が訪問し養育に関する相
談、助言を行う。またヘルパー
などを派遣して本事業がどの程
度家庭における養育負担軽減を
図れているかを量る指標とし
て、支援家庭数を設定する。ま
た、子ども・子育て支援法第61
条において、本事業については
当該指標の設定が求められてい
る。

101 B

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家
庭等に対し、専門職（保育士、保健師）が訪問し、養育
に関する相談、助言などを行った）３７世帯）。乳児家
庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）や電話相談
で把握した支援が必要な家庭に対して、積極的に家庭訪
問を継続して実施。また、必要に応じて関係機関と連携
し支援を行う。
また子育てに関する支援を受けることが困難であり、子
育てに対する不安、孤立感等を抱える家庭に対し、家事
等の支援を行った。
新型コロナウイルス感染症により、里帰り出産や親族に
よる支援を受けられなくなったケースもあり、支援の実
施につながった。

A B 継続

95 家庭訪問 育児が困難で支援が必要と思わ
れる家庭を訪問し、生活環境と
養育状況・家庭環境・子の成長
発達などを総合的に把握し、必
要な支援を行うことにより、保
護者の育児不安や育児ストレス
の軽減を図り虐待予防に努めま
す。

訪問人数（人） 母子保健課での家庭訪問は母子
保健法に基づき実施しており、
虐待の予防及び早期発見のため
には継続的な実施が必要であ
り、乳幼児訪問人数が最も事業
評価に最適と思われるため。

0

母子保健課育児や児の発育・発達に関する保護者の不安等に対し、
必要に応じ地域担当の保健師や助産師等が、家庭訪問を
行っている。また、関係機関とも連携を密に行い、必要
な支援の情報共有や調整なども行っている。支援が必要
な家庭をデータ管理し、適切な時期に関わっている。

A ー 継続

－

児童相談所を含む（仮称）奈良
市子どもセンターの整備は目標
を数値化することは困難なため
目標値設定は行わない。

－ A

乳児(新生児・
未熟児を除く)

540人
(延べ541人)

幼児264人
(延べ334人)

B

8,143

子ども育成課
子育て相談課

子育て相談課
子ども支援課

97 つなげる乳児おむつ宅配
事業（令和２年度開始）

多胎児を出産された家庭及び10
代で出産された家庭等、子育て
に不安のある家庭に対し、乳児
に必要な育児用品等の宅配によ
り、子育て家庭の見守りを実施
します。宅配時に、保育士等の
専門職が、子育てサービス等の
必要な情報提供をすることで、
保護者の悩みや心配事の軽減を
図ります。

対象世帯数 多胎育児は2人以上の乳児を抱え
外出もままならない状況に陥り
やすく、また、10代での出産は
経済的な問題や知識不足により
地域から孤立する傾向があり支
援が必要である。平成29年度か
ら令和元年度の対象世帯の平均
は57件で、あわせて令和2年度
の実績に準じた目標値に設定し
た。

38 B

訪問希望があった月からおおむね生後７か月を迎える月
まで最多で６回、保育士がオムツの配達を実施する。訪
問時には、母子の状況を確認しながら保護者の気持ちを
傾聴し、育児相談に対応するなど関係づくりに努めてい
る。
対象者は、児を１０代で出産した家庭、多胎児、その他
（要対協ケース）に加えて、令和４年度からは、若年妊
婦の支援強化のため、１０代で妊娠届を提出された家庭
も対象に含める予定である。

A

政令で児童相談所設置市としての指定を受け、奈良市子
どもセンター条例を制定。奈良県へ職員を派遣し、引継
ぎ対象である家庭や児童に関する引継ぎを受けた。前年
度から継続していた奈良市子どもセンター建設工事が竣
工するとともに、児童相談システム開発も完了したこと
を受け、必要物品等の調達を進め、令和４年４月１日に
奈良市子どもセンターを開設した。

A ー 完了 －

ー 継続 3,262

子育て相談課

96 奈良市児童相談所（（仮
称）奈良市子どもセン
ター）設置

様々な困難を抱える子どもや家
庭への支援を充実させるため、
早期の児童相談所設置に取り組
みます。また、施設について
は、児童相談所、一時保護所、
子ども発達センター、地域子育
て支援センターの複合施設（仮
称）奈良市子どもセンターを整
備します。

98 子どもの学習支援事業 社会的・経済的困難を抱える世
帯の子どもたちが将来に夢や希
望を持って成長していけるよ
う、子どもたちが安心できる居
場所を設置し、生活習慣や基礎
学力、学習習慣を身につけ、高
等教育への進学を可能とするた
めの学習支援事業を実施しま
す。

学習支援参加者
の高校等進学率
（％）

国が掲げる子供の貧困対策に関
する大綱より「生活保護世帯に
属する子どもの高校等進学率」
及び「ひとり親世帯の子どもの
高校等進学率」が挙げられてお
り、本事業における参加者も生
活保護世帯やひとり親世帯の子
どもの中学生を対象としてお
り、卒業後の就労状況を鑑みる
に高校等に進学することが子ど
もの貧困対策として有効である
と考えられる。同時に子育て支
援の観点から有効であるとみら
れるため。 6,319

子ども育成課

99 若者サポートセンター
「Restartなら（リスな
ら）」

若者のひきこもり・ニート化を
防ぐため、義務教育の後、進学
や就労をしていない若者やその
家族等を対象に、キャリアコン
サルタントや支援団体の相談員
が学び直しや就労などの相談に
応じます。令和2年度からは福
祉、教育、保健・医療などの各
分野の関係機関による「奈良市
子ども・若者支援地域協議会」
を設置し、必要な支援をコー
ディネートする役割を担うとと
もに、その多様なネットワーク
を活用し、包括的な支援に繋げ
るよう努めます。

つながりサポー
ター（人）

様々な境遇にある子どもや若者
が社会とのつながりを持って生
活していけるようにするには、
当事者の立場に立ち、生涯を見
通した長期的な視点をもつとと
もに発達段階について理解を深
め、地域全体で支援する体制を
構築するための支援者の育成が
必要とされているため。 99 B

100 B

就学援助受給世帯、児童扶養手当受給世帯、ひとり親家
庭等医療費助成受給世帯、生活保護受給世帯のいずれか
に該当する特定中学校区に在住する中学３年生に対し募
集を行い、市内３ヶ所の拠点で以下の取り組みを行った
結果、最終参加者32名全員が高校進学を果たした。
（１） 学習支援　週１回（概ね年間４０回以上）※１回
あたり２時間程度
（２） 子どもが将来のことを考える機会になるようなプ
ログラム（仕事（社会の仕組み）や進路について考える
機会
（３） 暗記のやりかた等自ら学習ができるように勉強方
法を教授
（４） 進路相談・生活相談・悩み相談

A A 継続

福祉政策課　若者のひきこもり・ニート化を防ぐため、義務教育の
後、進学や就労をしていない若者やその家族等を対象
に、相談員が学び直しや就労などの相談に応じた。ま
た、奈良市子ども・若者支援地域協議会実務者会議では
訪問支援と居場所の検討を行い、ケース会議では支援関
係者による個別ケースへの対応方針の検討を行った。さ
らに、奈良市子ども・若者支援地域協議会会長と、奈良
市内で不登校やひきこもり支援に携わる実務者による意
見交換を実施した。 A ー 継続 35,100
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2項
の規定に対す
る担当課評価

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） － （予算） 57,500

（実績） － （決算） 57,499

（目標） 70 （予算） 32,675

（実績） 74 （決算） 30,961

継続 57,500

福祉政策課100 生活困窮者支援 「奈良市くらしとしごとサポー
トセンター」では、日常生活や
社会生活、経済的な自立につい
ての相談・支援の場として、そ
の複合的な課題を受けとめ、課
題の改善、解決に必要な対応を
当事者の方と共に考え、寄り
添った支援を行います。相談に
は、社会福祉士やキャリアコン
サルタント等専門職が応じ、必
要に応じてハローワークや県、
社会福祉協議会と協議を行いま
す。就労支援については、ビジ
ネスマナーや面接トレーニング
など包括的なカリキュラムのも
と、きめ細かな支援を実施しま
す。

―

生活困窮者のなかには年齢や世
帯構成等さまざまな状況の方が
存在し、その全体の新規相談件
数等を奈良市子ども・子育て支
援事業計画に指標として設定す
ることはふさわしくないと考え
るため。また、子どもや若者に
関連した相談数等に限定して数
を抽出することが難しいため。

― B

　日常生活や社会生活、就労等に関する相談に専門職が
応じ、対象者に適当な支援を行うことで自立の促進を
図った。また、ハローワークや社会福祉協議会等の関係
機関と連絡調整・協議を行い、必要であれば対象者を関
係機関につないだ。さらに、離職等により経済的に困窮
し住居を失った方、または住居を失うおそれのある方に
対し、就職に向けた活動を行うこと等を条件に、一定期
間家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、
住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行った。

ー ー

101 奈良市フードバンク事業 新型コロナウイルス感染拡大に
際し、ひとり親家庭等経済的に
影響が大きい世帯に対し、子ど
もの食の支援を行います。市民
や事業者から余剰食材の提供を
募り、これを仕分け、必要とす
る家庭にフードパントリー形式
で提供します。

食品配布の量の
満足度（％）

※５段階評価の
上位２つ「満
足」「やや満
足」を選んだ割
合

当事業はSDGsの目標として挙げ
られている「１　貧困をなくそ
う」及び「２　飢餓をゼロに」
をテーマとして食品ロス削減と
結びつけて対応することが求め
られており、食品が必要な家庭
に対して十分な食品料を提供し
たいため。

令和３年度補正予算により
実施した米宅配事業を、年
間を通じて実施する。
ひとり親家庭や子育てをし
ている生活困窮家庭の方に
対して、２か月に１回、
10kgの米を宅配する。

64,441

子ども育成課

― B

　フードバンク事業の取り組みの一つである、家庭や企
業などで余った食品をフードバンクに寄附するフードド
ライブを市内各所で6・11・2月に実施。その他、奈良
市フードバンクセンターでも市民から食品の寄附を受け
付け、年間で個人299人及び各団体より、7,985.1kgの
食品等の寄附を集めた。
　併せて、寄附頂いた食品を新型コロナウイルス感染症
拡大などで社会的・経済的に影響を大きく受けるひとり
親家庭や、子育てをしている生活困窮家庭の方に対して
食品を提供するフードパントリーを7・12・3月に実
施。約5kgの食品等を７月571世帯及び12月728世帯
に、約10kgの食品等を３月796世帯に配布した。
　また、寄附等による米配布・宅配事業を行い、市内の
子育て家庭・ひとり親家庭・大学生・子ども食堂等に配
布・提供した。
　令和４年度も引き続き事業を継続していく。

A ー 拡大
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2
項の規定に対
する担当課評

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの推進

（目標） 7,900 （予算） 8,262

（実績） 4,812 （決算） 8,255

（目標） 500 （予算） 1,000

（実績） 227 （決算） 1,000

（目標） 7 （予算） 450

（実績） 0 （決算） 287

（目標） 68 （予算） 1,951

（実績） 30.3 （決算） 1,763

（目標） 255 （予算） 212

（実績） 290 （決算） 210

各地域子育て支援拠点等において、講
習・講座を介した父親同士のつながり
作りや父親と子どもを対象としたふれ
あい遊び等の実施、ならびに父親が利
用しやすい環境づくりに努めておりま
す。
今後もこの取り組みを継続していくと
ともに、公民館等の地域に出向いた活
動にも注力し、父親に対する子育て支
援の充実を図っていきます。

公民館等での父親向けの教室を通し
て、父親のつながり、父親コミュニ
ティーや父親サークル等、ネットワー
クづくりを推進していただきたいで
す。
（事業No.56、57、59、64と同一質
問）

子育て支援アドバイザーのフォロー
アップ講座の充実を図っていただきた
い。子育てが終わった方々の貴重なア
ドバイスを受けるだけでなく、子育て
中の保護者の方が相互にアドバイザー
になる事もあり得ると思います。それ
が自律につながると思います。

子育てを取り巻く環境や子育て支援ア
ドバイザーが活動する上で必要である
要素等を総合的に勘案し、年4回程度
フォローアップ講座を実施しておりま
す。
今後も引き続き、子育て支援アドバイ
ザーの質の向上に努めるため、講座の
実施回数や適切な講座内容等につい
て、検討を重ねて参ります。

基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）

保護者の子育て不安等を軽減す
るため、地域子育て支援拠点等
と連携し、安定的にアドバイ
ザーの派遣を行う必要があるこ
とから、子育て支援アドバイ
ザーの派遣回数を指標として設
定した。

190 C

令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染
症流行により、子育てアドバイザーの主な派遣先
である地域子育て支援拠点事業や子育てスポット
事業が臨時休所や中止となったことから、実績が
目標を大きく下回ることとなった。
しかしながら、前述の事業が再開されてからは、
子育て親子の相談対応や絵本の読み聞かせなど、
各派遣先でそれぞれのアドバイザーがニーズに
沿った支援を行った。
令和４年度についても、引き続き派遣先でのニー
ズに応じた支援を実施するとともに、実績値が目
標を大きく下回る状況が続いていることから、必
要に応じて事業の見直しを行う。

B

令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染
症流行により、相互援助活動件数は市内の流行状
況もあり微増となった。
また、感染症により小学校が臨時休業等になった
場合の利用料助成を行う等、感染症流行下特有の
ニーズにも対応した支援を行った。
加えて、地域子育て支援拠点と連携して講座を行
う等積極的な広報を行った。
今後も引き続き、例年の課題となっている援助会
員数が増加に向けて、ファミリー・サポート・セ
ンター以外の場所でも説明会を行う等引き続き積
極的に広報を行っていく。

A ー 継続

子育て支援アドバイザーとして
登録した地域の子育て経験豊か
な市民を、乳幼児と保護者が集
まる場所に派遣し、保護者の子
育てに関する疑問や悩みに対す
る相談の他、手遊び・読み聞か
せなどの講習や子育て広場での
見守り支援等、幅広く子育ての
支援を行います。

子育て支援アド
バイザーの派遣
回数（回）

450

市内一円を、青色防犯灯を装着
した車両でパトロール巡回し、
犯罪や事故等を未然に防止する
ための啓発活動を行います。

担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

①地域における子育
て支援活動の充実

102 ファミリー・サポー
ト・センター事業

「育児の援助を受けたい人」と
「育児の援助を行いたい人」が
依頼・援助・両方のいずれかの
会員として登録し、児童の放課
後の預かりや保育所等の送迎等
で育児の援助が必要となったと
きに、会員相互の援助活動を行
います。

ファミリー・サ
ポート・セン
ターの相互援助
活動件数（件）

核家族化や地域社会の活力低下
に伴う子育て親子の孤立化及び
育児不安を抱える人が増加して
いるという時代背景に対し、本
事業の目的である「地域での子
育ての仲間づくり」、「地域コ
ミュニティの活性化」がどの程
度達成できているかを推し量る
指標となるため、ファミリー・
サポート・センターの相互援助
活動件数を指標として設定し
た。また、子ども・子育て支援
法第61条において、本事業につ
いては当該指標の設定が求めら
れている。

4,300

A ー 継続 1,000

子ども育成課

8,078

子ども育成課

103 子育て支援アドバイ
ザー事業

子ども育成課

②地域における子ど
もの見守り活動の推
進

105 交通安全教室の開催 学校園に出向き、警察と協力し
て横断歩道の渡り方、正しい自
転車の乗り方などの交通ルール
をビデオ・人形劇等でわかりや
すく説明するとともに、信号機
を使った実技指導なども併せて
行い、子どもたちに交通事故か
ら身を守るすべを身につけても
らうために開催します。

交通安全教室開
催率（％）

交通安全教室は、交通事故防止
と交通安全思想の普及を目的と
しているため、「交通安全教育
の推進」を測る指標として、奈
良市内の学校園の交通安全教室
開催率を設定した。

44.1 C

B

令和３年度は、子育てサークル１０団体に対し、
奈良市子育てサークル活動費補助金を交付した。
新型コロナウイルス感染症流行下であったが、各
サークルが、オンラインで開催する等方法を工夫
し、子育て親子が交流する機会を設けた。
また、地域子育て支援拠点がサークルを訪問する
等事業実施の支援を行った。
サークルの利用者に対し実施したアンケートで
は、子育てサークル活動について「とても満
足」・「満足」との回答が全体の約97％を占め
ており、参加者のニーズを満たす活動ができてい
ると言える。
例年であれば、子育て支援団体の担当者が集い子
育て支援交流会を開催しているが、今年度は感染
症の流行状況に鑑み実施することができなかっ
た。
令和４年度については、前述のようなサークル活
動を支援すべく、奈良市子育てサークル補助金を
交付するとともに、地域における子育て支援団体
交流の場として、子育て支援交流会を開催する予
定である。

A ー 継続

104 子育てサークルの支援 地域で活動する子育てサークル
に補助金を交付することによ
り、経済的に支援するととも
に、サークルを含めた地域の子
育て支援団体を対象にした交流
会を行うことにより、情報交換
等のネットワーク化を図り、子
育て中の保護者が自主的に運営
する子育てサークルを支援しま
す。

子育て支援交流
会の開催回数
（回）

子育て支援交流会を実施するこ
とで、地域子育て支援拠点が子
育てサークルの支援を行い、連
携が強化されることが見込ま
れ、地域の子育て支援団体や地
域住民等との交流、ネットワー
クが生まれることで、地域に根
ざしたサークル活動が可能とな
ることを目標とするため、子育
て支援交流会の開催回数を指標
として設定した。

7

危機管理課

106 青色防犯パトロール 危機管理課青色防犯パト
ロール実施回数
（回）

青色防犯パトロールを実施する
ことにより、空き巣、車上荒
し、ひったくり、オートバイ・
自転車泥棒等の街頭犯罪に対す
る抑止効果が期待できるため設
定した。

214 B

青色防犯パトロールを令和３年度は290回実施し
た。パトロールの定着により、犯罪・事故の未然
防止に効果があった。青色防犯パトロールを実施
することにより、空き巣、車上荒し、ひったく
り、オートバイ・自転車泥棒等の街頭犯罪に対す
る抑止効果が期待できるため、各機関と協力し、
パトロールの実施を積極的に推進する。

B

継続 1,740

B 継続 221

保育園、こども園、幼稚園、小・中学校、福祉セ
ンター等に出向き、令和３年度は延べ55回・
4820人交通安全教室を実施した。交通安全教室
を実施したことで、幼児・児童・生徒、保護者、
高齢者の交通ルール、マナーの向上を図った。新
型コロナウイルス感染拡大により、一部開催を中
止及び延期した影響で、実施回数が減少した。交
通安全教室については、奈良警察署、奈良西警察
署、天理警察署と協力し、新型コロナウイルス感
染症対策等を実施したうえで開催し、それによ
り、今後も、幼児・児童・生徒、保護者、高齢者
を対象に、市民一人ひとりの安全意識の高揚を
図っていく。

B B
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2
項の規定に対
する担当課評

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 394 （予算） 8,860

（実績） 449 （決算） 7,864

（目標） 90 （予算） 62

（実績） 92 （決算） 39

（目標） 94 （予算） 1,254

（実績） 93 （決算） 1,254

（目標） 5,000 （予算） 444

（実績） 3,711 （決算） 360

　（２）仕事と子育ての両立支援の推進

（目標） 3,300 （予算） 316

（実績） 2,870 （決算） 267

「子ども安全の家」の旗の設置に協力
していただける店舗・個人宅は地域に
とって大変ありがたい存在である。た
だ、長期間設置していただいてる店
舗・個人宅によっては、旗を設置して
いること自体の意識が薄れてしまって
いる場合や、経営者の交代で忘れられ
ている場合、また個人宅などでは生活
等の変化でほとんど留守宅である場合
などもあり、単に設置件数で評価する
のではなく、実際に機能している件数
を考えていかなくてはならないように
思われる。

「子ども安全の家」の標旗について
は、平成１２年度に作成して以降、長
きにわたり活用いただいております。
旗を掲げていただいている個人宅など
の中には、ほとんど留守にされている
など、本来の目的である、「子どもが
助けを求めて駆け込める場所」として
機能していない軒数が年々増加してき
ていると認識しております。
地域によっては、設置協力店舗や個人
宅の状況確認を行い、効果的に機能す
るよう設置箇所の見直しを行っている
と聞いております。
「子ども安全の家」の旗は、経年劣化
による交換並びに新規設置への対応用
として各小学校を通じて毎年配付して
います。旗を配付する際に、より効果
的に機能する設置となるよう、設置状
況の確認と改善を改めて依頼してまい
ります。

②地域における子ど
もの見守り活動の推
進

107 防犯カメラ設置事業 交通の様要衝や駅・学校周辺に
防犯カメラを設置し、犯罪を未
然に防ぐ「犯罪抑止力」を高
め、万一犯罪が発生した場合に
おいても、警察と連携し速やか
な認知、被害者の保護など迅
速・的確に対応できる態勢を確
立します。

街頭防犯カメラ
設置台数（台）

犯罪を未然に防ぐ「犯罪抑止
力」を高め、万一犯罪が発生し
た場合においても警察と連携し
速やかな認知、被害者の保護な
ど迅速・的確に対応できる態勢
を確立して、安全安心なまちづ
くりの実現に寄与する。また、
自治会等に補助金を助成し防犯
カメラの設置を促進すること
で、地域の防犯意識を高め犯罪
を許さない機運を醸成するた
め、防犯カメラの市設置台数と
自治会等設置台数を合算した数
値を設定した。

14,010

危機管理課平成28年度から令和3年度までに、犯罪発生が集
中する市内各駅周辺、交通の要衝地及び観光地、
小・中学校の通学路周辺に323台（うち、23台
は地域活性化対策事業分）設置した。また、奈良
警察署及び奈良西警察署と協定を締結し、犯罪発
生時の迅速な捜査協力体制を構築した。平成29
年度から、防犯カメラを設置する自治会等団体に
補助金を交付し、令和２年度は、補助金の上限を
１地区あたり10万円から20万円に増額した。市
の防犯カメラ設置場所について、奈良県警察と協
議を行い、犯罪の抑止及び犯罪捜査に効果的な設
置場所を検討し、今後は市が設置する街頭防犯カ
メラを200台増設する。また、自治会等団体への
防犯カメラ設置補助事業の更なる充実に取り組
み、奈良市内の安全安心なまちづくりの推進を図
る。

B B 継続

「子ども安全の
日の集い」参加
者の満足度
（%）

子どもの安全に取り組む大人の
意識向上を目的としていること
から、「子ども安全の日の集
い」参加者の満足度を指標とす
る。

― B

405 A

いじめ防止生徒
指導課

コロナ禍の中、「子ども安全の日の集い」につい
ては、時間短縮の上、本会場と市立小中高等学校
をオンライン会場とし、本会場の様子をライブ配
信し、子どもの安心・安全を守る学校と地域の在
り方について、改めて考える契機とすることがで
きた。
全国的にも子どもが被害者となる凶悪事件や事故
が後を絶たないことから、地域の小中高校生の安
全・防犯意識を高め、「自らの安全や命を自ら守
る力」を育成することは、今後も更に重要とな
る。

A

109 不審者情報の配信 子どもたちの登下校時の安全確
保のために、警察と連携して、
学校園や地域から入ってくる不
審者の情報を「なら子どもサ
ポートネット」登録者に配信し
ます。

市立小中学校に
子どもを通わせ
ている全世帯に
おける、なら子
どもサポート
ネットの登録世
帯数の割合
（％）

「なら子どもサポートネット」
を通じて、不審者情報をはじめ
とする、子どもの安心安全に関
する情報を配信している。家庭
の防犯意識の向上や防犯活動の
促進が、子どもの安心安全確保
に関して重要であると考えるこ
とから、登録世帯数の割合を指
標とする。

87 B

「なら子どもサポートネット」には一般登録、学
校・幼稚園・こども園等の関係機関も含め
20,630件の登録があった。また、各学校から
841件の安全安心情報配信を行うとともに、正確
な情報を迅速に提供するよう努めた。
不審者情報や子どもの安全安心情報については、
保護者や市民のニーズが高く、迅速で正確な情報
提供が求められている。また、登録数を増やし、
より多くの人が情報共有することで、地域の防犯
力を高めることが重要である。

A

ー 継続 62

ー 継続 1,254

いじめ防止生徒
指導課

108 学校・家庭・地域が連
携した防犯力の充実

「子ども安全の日の集い」を開
催する等、子どもの安全に取り
組む大人の防犯意識を高めま
す。

110 「子ども安全の家」標
旗配布

子どもを犯罪や事故から守るた
め、地域の家庭などに「子ども
安全の家」になってもらい、家
の入口などに「子ども安全の
家」標旗を掲げ、子どもが危険
を感じた時に、助けを求めて駆
け込める場所を提供してもら
い、地域で子どもを守る機運を
広めます。

「子ども安全の
家」標旗延設置
件数（件）

地域全体で子どもを守る機運を
広めるため、標旗の設置件数を
指標とする。

490

いじめ防止生徒
指導課

①男女共同の子育て
の促進と子どもを大
切にする社会的な機
運の醸成

111 イクメン手帳の配布 奈良市オリジナルのイクメン手
帳「IKUMEN　HANDBOOK
for nara papa」を母子健康手
帳交付者及び子育て中の希望者
に配付します。

イクメン手帳配
布部数（部）

父親として子育てに積極的に参
加してもらうことを目標として
発行している。母子手帳との配
布と同時に渡すことはもちろ
ん、庁内外各窓口に設置するこ
とや、子育てに関するイベント
等で積極的に配布していき、第
一期の目標値を上回るよう設定
した。

3,303

4,404 B

「子ども安全の家」の標旗の設置については、
3,711軒のご家庭及び店舗に協力いただくことが
できた。
今後も、子どもを犯罪や事故から守るため、子ど
もが危険を感じた時に、直ぐに助けを求めて駆け
込める場所の確保は重要である。また、多くの場
所に設置してもらうことで、地域で子どもを守る
機運を高めることに繋げていく必要がある。

B B 継続

316

男女共同参画室

B

出産や育児に関し、父親として知っておきたい情
報をまとめた「イクメンハンドブック」を母子手
帳と共に配布している。また、各出張所や行政セ
ンター、子ども未来部の各窓口に配置し希望者に
配布している他、市ホームページでも公開しダウ
ンロードが可能である。
令和３年度は対象となる母子手帳の発行数が大幅
に減少したことにより、イクメンハンドブックの
配布数も減少したが、今後も引き続き周知に努め
ていく。 A ー 継続

今年度から段階的に施行される育児・
介護休業法の改正等、発信する情報を
更新しながら、育休に関する理解の促
進を推奨し、育休の取得を後押ししま
す。
また、奈良県のパパ産休プロジェクト
など、県や国が実施している事業等を
紹介し、制度の周知や支援体制の情報
提供につとめてまいります。

保護者、親の視点から。分かりやすく
丁寧に作られているイクメンハンド
ブックとてもとても素晴らしいです。
一点、この4月からの法改正の流れに
のって、育休についても追記していた
だきアップデートをお願いしたいで
す。奈良県のパパ産休プロジェクトと
の連携や、奈良市においても男性の育
休推進も含めてご検討をお願いしま
す。
（事業No.39と同一質問）
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

奈良市子ども
にやさしいま
ちづくり条例
第11条第2
項の規定に対
する担当課評

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり

直近の状況
（令和２年度

実績値）

令和３年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和４年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

（目標） 3 （予算） 4,519

（実績） 3 （決算） 513

　（３）子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくりの推進

（目標） 10 （予算）
35,000

(うち繰越5,000)

（実績） 12 （決算） 19,019

（目標） 710 （予算） 199,215

（実績） 688 （決算） 191,660

（目標） 20 （予算）
60,000

(うち繰越60,000)

（実績） 76 （決算） 55,988

（目標） 4 （予算） 10,000

（実績） 4 （決算） 8,616.3

（目標） 6 （予算） 7,800

（実績） 8 （決算） 8,743.9

①男女共同の子育て
の促進と子どもを大
切にする社会的な機
運の醸成

介護法人の採用・定着支援
は継続して実施する予定で
あるが、業界・業種問わず
のワーク・ライフ・バラン
ス推進に向け、職場環境改
善や多様な働き方の実現に
積極的な企業に対し、専門
家（コンサルタント）を個
別派遣し、取組の支援を行
う事業を検討しているた
め。

500

産業政策課112 仕事と生活の調和推進
事業

事業主や企業を対象に、育児休
業の取得促進や労働時間等の改
善など、仕事と生活の調和のと
れた働き方に向けた意識啓発に
努めます。

ワークライフバ
ランスに関する
企業向け講座回
数（回）

女性の就業等に向けた事業の一
環として、市内企業のワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の取組を推進すること
で、従業員の就業への満足度や
生活・労働意欲の向上、また企
業の業績や生産性の向上に繋が
り、ひいては市内企業の魅力を
アップさせ女性をはじめとした
多様な人材が活躍できる環境を
構築することが重要であるた
め。

1 B

介護法人が人材を確保しその人材を長く職場に定
着させることが企業のワークライフバランス推進
に繋がることから、採用面および定着面での支援
事業を実施した。
具体的には、介護法人が自法人の魅力を効果的に
発信し、包括的なブランディングノウハウを習得
することで採用力の向上に繋げる「採用力アップ
セミナー」（13社参加）と、若手介護職員（入
職後3年未満程度）の職場定着と離職防止を目的
とし、職員同士が横の繋がりを構築できるよう事
業所を超えた交流を行いモチベーション向上を図
る「新人介護職員モチベーション向上セミナー」
（2社参加）を実施した。
後者のセミナーは参加者数が芳しくなく、事前の
ニーズ調査が十分でなかった点が課題である。今
後は、対象者を入職後3年未満の新人層にするの
ではなく、中堅層（5年目～リーダークラス）に
することで相対的な対象人材が増え、また担う業
務としても新人の育成～管理業務と幅広くなるこ
とから、セミナー内での対話や講義内容がより深
化できると推察する。

当課では平成28年度より、結婚や出産
等で一旦離職した女性をはじめとした
就業を希望する女性の就業支援事業を
行っております。就業相談会やキャリ
アカウンセリング、合同企業説明会、
職場見学会等に加え、企業内でのワー
クライフバランス推進や女性活躍推進
に向けた意識改革を促進し、働きやす
い職場づくりに取り組む企業の支援も
併せて行っております。
その一環として令和３年度は介護事業
者に対するワークライフバランス推進
事業を実施し、採用および定着の面で
の支援に取り組みました。介護業界に
特化した理由は、人材不足の業界に
絞ったアプローチを目指したこと、ま
た、育児と仕事を両立させたいニーズ
と就業時間の融通が利きやすい介護業
界は親和性が高いと考えたからです。
担当課評価を「B」にしている理由
は、介護業界に特化した事業は初めて
であるものの、各セミナーの事業内容
が参加事業者より概ね高評価を頂いて
おり、特に人材確保に関するセミナー
については参加者23名中22名が「大
変参考になった（11名）」「参考に
なった（11名）」という結果になり、
「他社から見た介護職員の魅力や、自
社ならではの持ち味を改めて見直すこ
とができた」という前向きな声を頂く
ことができたからです。

取り組み内容に書かれている「人材を
確保しその人材を長く職場に定着させ
ることが企業のワークライフバランス
の推進につながること」について。意
味が分かりません。根拠を教えて欲し
いです。社員さんの一人一人の私生活
を大切にし、その方その方に応じた
キャリアを共に考えていくこと。ワー
クライフバランスを推進していくから
こそ、離職率が下がるのです。その他
の内容も含め、ここに書かれているこ
とは、正直、仕事と生活の調和という
視点とは全く違うかと考えます。ま
た、介護業界だけに実施されたという
こともその経緯を知りたく。合わせて
評価をBとされていることにも疑問と
危機意識のなさを感じてしまいます。
大丈夫でしょうか？

①安心して外出でき
る環境づくりの推進

113 通学路整備事業 児童・生徒が安全で安心して通
園・通学できるよう歩道の整備
及び防護柵、路面標示等の安全
施設を整備します。

対策箇所数（箇
所）

「通学路交通安全プログラム」
に基づき、市・警察・小学校関
係者・ＰＴＡ代表・地域の代表
者と共に通学路の合同点検を行
い要対策箇所を決定しているた
め。

B ー
継続
＋

拡大

115 公園整備事業 都市公園の経年劣化による遊具
等の公園施設の施設の更新を行
います。

遊具数（基） 平成２７年度に策定された公園
施設長寿命化計画に基づいた事
業であり、公園の利用形態の変
化や利用者のニーズの把握に努
めながら、安全で安心して利用
できるよう継続的な公園施設の
整備が重要であるため。

30 B

令和２年度については３０基の遊具の更新が完了
し、令和３年度については７６基の遊具の更新が
完了した。
引き続き、公園施設長寿命化計画に基づき健全度
C、D判定の老朽化した遊具の更新を実施する。
また、点検業務や市民からの通報により発見され
た破損している遊具については、早期に修繕・更
新を行う。

B B 継続

6 B

4 B

55,690

道路建設課

114 公園管理運営 身近な自然とのふれあいの場
所、防災空間、良好な風致・景
観を備えた地域の形成等、多く
の機能を有している公園・緑地
の維持管理を行います。

管理する公園な
どの数（箇所）

公園施設を適正に維持管理して
いく事業であり、市民が安全で
安心して利用できるよう、公園
施設を継続的に維持補修してい
くことが重要であるため。 692 B

28 B

平成24年度から奈良市通学路交通安全プログ
ラムに基づき毎年教育委員会等の関係機関と通学
路点検を実施しており、抽出された危険個所につ
いて随時安全対策を施している状況である。ま
た、令和3年6月千葉県八街市で児童が事故に巻
き込まれる事故が発生した事を受け国土交通省か
ら、教育委員会・学校、PTA、道路管理者、警察
等に緊急合同点検を実施するよう発令された。こ
れに基づき各関係機関が集い急遽合同点検を行っ
た。本合同点検で抽出された全ての危険個所に対
し令和4年度中に対策を行う。

ー ー 継続

公園緑地課公園・緑地等の安全・安心の確保を図るため、清
掃・除草・樹木の剪定撤去による維持管理及び遊
具の修繕や日常点検を実施した。
今後も地域住民とともに遊具の事故が発生しない
安全な公園施設を目指す。さらに予算の都合上、
十分な対応ができないことのないように、予算の
確保や公園の遊具等の安全確保に努める。

B B 継続 194,990

116 公共賃貸住宅における
多子世帯向けの優先入
居制度の活用

市営住宅の３ＤＫ若しくは３Ｌ
ＤＫの空家募集において、１８
歳未満の児童が３人以上いる世
帯（多子世帯）に対する優先入
居制度を実施します。

多子世帯向け住
宅の新規募集戸
数（戸）

多子世帯向け住宅の新規募集を
行うことにより住宅に困窮する
多子世帯に対する支援や、空家
の有効活用・地域活性化につな
がるため。

117 公共賃貸住宅における
子育て世帯向けの優先
入居制度の活用

市営住宅の空家募集において、
同居親族に小学校就学前の児童
がいる世帯（子育て世帯）に対
する優先入居制度を実施しま
す。

子育て世帯向け
住宅の新規募集
戸数（戸）

子育て世帯に低廉な家賃の住宅
を提供することにより、ゆとり
をもって住み続けられる安全で
快適な住環境を創出するため。

30,000

公園緑地課

住宅課子育て世帯向けとして８件空家募集し、８件入居
した。
今後も子育て世帯向け住宅の募集を継続する。

A ー 継続 － 20,000

－ 4,000

住宅課多子世帯向けとして4件空家募集し、4件入居し
た。
今後も多子世帯向け住宅の募集を継続する。

A ー 継続
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回答

公立園においては、早朝・夕方に短時間勤務していただくパート会計年度任
用職員を任用し、時差勤務は基本的に週に2回程度となるようにしています。
さらに最も遅く勤務が終了するシフトと最も早く勤務が開始するシフトにおいて
も12時間のインターバルを確保しております。加えて、各園において時差勤
務が連続しないように配慮した上でシフトを決めております。これらの取組によ
り職員にはワークライフバランスを確保し、十分な休息をとった上で勤務して
頂けるよう勤務体制を構築しております。
私立保育所等におきましては、在籍児童数に対する必要保育士数を超えて
保育士を配置するための費用を一部補助することにより、保育士等の休暇取
得の促進を図り、働き方の改善およびワークライフバランスを実現できるよう
努めています。

その他ご意見・ご質問＿回答

課名
保育総務課
保育所・幼稚園課

ご意見・
ご質問

保育所等の延長保育、休日保育、夜間保育事業等、多様な保護者への支
援、奈良市の乳幼児期の保育の充実にむけて、多角的に取り組まれているこ
と、とても素晴らしいと思いました。多角的に取り組まれている分、保育士の働
き方やワークライフバランス、インターバル休暇等についての視点も必要かと
思いました。これらの充実が保育の質の向上にもつながっていくのではないで
しょうか。保育士の働き方についての詳細を知りたいです。



第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画
（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）

令和３年度進捗状況に対するご意見について

資料２－２



第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（子どもにやさしいまちづくりプラン）について

１市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他こ
の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

＜子ども・子育て支援法第６１条（抄）＞

上記法令に基づき、
・平成２７年に第一期奈良市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成２７年度～令和元年度）
・令和２年に第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和２年度～令和６年度）
を策定しました。

本計画に基づき、本市の子ども・子育て支援に関する事業（第二期では現在１１７事業）を推進しています。

本市の子ども・子育て支援に関する事業を推進するため、奈良市子ども・子育て支援事業計画があります。

（参考）奈良市子ども・子育て支援事業計画は、次世代育成推進行動計画も引き継ぐ計画として策定しています。

1 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、
母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質
な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動
計画」という。）を策定することができる。

＜次世代育成支援対策推進法第８条（抄）＞

1



第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画の計画期間

2

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

第一期
奈良市子ども・子育て支援事業計画

次期

中間見
直し

第二期
計画策
定

ニーズ
調査

次期計
画策定

ニーズ
調査

第二期
奈良市子ども・子育て支援事業計画

第一期
計画策
定



奈良市子ども・子育て会議による計画実施状況の点検・評価

子ども・子育て支援法第７７条により、市町村は「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定などの事務を処理するため、
審議会その他の合議制の機関を設置することが求められており、本市では、平成２５年３月に「奈良市子ども・子育て会議条
例」を制定し、本市の附属機関として「奈良市子ども・子育て会議」を設置しました。

＜子ども・子育て支援法第７７条第１項に掲げる事務＞
①特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）の利用定員の設定に関すること
②特定地域型保育事業（小規模保育事業等）の利用定員の設定に関すること
③市町村子ども・子育て支援事業計画の策定・変更に関すること
④子ども・子育て支援に関する施策の推進について必要な事項及び施策の実施状況の調査審議に関すること

子ども・子育て会議での審議事項の一つに「④子ども・子育て支援に関する施策の推進について必要な事項及び施策の実施
状況の調査審議に関すること」が定められており、これに基づき、委員の皆様に、毎年、本市の子ども・子育て支援に関する
事業の進捗状況について、ご意見をお願いしています。

計画の実施状況の点検・評価

奈良市子ども・子育て会議にお
ける審議を踏まえた計画の策定

・予算編成を通じた施策の検討
・計画の中間年を目安に量の見込
等を必要に応じて見直し

施策の実施

計画

Action
改善

Plan

DoCheck
実施評価

3



１．令和３年度進捗状況のご報告について

毎年、奈良市の子ども・子育て支援に関する事業の進捗状況に対し、ご意見を頂戴しておりま
す。対象となる事業は、これまでと同様に＜子ども・子育て支援法第６１条＞の定めにより策定
した「奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）」（以
下、事業計画）に紐づく事業です。

合計１１７事業の進捗状況及びご意見・対応状況を、資料２ー１第二期奈良市子ども・子育て
支援事業計画「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」令和３年度進捗状況一覧にてご報告
いたします。
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＜子ども・子育て支援法第６１条＞では、本事業計画に、保育所・幼稚園・こども園など教育・保育施設の提供区域毎の目標
値、及び「地域子ども・子育て支援事業」の１３の事業の目標値（量の見込みと確保方策）を設定し、各計画年度の進捗管理を
行うことが求められています。
これらの事業は第二期計画の進捗管理事業に含めるとともに、本事業計画書の第５章「教育・保育の量の見込みと確保方策」

（P58～99）に掲載しています。

２．地域子ども・子育て支援事業について

第二期奈良市子ども・子育て支援事業計「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」（令和２年度～令和６年度） 第５章

対象事業 No 奈良市における事業名 担当課 対象事業 No 奈良市における事業名 担当課

教育・保育 2
教育・保育施設及び地域型保育事
業の整備

子ども政策課
（７）地域子育て支援拠点事業
（子育て広場）

55 地域子育て支援拠点事業 子ども育成課

保育所・幼稚園課 56 子育てスポット事業 子ども育成課

（１）利用者支援事業 64 利用者支援事業

保育所・幼稚園課 57 子育てスポットすくすく広場事業 子ども育成課

子ども育成課

（８）一時預かり事業

4 幼稚園等の一時預かり事業
保育総務課

母子保健課 保育所・幼稚園課

（２）時間外保育事業
（延長保育事業）

5 保育所等の延長保育

保育総務課
60 保育所等における一時預かり事業

保育所・幼稚園課
子ども育成課

保育所・幼稚園課
61

地域子育て支援拠点における
一時預かり事業

子ども育成課

（３）放課後児童健全育成事業
（バンビーホーム等）

22 放課後児童健全育成事業 地域教育課 （９）病児・病後児保育事業 62 病児・病後児保育事業 保育所・幼稚園課

（４）子育て短期支援事業
（ショートステイ等）

63 子育て短期支援事業 子育て相談課
（１０）子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター
事業）

102
ファミリー・サポート・センター
事業

子ども育成課

（５）乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問）

43
乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問）

子育て相談課 （１１）妊婦健康診査事業 40 妊婦健康診査事業 母子保健課

（６）養育支援訪問事業 94 養育支援訪問事業
子ども育成課 （１２）実費徴収に係る補足給付を

行う事業
ー 未実施 ー

子育て相談課

（１３）多様な事業者の参入促進・
能力活用事業

72
小学校就学前の子どもを対象とし
た多様な集団活動事業の利用支援
事業（令和３年度より実施）

保育所・幼稚園課※「No」は資料2-1の事業Noと紐づいています。
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３．令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

基本方針・基本目標 事業数 ご意見の数

基本方針１ 子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり ３６ ２３

（１）子どもにとって大切な権利の保障 １ １

（２）乳幼児期の教育・保育の充実 １４ ４

（３）学齢期の教育・育成施策の充実 ２１ １８

基本方針２ 子どもを安心して生み育てられるまちづくり ６５ ２１

（１）子どもと子育て家庭の健康の確保 １８ ６

（２）地域の子育て支援の充実 ９ ９

（３）子育てに関する情報提供の推進と経済的な支援の充実 ９ １

（４）様々な状況にある子どもと子育て家庭への支援の充実 ２９ ５

基本方針３ 地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり １６ ５

（１）地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの推進 ９ ３

（２）仕事と子育ての両立支援の推進 ２ ２

（３）子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくりの推進 ５ ー

その他全般に係るご意見 ー １
合計 １１７ ５０

6
※事業をまたぐ同一のご意見は、重複して集計しています。



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

子ども会議の開催、とても素晴らしい取り組みだと思います。

子ども会議を実施されている奈良市の思いに共感します。令和4年度

は「あそび場」をテーマにということ。私自身も地元にてあそび場を

ずっと担ってきた身としてとても興味関心があります。基本方針が、

子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり。子どもの権利保障のた

めの取り組みの推進ということも素晴らしい軸だと感じました。子ど

もが主役であることはその通りなのですが、子どもの権利保障の為に

も、同時に「地域」、「大人」との協働も大切かと考えます。その協

働の担い手である地域、大人の存在が少し見えずらくも思いました。

特に地域。「あそび場」を継続的に続けていっていただきたく、その

為にも「地域」との連携はとても重要になってくるかと考えます。

「移動あそび場」イベントを実施すること、本当に素晴らしいことで

す。同時に協働し続けていく、「地域」、「大人」への働きかけも大

切であると思いました。

令和４年度の子ども会議では、「遊び」をテーマに子ど

もたちに話し合ってもらい、普段きょうだいや友だちと楽

しんでいる遊びをもとに、やってみたい遊び企画を提案し

てもらいました。今後、子どもたちの考えた提案を遊び場

づくりに活かしていくためには、ご指摘のとおり、地域住

民との協働が重要となると考えます。令和4年度は、移動

あそび場事業の検証を行った上で、自治会をはじめとした

地域住民の方々と連携し、事業の継続的な実施を検討して

いきたいと考えています。

子ども政策課

7
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No１ 奈良市子ども会議の開催



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

市立幼保施設の統合と再編は、ハード面での充実以外にもソフト面

での充実が肝心だと思います。統合再編することで正職員の数が余り、

担任業務を持てないでいると聞いています。そのため、採用試験での

採用数が「若干名」となっている現状です。どの年代も教師や保育士

がいることが、職員同士の質の向上につながると思います。

また、民間活力を活用するという点で、「奈良市の保育の質を維持」

という事が条件であると聞きますが、その伝達をどのような方法でさ

れているのか、評価はどうされているのかが重要であると思います。

市立幼稚園の過小規模化及び多様化する保護者の保育

ニーズに対応するため、市立幼保施設の再編実施方針に基

づき、市立こども園の設置や、民間移管による私立幼保連

携型認定こども園の設置などの取組を進めており、引き続

き待機児童解消に向けた検討はもちろん、過小規模化した

幼稚園の今後の在り方を含め、就学前児童のより良い教

育・保育環境を整えるため、公私分け隔てなく検討を進め

ています。

民間移管においては、移管後も市の園長経験者や指導主

事が定期的に園を訪問し、相談対応に応じており、市が主

催する研修会にも原則参加することを公募の条件に盛り込

むなど、移管後も市が関与する体制としています。

また、移管後の運営内容等について、在園児の保護者アン

ケートを実施し、その結果を法人と共有することや、必要

に応じて保護者代表者、法人、市の三者で構成される三者

協議会を開催することができるなど、移管後においても市

が関与することでより良い教育・保育の提供体制の構築を

目指しています。

子ども政策課
保育総務課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No３ 市立幼保施設の再編



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

幼稚園に通わせている親が使える制度があることで、安心感を持た

れると思います。

＞保護者の多様化するニーズに対応し就労支援や育児の負担軽減に繋

がるよう努めた。

「多様化するニーズ」の内容と、対応するためにどのような取り組み

をされているのか具体的に教えてください。

＞担当者連絡会を開催し情報交換等の機会をもち更に保育の充実に努

めたい。

現場の情報を知り合うのはとても必要だと思います。ちなみに連絡会

をどのような頻度で行われますか？公私合同でしょうか？

公立園においては、リフレッシュや学校授業参観、通院、

就労、ボランティア活動等といった多様なニーズに対応す

るため、保護者が預かりを希望される場合、理由や時間数

について条件を設けず利用可能としております。利用料に

ついても、長時間利用しやすいよう1日の利用時間に関わ

らず日額で一律の料金設定となっています。（幼稚園：日

額300円 こども園：日額500円）

公立園において事業を推進するにあたり、事務的な流れ

の確認、保育内容や課題等を庁内グループウエアのスペー

ス機能を利用し、情報交換の場を構築し保育の充実を考え

ています。

保育総務課
保育所・幼稚園
課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No４ 幼稚園等の一時預かり事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

公立園に対して私立園は積極的にサービス評価を受けていないよう

ですが、今後の予定は出ていますか？どのような働きかけをされてい

ますか？

今年度の予定につきましては、１０月頃に各対象施設へ

保育所等運営委託費等に係る加算申請の依頼を行う予定と

しておりますので、その際に第三者評価及び施設関係者評

価の受審について呼びかけ等を行い、実施を促す予定です。

実施園が増加するように引き続きより良い働きかけ方につ

いて、更なる検討を進めて参ります。

保育総務課
保育所・幼稚園
課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No１４ 保育所等のサービス評価の実施



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

目標値の設定が高い。事業番号１６、２４～２６等、目標値と実績

値が離れています。

コロナ禍で実績値が少なかったのかもしれませんが、コロナ禍も２年

目なので、ある程度予期できたのではないかと思います。令和４年度

の目標値をどうされるのか。

（事業No.24、25、26と同一質問）

コロナウイルス感染拡大の影響がある非常時に計画の中

間見直しを行った場合、平常時に設定した現在の計画値よ

り低い設定となる可能性があるため、中間見直しは行わな

いことと、昨年度末の子ども・子育て会議の審議で決定し

ているため、現計画値を継続する。ただし、事務局より事

業担当課に照会を行うなどして各事業に対するコロナによ

る影響等を把握する予定である。

地域教育課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No１６ 地域で決める学校予算事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

コロナ禍で事業が中止になったとのこと。奈良市独自の素晴ら

しい取り組みだと思いますので、今年度はぜひ開催していただき

たいです。また合わせてコロナ禍でも実施可能な枠組みの検討も

お願いしたいです。

令和３年度においては、コロナ禍にでも実施できるよう、バ

スの台数を増やすなどの工夫を行い現地学習を実施いたしまし

た。また、奈良国立博物館と協力し、ICT端末を活用した、オ

ンラインでの現地中継授業を行うなどの新たな取組も実施して

います。

学校教育課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No１７ 世界遺産学習推進事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

不登校傾向の子供が全国で33万人おり、年々増加していると言

われています。本人起因が50%以上ですが、根本を掘り下げてい

くと学校起因という場合もあり、実質的には50%以上学校起因と

いうこともあるとのデータも。とくに自クラスで不登校を抱えて

いる先生やその上長への不登校に対する研修は強化していただき

たいと思います。ICTを使って学校に来れなくても授業が受けら

れる仕組みやフリースクール等との意見交換階など、学校に来な

い子どもにも寄り添った先生への研修、または、不登校の子を専

門に見るサポートの先生を置くなど、子供たちに学習の機会を開

いていただきたいと思います。

教育センターにおいて、不登校の理解を深めるための教職員

研修を初任者研修や中堅教員等資質向上研修等に位置づけ、実

施しております。

ICT活用の研修はエキスパート研修、中堅研修ともに実施して

いるところです。

ICTを活用した不登校支援としては、Webを通じて支援を行う

「WebHOP」を行っており、他の不登校支援の内容と併せて、

各校の教育相談コーディネーターに向けた研修の中で取組の周

知を図っています。

今後も、様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に対して、きめ

細かく対応することができるよう研修の改善充実を図ってまい

ります。

教育支援・相談
課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No２１ 教職員研修の推進



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

16歳未満の届出が2件あったとのことですが、啓発活動と並行して、

実際に若年で親になろうとする子どもたちに対してどのような支援を

されたのか体制を教えてください。

若年妊婦が妊娠届出に来所された場合は、若年用聞き取

りシートを基に丁寧に状況を聞き取るとともに、妊娠・出

産についてのイメージが持てるよう働きかけます。また、

無事出産しスムーズに育児ができるよう、保護者や学校、

病院等関係機関と連携を密に図りながら支援を行います。

また、出産後も、育児支援を丁寧に行い、若い母に寄り添

い支援を行っています。

母子保健課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No３６ 思春期保健対策（性）



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

＞令和３年4月から令和３年1１月生まれの対象1398人に対し、

1380人（面接率98.7％）訪問（来所による面接も含む。）を行っ

た。

育児のスタート時に家庭訪問し、保護者と赤ちゃんの様子をみて、

助言や情報提供することの意味は大きいです。

98.7％の数字は素晴らしいと思います。そこに含まれない18家庭

に対してはどのようなアプローチをされているのでしょうか？

面接できなかった理由として、訪問拒否や海外に居住地が

ある場合等があります。

訪問拒否の場合は、電話で保護者から状況を聴取するととも

に、関係者・関係機関等に状況確認を行います。また海外に

居住であれば親族等へ状況確認するとともに、出国されてい

るかの調査を実施しています。

訪問ができなかった対象者については、可能な限り状況把握

に努め、必要な支援につなげています。

子育て相談課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No４３ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

コロナ禍の影響で、乳児の遊び場に行くのに、上のきょうだいが一

緒だと、以前であれば利用可でも、現在は利用できないという声を聞

きました。判断が難しい中、安全に考慮した形で、なんとか事業継続

をしていこうという方針は嬉しい事だと思います。しかし、どうして

も子ども達が遊べる機会が減ってしまっている事は残念に思います。

（事業No.57と同一質問）

厚労省が定めた地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定

により、利用対象者を「主として概ね３歳未満の児童及び

保護者」としていることや、コロナ禍における利用定員や

時間の制限により、上のきょうだいがご利用いただけない

場合もございます。

しかし、利用者の状況や現場の態勢等を総合的に勘案し、

現場での柔軟な受け入れも行っておりますが、今後も利用

者の安全を担保しつつ、子育て親子にとってより良い事業

運営・受け入れ態勢の検討を重ねて参ります。

子ども育成課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No５６ 子育てスポット事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

相談者を受けていただく方々の数を増やせるような事業の展開

が必要だと思います。現在、相談時間が予約制で、平日の時間に

相談時間が取れない保護者もいると聞きます。

幼児期は身近な大人（保護者）との触れ合い等により心身の

成長が促されることから来所相談ではその育ちについて丁寧な

聴取が欠かせません。併せてお子さんの発達状況の把握には保

護者同席の基で発達検査を行い保護者の意向を確認しながらお

子さんとの関わり方の助言や発達支援（療育）について情報提

供することから概ね90分を要しますので予約制にさせていただ

いております。令和4年4月からは来所相談の予約時に保護者の

ご事情（ひとり親家庭の就労等）を確認し平日の来所が困難な

ご家庭につきましてはご事情に応じて来所日を設定させていた

だいております。

来所相談を利用されたことのない3歳児・4歳児を育てるご家

庭向けには園と協力しながら園訪問相談を実施していますが、

更に利便性がよくなるよう工夫いたします。

子育て相談課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No９０ 子ども発達支援事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

現実的で効果のある取り組みだと思われる。今後の課題として、

これを全市に広げていくことと、学校や民生児童委員などの地域

組織との連携によって、支援を必要としている子どもたちに、も

れなく伝えていける形をつくることと考えられる。

学習支援事業に、教師を目指す大学生のボランティア制度を

もっと導入していただきたい。学生自身も、多くの奨学金をかか

えて卒業する時代です。経済的余裕がなければ教育を受ける機会

が狭くなるということを解消していきたいと思います。

学習支援教室の拠点は３か所のままであるが、対象中学校区

は平成３０年度３中学校区、令和２年度から６中学校区、令和

３年度から９中学校区へと拡大しており、引き続き市内すべて

の中学校区において学習支援が受けられるよう努めます。

また、当事業には事業者の採用において大学生のボランティア

が多く入っており、参加者と年齢が近く、よき相談相手となっ

ているケースもあります。

子ども育成課
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令和３年度進捗状況に対する奈良市子ども・子育て会議における意見等

No９８ 子どもの学習支援事業



子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況 担当課

「子ども安全の家」の旗の設置に協力していただける店舗・個

人宅は地域にとって大変ありがたい存在である。ただ、長期間設

置していただいてる店舗・個人宅によっては、旗を設置している

こと自体の意識が薄れてしまっている場合や、経営者の交代で忘

れられている場合、また個人宅などでは生活等の変化でほとんど

留守宅である場合などもあり、単に設置件数で評価するのではな

く、実際に機能している件数を考えていかなくてはならないよう

に思われる。

「子ども安全の家」の標旗については、平成１２年度に作成

して以降、長きにわたり活用いただいております。旗を掲げて

いただいている個人宅などの中には、ほとんど留守にされてい

るなど、本来の目的である、「子どもが助けを求めて駆け込め

る場所」として機能していない軒数が年々増加してきていると

認識しております。

地域によっては、設置協力店舗や個人宅の状況確認を行い、効

果的に機能するよう設置箇所の見直しを行っていると聞いてお

ります。

「子ども安全の家」の旗は、経年劣化による交換並びに新規

設置への対応用として各小学校を通じて毎年配付しています。

旗を配付する際に、より効果的に機能する設置となるよう、設

置状況の確認と改善を改めて依頼してまいります。

いじめ防止生徒
指導課
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No１１０ 「子ども安全の家」標旗配布
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１　奈良市子ども会議について

　奈良市では、子どもたちが、今を幸せに生きることができ、将来に夢と希望をもって成長していける

ような、子どもにやさしいまちづくりを目指して「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」を制定し、

平成２７年４月から施行しました。

　奈良市子ども会議は、この条例の規定に基づき、子どもの意見表明や参加を支援するための取組で、

この会議に参加する子どもたちが子どもにやさしいまちづくり等について話し合い、出された意見を

まとめ、市長に提出することを目的としています。

　令和４年度の奈良市子ども会議は、話し合うテーマを「笑顔があふれるあそび場をつくろう！」

とし、５回実施しました。また、子ども会議を通して話し合った内容を市長へ伝える意見報告会を

行いました。

　今年度の会議では、普段きょうだいや友だちと楽しんでいる遊びや、理想とする遊び場をもとに話し

合い、楽しいと思う「遊び」の企画について考えました。

　子どもたちが考えた「遊び」の企画は、１０月１５日開催の「移動あそび場」で子どもたちと一緒に

実現しました。

２　令和４年度奈良市子ども会議開催状況

（１）開催日・テーマ・参加人数

（２）開催時間・場所

▶ 開催時間　　午前１０時から正午まで

▶ 開催場所　　奈良市役所　北棟２階　２０２会議室

　　　　　　　※８月１日のみ奈良市子どもセンター（地域子育て支援センター「にじいろ」）

３　ファシリテーター
特定非営利活動法人　子どもの権利条約総合研究所関西事務所所長　　浜田　進士

いかるがあそび場づくりの会　代表　　　　　　　　　　　　　　　　萩原　有紀

Ⅰ　奈良市子ども会議の概要

 令和４年８月９日（火） １８人

―  令和４年８月１９日（金） 「市長への意見報告会」 １６人

「市長への意見報告会に向けた準備
をする」

第４回  令和４年８月４日（木）
「就学児の遊びやワークショップ、
遊び場全体をプロデュースする」

１７人

第５回

回 開催日 テーマ 参加人数

１８人

「仲間と出会い、テーマについて話
し合う」

２４人第１回  令和４年７月２８日（木）

 令和４年８月１日（月）第２回
「奈良市子どもセンターを訪れ、未
就学児の遊びを企画提案する」

第３回  令和４年８月２日（火）
「就学児の遊びや遊び場の〈現状〉
と〈理想〉について意見を出し合
い、そのギャップを整理する」

２０人
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４　子ども参加者

１０歳から１７歳までの子どもを対象に、公募等により募集し、２６名の子どもが参加しました。

 氏名 学校／学年  氏名 学校／学年

内訳（単位：名）

ならやま小学校　５年 25 楊
やん

　愛莉紗
え り さ

都跡中学校　３年

 小学生

13

17

矢戸
や と

　秀介
しゅうすけ

18

増田
ま す だ

　修英
しゅうえい

富雄南小学校　６年

6

5

7

6

済美小学校　５年佐保川小学校　５年

一条高等学校附属中学
校　１年

西村
にしむら

　泰一
た い ち

20

21

中村
なかむら

　陽奈
は る な

谷田
た に だ

　仁胡
に こ

19

大安寺西小学校　６年

高円芸術高等学校
２年

同志社国際学院初等部
５年

赤阪
あかさか

　弥
や

真
ま

斗
と

富雄第三中学校　１年

大安寺西小学校　５年

15春日中学校　３年2

3

4

5

16

14

伊藤
い と う

　虹
にじ

架
か

可児
か に

　百福
ももふく

伏見小学校　６年

1 ならやま小学校　５年

山﨑
やまざき

　唯愛
ゆ め

帯解小学校　５年

同志社国際高等学校
１年

（応募受付順・敬称略）

内田
う ち だ

　龍之介
りゅうのすけ

済美小学校　５年

赤阪
あかさか

　武紗志
む さ し

丹羽
に わ

　絢子
あ や こ

原田
は ら だ

　宙
そら

二宮
にのみや

　葵
あおい

8

9

橋長
はしなが

　もも 一条高等学校　２年

山口
やまぐち

　陽希
は る き

西村
にしむら

　穂乃香
ほ の か

22

26

坂本
さかもと

　彩夏
あ や か

10 石田
い し だ

　羽那
は な

都跡小学校　６年 23 宣原
のぶはら

　真琉
ま る

一条高等学校　２年

11 橋本
はしもと

　青龍
せいりゅう

済美南小学校　６年 24 福井
ふ く い

　伊織
い お り

都跡中学校　２年

12 山本
やまもと

　麗奈
れ い な

山地
や ま じ

　百咲
も も さ

15

 中学生

 高校生

 新規参加者

 参加経験あり

6

20

一条高等学校　２年

河村
かわむら

　春花
は る か

一条高等学校　２年

帯解小学校　５年

都跡小学校　６年

小学生
58%

中学生
19%

高校生
23%

新規参

加者
77%

参加経

験あり
23%
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５　サポーター

奈良市内に在住または在学している大学生等を対象に募集し、７名の大学生が参加しました。

（応募受付順・敬称略）

 氏名  学校／学年

村田
む ら た

　実優
み ゆ う

奈良教育大学大学院　１年

石川
いしかわ

　理香子
り か こ

奈良教育大学　３年

鈴木
す ず き

　詩織
し お り

奈良教育大学　１年

柳川
やながわ

　莉
り

沙
さ

奈良教育大学　４年

奈良教育大学　４年

関西大学　１年

6

5

4

山口
やまぐち

　竜輝
た つ き

2 内山
うちやま

　志織
し お り

奈良教育大学　４年

7 向山
むかいやま

　温登
は る と

1

3

3



１　奈良市子ども会議の内容

（１）第１回「仲間と出会い、テーマについて話し合う」（７月２８日開催）

１０：００　　開会

　　　　　　　　・開会あいさつ（市長）

　　　　　　　　・記念撮影

　　　　　　　　・事務局紹介

　　　　　　　　・ファシリテーター紹介

１０：１５　　会議テーマ及び「移動あそび場」概要について説明（事務局）

１０：３０　　アイスブレーキング

　　　　　　　　・自己紹介

　　　　　　　　・チーム対抗ゲーム

１０：５５　　休憩

１１：００　　グループディスカッション

　　　　　　　　・日頃の遊び（遊びの現状）について話し合い

１１：２０　　「遊び場」の紹介

　　　　　　　　・「エンドラップ廃材遊び場」などを紹介

１１：３０　　グループディスカッション

　　　　　　　　・理想の遊び場について話し合い

１１：５０　　グループで話し合ったことを共有

１２：００　　閉会

（２）第２回「奈良市子どもセンターを訪れ、未就学児の遊びを企画提案する」（８月１日開催）

１０：００　　開会

　　　　　　　　・今回の見学の目的を説明

１０：１０　　施設見学・説明

　　　　　　　　・施設や遊び道具を見学

　　　　　　　　・「未就学児の遊びの特徴」について説明

１０：５０　　グループワーク

　　　　　　　　・未就学児の遊びを企画

１１：３０　　発表

１１：４０　　にじいろスタッフよりフィードバック

１１：５０　　話し合った内容の振り返り

１２：００　　閉会

Ⅱ　奈良市子ども会議の開催
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（３）第３回「就学児の遊びや遊び場の〈現状〉と〈理想〉について意見を出し合い、そのギャップ

　　　を整理する」（８月２日開催）

１０：００　　開会

　　　　　　　　・前回の振り返り

１０：１０　　グループディスカッション

　　　　　　　　・就学児の遊びについて考える(未就学児との違いを踏まえる)

１０：２０　　発表

１０：２５　　「移動あそび場」概要について説明（事務局）

　　　　　　　　・第１回目会議で説明したことをおさらい

　　　　　　　　・「移動あそび場」会場のルールや制限事項等を説明

１０：３５　　個人ワーク

　　　　　　　　・就学児向けの遊びを考える

　　　　　　　　・晴れの場合、雨の場合それぞれできる遊びを考える

１０：５５　　休憩

１１：００　　グループワーク

　　　　　　　　・個人ワークで考えた内容をシェアしてグループごとにまとめる

１１：３０　　発表

１１：４０　　「移動あそび場」の広報について説明

　　　　　　　　・キャッチコピーについて例を挙げながら説明

　　　　　　　　・次回会議までの課題「チラシのキャッチコピーを考える」について説明

１２：００　　閉会

（４）第４回「就学児の遊びやワークショップ、遊び場全体をプロデュースする」（８月４日開催）

１０：００　　開会

　　　　　　　　・前回の振り返り

１０：１０　　課題（「移動あそび場」のキャッチコピー）の発表　　　

１０：４０　　グループワーク

　　　　　　　　・グループごとにワークシート（移動あそび場会場の白地図）を作成

１１：００　　休憩

１１：０５　　グループワーク

　　　　　　　　・グループごとにワークシート（移動あそび場会場の白地図）を作成

　　　　　　　　・意見書の作成

１２：００　　閉会
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（５）第５回「市長への意見報告会に向けた準備をする」（８月９日開催）

１０：００　　開会

　　　　　　　　・前回の振り返り

１０：１０　　グループワーク

　　　　　　　　・グループごとにワークシート（移動あそび場会場の白地図）を作成

　　　　　　　　・意見書の作成

１１：００　　休憩

１１：０５　　グループワーク

　　　　　　　　・グループごとにワークシート（移動あそび場会場の白地図）を作成

　　　　　　　　・意見書の作成

　　　　　　　　・報告会の役割分担決め

１１：４０　　リハーサル

　　　　　　　・報告会の予行演習

１２：００　　閉会

（６）令和４年度奈良市子ども会議からの意見報告会（８月１９日開催）

１３：３０　　事前打ち合わせ

　　　　　　　・意見報告会の進行について確認する。意見報告の練習を行う。

１４：３０　　開会

　　　　　　　・市長あいさつ

　　　　　　　・出席者紹介

１４：４０　　市長へ意見書提出

１４：４５　　各グループごとに意見発表・市長との意見交換

　　　　　　　　【A】運動で広げる子供の未来 

　　　　　　　　【B】非日常感が味わえるスケールの大きな遊び場をつくろう！

　　　　　　　　【C】非日常を楽しむ！最幸の遊び場！！ 

　　　　　　　　【D】安くて、楽しくて、みんなで遊ぼう 

　　　　　　　　【E】誰でも気軽に遊べる場所

１５：４０　　ファシリテーターからのあいさつ

１５：４５　　閉会
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２　振り返りシート集計結果

　　奈良市子ども会議の各回で子どもたちにその日を振り返るアンケート（振り返りシート）を記入してもらい、子ども

　会議についての意見を聞きました。その集計結果は次のとおりです。

回答者数　　 第１回　　　　　　　２４名

第２回　　　　　　　１８名

第３回　　　　　　　２０名

第４回　　　　　　　１７名

第５回　　 　　　　 １７名

　（問１）　楽しかったですか？

　（問２）　わかりやすかったですか？

　（問３）　話しやすかったですか？

0 0%

0 0%

17 100%

12%

第５回

人数 ％

14 82%

3 18%

0 0%0 0%

0 0% 0 0%

第３回 第４回

人数 ％ 人数 ％

14 70% 15 88%

6 30% 2

0 0%

20 100% 17 100%

第５回

人数 ％

16 94%

1 6%

0 0%

0 0%

0 0%

17 100%

4

0 0% 0 0%

第３回 第４回

20 100%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

人数 ％ 人数 ％

16 80% 14 82%

20% 3 18%

0 0% 0 0%

第４回

17 100% 17 100%

0 0% 0 0%

第５回

人数 ％ 人数 ％

15 88% 16 94%

1 6%

0 0% 0 0%

全く思わない 0 0% 0 0%

そうでもない 11 4% 6%

そう思わない 0 0% 0 0%

0% 0 0%

20 100% 17計 24 100% 18 100%

0

100%

選択肢
第１回 第２回

人数 ％ 人数 ％

28%

とてもそう思う 15 63% 12 67%

そう思う 8 33% 5

計 24 100% 18 100%

全く思わない 0 0% 0 0%

83%

そう思わない 0 0% 0 0%

そうでもない 0 0% 0 0%

0 0%

人数 ％ 人数 ％

0 0%

選択肢

2 12%

第３回

7 29% 1 6%

とてもそう思う 16 67% 17 94%

そう思う

第２回第１回

人数 ％

18 90%

2 10%

0

計 24 100% 18 100%

全く思わない 0 0% 0 0%

そう思わない 0 0% 0 0%

1 4%そうでもない

第１回 第２回

人数 ％ 人数 ％

そう思う 11 46% 3 17%

とてもそう思う 13 54% 15

0%

0 0%

選択肢
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　（問４） 今日の子ども会議に参加して、感じたこと、気づいたこと、考えたことなど…なんでも書いてください！

① 第１回　（※一部抜粋）

・みんなのためになるなら、すごくがんばるぞと思った。たのしかった。

・もっと自分の意見など考えたことを発表する力をつけないといけないと思いました。

・大人だけで考えない。子どもの意見も尊重されていてびっくりしました。

・初めてで不安だったけど、遊びについて考えることはあまりないので新鮮で楽しかったです！

・人と話して決まったり、まとめたりしたことが楽しかった。

・なかなか、ちがう学校の人と話す機会はないから、いい「経験」になったと思う。

・自分より年齢の低い子たちでも自分より頭が良かったり、クリエイティビティがあってすごかったです！

・みんながあそべる楽しい公園を実現してみたい。

・みんなと初めて会ったり、話し合ったけど、楽しくできたからよかった。

・今まで考えなかった部分を考えて、気づけた部分がたくさんありました。

　他の人の意見をきいて、自分にない考えを知ることができて良かったです。　

② 第２回　（※一部抜粋）

・トランポリンみたいなものが楽しかった。

・小さい子の遊び場で遊ばないので、今日遊んで楽しかったし、遊んでるんだなあていうのがわかってよかった。

・今小学生だけど、幼稚園児にもどった気分になれました。いつになっても楽しめる工夫があってすごいです。

・大人でも子どもでも楽しめるっていいなと思った。

・年齢など関係なく遊べて、見てるだけでもワクワクしてとても楽しかったです。

・ここはやわらかいものが多くて安全と思った。

・久しぶりにリラックスして、体を動かすことができた。安全面への配慮もあってよかった。

　未就学児の気持ちになれた気がした。

・楽しい遊びの中にも危険があるんだなと改めて気づくことができました。

・新しくできた所に来る機会がなかったので、来れてよかったです。

　人見知りなので、昔「かして」といえなかった遊具で遊べて楽しかったです。

　これから企画を作る上で大変参考になりました。

③ 第３回（※一部抜粋）

・自分たちの遊び場を考えて、これが本当にあったらいい。

・自分たちがしている遊びも参考になる。

・本格的に企画を考えるのが楽しかった！！

・友だちといっぱい意見を出せて楽しかった

・遊び場が現実のものになっていくような感じで楽しかった。いろいろと考えることができてよかったと思う。

・就学児の遊びについて、いろんな角度からみることができて、新たな発見ができました。

　いろんな気づきがあって、考えることができました。

・本格的に企画作りがスタートして、みんなの想像力におどろきました！きっといい企画になると思います。

　キャッチコピー作りも頑張りたいです！

・チームの人と話すことで、いろいろな案を出すことができた！
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④第４回（※一部抜粋）

・最初は何も書いていない紙に、今日はかいたり作ったりはったりしてたのしかった。

・遊びの企画をすることが少し難しいけど、とてもたのしいです。

・迷路づくりが楽しかった。

・前に考えた意見以外のものを取り入れたりしてもっと考えたい。

・小１～高３まで、みんなが楽しめる遊びを考えることは、難しいなと感じました。

　そのぶん、何かできたとき、すごく嬉しかったです。

・理想が形になっていくのが見えてとても楽しかったです。

⑤第５回（※一部抜粋）

・みんなと話し合えてよかった。たのしかった（とても）

・伝える力が少しずつついてきてとてもよかったです。

・いろいろな意見や考えを言えてうれしかった。

・ほかの班の意見をきいて、自分の班にはない、わくわく感がありました。

・子どもたち全員が楽しく遊べる場所について、考えることができました！！

・次回が最後と思うと泣けてきます…最後まで全力で行きます！

・発表がんばりまーす！
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３　アンケート集計結果

　　全５回の子ども会議終了後には奈良市子ども会議全体を振り返ってのアンケートを子どもたちに記入

　してもらいました。その集計結果は次のとおりです。

回答者数　　１８名

　（問１）　奈良市子ども会議のことを何で知りましたか。（１名からの複数回答あり）

（その他）

・兄におしえてもらった

　（問２）　奈良市子ども会議全体を通して、満足でしたか。

（その理由）　※一部抜粋

【満足】

・緊張したけど友だちもできてたのしかった。

・自分の意見をみんなに言えたから。

・いろんな年齢の人たちと、一緒に子どもの遊び場を考える上で、使ったことのなかった頭を使ってたくさん

　学べました。良い経験になりました。

【やや満足】

・コミュニケーション力が少しずつついてきたからです。

・みんなで話し合ってたのしかった。

計 18 100%

やや不満 0 0%

不満 0 0%

選択肢

15 83%

人数

0 0%

しみんだより

やや満足 3

2

奈良市公式SNS

11%

1 5%奈良市のホームページ

計 19 100%

口コミ 0 0%

　 チラシ 0 0%

3 16%

学校での案内 10 53%

友達や保護者からの紹介

％

満足

その他 3 16%

17%

普通 0 0%

選択肢 人数 ％
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　（問３）　奈良市子ども会議全体を通して自分の意見を言うことができましたか。

　（問４）　子ども会議に来年もまた参加したいですか。

　（問５）　また奈良市子ども会議に参加するとしたら、どんなテーマで話し合いたいですか。　※一部抜粋

・ワクワク楽しくハッピーな子どもの遊び場作成！！

・学校の新しい遊具について

・理想の飲食店

・子ども同士が仲良くなっていくためには

・スポーツについて

・学校の設備について

7

0 0%

計 18 100%

人数 ％

50%

参加したくない 0 0%

計 18 100%

あまり参加したくない

どちらともいえない 1 6%

あまりできなかった 0 0%

1

選択肢

十分できた 13 72%

できた

選択肢 人数 ％

4 22%

まったくできなかった

6%

どちらともいえない

とても参加したい 9

1 6%

参加したい 39%
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　（問６）　奈良市は子どもにやさしいまちだと思いますか。

（その理由）　※一部抜粋

【とてもそう思う】

・子どものことを考えてテーマを作ってくれたから。

・子ども会議をやっているから。

・ちょうどいい町だから。

【そう思う】

・子ども会議などを開いているから。

・子どもの意見を尊重して、遊び場を作成するなどの取組がよい。

・基本的にはやさしいけど、犯罪なども起きるから。

【あまり思わない】

・まだまだ自分たちの思っている遊びのできない所が多いから。

・すごく楽しい一日になる日が子ども会議だから来年も行きたいです。

・初めて会った人とたくさん話せたから。

・みんなが自分の意見を言えていて、意見を言うのが苦手な子もかげながら支えてくれたところ！！

・冬に開催してほしい。

・もうちょっと回数がほしい。

・いろんな年の子とおはなしできて価値観は広がって楽しかったです。

計 18 100%

わからない

　（問７）　奈良市子ども会議に参加して、良かったところ、悪かったところ、変えてほしいところなど、自由に
　　　　　　感想や意見を書いてください。（開催時期、回数、内容など）　　※一部抜粋

0 0%

0%

とてもそう思う

あまり思わない 1 6%

8 44%

そう思う

選択肢 人数 ％

9 50%

まったく思わない 0
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　 　奈良市子ども会議で出された子どもたちの意見をまとめ、市長に提出するための意見書を子ども

たち自身の手で作成しました。

　令和４年度奈良市子ども会議では、参加者募集の段階から全体のテーマを「笑顔があふれるあそ

び場をつくろう！」に絞り、５つのグループにわかれて議論を行い、遊びの企画についての「提案」

を意見書にまとめてくれました。その内容は次のとおりです。

　なお、この意見書の原本は子どもたちによる手書きの意見書になっていますので、この報告書の

別冊資料としてその写しを添付しています。

［ グループメンバー一覧 ］

　Aグループ

赤阪　弥真斗 谷田　仁胡 宣原　真琉 橋本　青龍

山﨑　唯愛 楊　愛莉紗

　Bグループ

石田　羽那 中村　陽奈 増田　修英 山本　麗奈

　Cグループ

伊藤　虹架 内田　龍之介 坂本　彩夏 二宮　葵

原田　宙

　Dグループ

赤阪　武紗志 可児　百福 河村　春花 西村　穂乃香

橋長　もも 山口　陽希

　Eグループ

西村　泰一 丹羽　絢子 福井　伊織 矢戸　秀介

山地　百咲

Ⅲ　奈良市子ども会議意見書

13



【Aグループ】

［テーマ］　運動で広げる子供の未来

［ 遊びの現状・理想 ］

（現状）屋内：カードゲーム、ユーチューブ、ゲームなど

　　　　屋外：ブランコ、おにごっこ、ドッジボールなど

（理想）屋内：バドミントン、ボールプールなど

　　　　屋外：空をとべる、巨大なすべり台、日光浴、アスレチックなど

［ 提案内容 ］

　 （日かげ）

　・レース系…ハイハイレース、１５ｍ走、紙飛行機飛ばし（１５ｍ）

＜なぜそのあそび＞ いろんな年代が楽しめる

　・ボールプール

＜なぜそのあそび＞ 普段体験しにくいし、ボールプールがある場所が少ないから。

　・チョークでお絵かき（水で消えるチョークで地面にお絵かき）

＜なぜそのあそび＞ 年齢が低い子とも安全に遊べる。外でお絵かきができないから。

（日なた）

　・水てっぽう

＜なぜそのあそび＞ 

的にあてること（学年によって距離を変える）をメインにするので、季節関係なしに遊べる

（水てっぽうなのは、水ふうせんだとゴミが出るし、作る時間もかかるし、買うのも

面倒になる）

　・ボール遊び

＜なぜそのあそび＞ 

知らない人と遊びを通して仲良くなる。コミュニケーション能力を養える。

ドッチボールなので真剣にできる。

　・だるまさんの１日

＜なぜそのあそび＞ 

有名な遊びだから、ルールが単純だからわかりやすい。

「転んだ」ではなく「１日」なので考える力と想像力が養える。

　・アスレチック

＜なぜそのあそび＞ スリルを味わえる場所が少ないから。三間の空間を提供できる。

　・ハンモック

＜なぜそのあそび＞ 

日光に当たってくつろぐことができるし、非日常を味わえることができる。

　・空エリア

＜なぜそのあそび＞ 

空好きな子集まれ！
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【Bグループ】

［テーマ］　非日常感が味わえるスケールの大きな遊び場をつくろう！

［ 遊びの現状・理想 ］

（現状）

・公園で野球をしたり、遊具で遊ぶ。

・カードゲームで遊んだり、ビデオを見る。

☆遊びのスケールが小さい。

（理想）

・大きなアスレチックで遊びたい！（トランポリンやターザンロープ）

・みんなで屋内で楽しめる場所も欲しい。

☆普段では味わえない「非日常感」がほしい！

［ 提案内容 ］

【屋外】

①水で紙をうちぬくゲーム

＜ルール＞

・個人戦

・学年ごとに難易度を変える

＜理由＞

・「非日常感」を味わいたいから。

・涼しげな遊びをしたい。

・中高生も童心に戻って遊べる場所がほしい。

②スーパーボールすくい

＜ルール＞

・ポイがやぶれたらおわり

＜理由＞

・全年齢の人が楽しめるから。

・単純だけど奥が深いゲームだから。

・屋台でするとお金がかかるけれど、ここだと無料でできるから。

【屋内】

③ペーパーカップタワー

＜ルール＞

・対戦型

・速さをきそう部門と長さをきそう部門をつくる。

＜理由＞

・「３間の間」で今回の多くは空間を提供するが、ここでは仲間を共有する。

・記録を更新する楽しさを味わいたい。

④ボール入れ

＜ルール＞

・カラーボールをバスケット（スーパーマーケットのもの）に入れる遊び

・学年によって難易度を変える

・対戦型

＜理由＞

・「３間の間」で今回の多くは空間を提供するが、ここでは仲間を共有する。

・思いっきり体を動かしたい。
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【屋内 or 屋外】

⑤ボールプール

＜ルール＞

・人にボールをなげない。

＜理由＞

・中高生も童心に戻って遊べる場所がほしいから。

【今回以降にできそうなもの】

①自由につかえるおもちゃ

＜今回できない理由＞

・消毒作業が大変

・どんなおもちゃにするかがまとまらなかった。

＜やりたい理由＞

・中高生も童心に戻って遊べる場所がほしいから。

②アスレチック（トランポリン、すべり台、ターザンロープ）

＜今回できない理由＞

・消毒作業が大変

・費用がかかる

・組み立てにかかる時間が不明

＜やりたい理由＞

・遊びのスケールを大きくしたい

・思いっきり体をうごかしたいから
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【Cグループ】

［テーマ］　非日常を楽しむ！最幸の遊び場！！

［ 遊びの現状・理想 ］

理想は小学生～高校生まで満足して遊べる遊び場でした。

→今後は未就学児も楽しめる遊び場にしたいと思う。

１０月には迷路や宝探しをしたいと思います。

［ 提案内容 ］

未就学児、就学児が年齢関係なく自由に遊べる空間を実現しようと思います。

目玉としては、大きな迷路、レベルに分かれているので無理なく楽しめます。

他にはシャボン玉やボウリング、輪投げなど体を休めながら遊べるものも用意しています。

コロナ禍ということでマスクを外していただける休けい所も設けました。

シャボン玉エリアは屋外になります。日光の反射でシャボン玉がキレイに見えたり、大きな

シャボン玉を追いかけることができます。

ボウリングは保育園などの夏祭りなどで行われる１Lペットボトルを用いて行うと思います。

輪投げはボウリングと同様でペットボトルを用いて輪投げの輪は新聞紙を丸めて作ろうと

思います。

そして目玉の迷路。ただ道を探すだけではなくスタンプラリー形式にしていこうと思います。

他のお友達とと協力しながらクリアすることで仲間意識や体を動かす楽しさを伝えられたら

良いと考えています。

コロナ拡大防止として一時間おきに、各遊び場、遊び道具の消毒を行うように考えています。

ブルーライトを使用しながらの消毒作業を考えています。

そして、カプセルプールです。ガチャガチャのカプセルの中にプラスチック製の宝石を入れて

探してもらい見つけたものは持って帰るようにしてもらいます。

空いたスペースにはチョークで自由に好きなように絵などを描いてもらおうと思います。

全体を通してお伝えしたいことは安心安全で楽しく最高の思い出が残る移動遊び場に

しようと思います。
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【Dグループ】

［テーマ］　安くて、楽しくて、みんなで遊ぼう

［ 遊びの現状・理想 ］

屋内あそび → ゲームをしている人が多い

外あそび → おにごっこ、サッカー、ドッヂボールなど

もっと近くに遊び場がほしい、低かかく・無料

友だちといっしょに遊ぶ

［ 提案内容 ］

・ドッヂボール

運動するかわりとかにもなるので…。

ドッヂボールエリアがドッヂボールのルールで人数１４まで

１４人みたさない場合１０以上ははじめる

・水あそび

今（令和４年）中々プールに遊びに行けないから移動遊び場でみんなで水遊びを

したらいいと思った。

水あそびエリアはまっちゃまちの水てっぽうで、人数は水てっぽうのぶんまで

・フリースペース

小さい子とかはダルマさんがころんだをやりたい人もいるし（おにごっこなど）

大きい子では、おにごっこをやったりする人もいるから。

おにごっことだるまさんは人数はどちらも１０人でおにごっこはゼッケンの着用をする。

安全のためおにごっことだるまさんの間に線を引く

・トランポリン

トランポリンでなかなかあそべないのでえらびました。

トランポリンは時間制限にして５人ぐらいです。

・らくがき、シャボン玉

チョークなどでお絵かきをすることがあまりないのでいいと思いました。

シャボン玉は人数制限がなしです。親と小さい子で楽しくシャボン玉。

・ブロック

いろいろな年代の人でも遊べるから。ブロックは人数１５人ぐらいです。

・めいろ

めいろは、暗くして、みんなをゴールにできるだけ近づけないようにします。

頭の回転がはやくなります。めいろは１５人程度です。

・ボールプール

親と小さい子で遊べる場所もあった方がいいと思った。こんなにごうかいに

ボールプールであそべないからいいと思った。ボールプールは１０人程度です。

・紙ひこうき

中々、室内でやったらお母さんにおこられたりするし外でやる人がいないけど、
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移動遊び場ではオリジナルの紙ひこうきを作れるし、できるから。

紙ひこうきは１０人程度の予定です。

【Eグループ】

［テーマ］　誰でも気軽に遊べる場所

［ 遊びの現状・理想 ］

（現状）

小学生は、外遊びが多いが、中高生は、外遊びが小学生と比較すると少ない。

（理想）

大きな遊園地、大きなすべり台、インスタ映えスポットなど、小学生～高校生まで、

みんなが楽しめる遊び。

［ 提案内容 ］

～水鉄砲エリア～

・水鉄砲のまと当て

射的は、みんなが知っているけれど、水鉄砲を使ってするまと当ては、やったことが

ないから、ワクワクする！！

・水鉄砲かけあい

みんなが水を浴びることが好きで、涼むことができる！！

～お絵かきエリア～

・地面にチョークや水などでお絵かきする

画用紙を飛びこえて、非日常的な地面に絵を描きたい！！

～なわとびエリア～

・大繩

初対面の人と協力してやることで、友だちができる！！

～けん玉エリア～

・けん玉

昔の遊びにふれられて、玉が乗ったときの達成感が大きい！！

～ワークショップエリア～

１日の思い出づくりができる！！

～かんぽっくりエリア～

遊びながら、運動ができる！！

～ビンゴエリア～

最後までハラハラできる！！

【今後の移動遊び場でしたいこと】

・迷路…普通の遊び場にはないから遊んでみたい。

・ライン鬼ごっこ…頭と身体を使って遊べるから。
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～芝生で開催するなら～

・ふれあい動物園…普段よりもっと近くで動物に会っていやされたい。

・芝滑り…子どもから大人まで手軽に楽しめる！

　子どもたちが考えた遊びの企画は、「移動あそび場」で実現しました。開催概要は以下のとおり

です。

　市長への意見報告会終了後、再度市役所に集まり、「移動あそび場」で実現する遊びの企画に

必要な準備を行い、遊びのルールづくりを行ったり、遊び道具を手作りしました。

　「移動あそび場」当日は、子ども会議参加者も遊びのサポーターとして参加し、自分たちで

考えた遊びのルールを伝えながら、来場者といっしょに遊びを楽しみました。

　今後、あそび場の運営を検討していくにあたって、引き続き子どもたちの提案を活用したいと

思います。

（１）開催日時

令和４年１０月１５日（土）　午前１０時３０分～午後４時３０分

（２）開催場所

ロート奈良鴻ノ池パーク　ロートフィールド奈良（法蓮佐保山四丁目）　外周及び軒下の一部

（３）来場者数

延べ約７５６名（保護者含む）

（４）子ども会議参加者数

１５名（小学生：１１名、中学生：２名、高校生：２名）

（５）実施した遊びの企画

・水鉄砲遊び（水鉄砲で的当て） ・ダンボール迷路

・紙飛行機飛ばし ・地面にお絵かき

・シャボン玉 ・だるまさんが転んだ、だるまさんの一日

・輪投げ、ボール入れ ・大なわ

・ボールプール

　Ⅳ　提案の実施
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（６）アンケート結果

移動あそび場終了後にアンケートを子どもたちに記入してもらいました。その集計結果は次のとおりです。

　回答者数　　１３名

　（問１）　移動あそび場は楽しかったですか？

　（問２）　自分たちの考えた提案が実現できたと思いますか？

　（問３）　何の遊び企画がいちばん楽しかったですか？（７名からの複数回答あり）

　（問４）　今後、「移動あそび場」を開催した場合、参加したいと思いますか？

計 13 100%

どちらともいえない 0 0%

そう思わない 0 0%

全く思わない 0 0%

選択肢 人数 ％

とてもそう思う 12 92%

そう思う 1 8%

だるまさんが転んだ
（だるまさんの一日）

2 6%

大なわ 2 6%

ボールいれ 2 6%

わなげ 2 6%

オリジナルガチャガチャ 2 6%

計 32 100%

ダンボール迷路 5 16%

水てっぽう 5 16%

地面におえかき 2 6%

シャボン玉 4 13%

ボールプール 2 6%

紙ひこうき 4 13%

全く思わない 0 0%

計 13 100%

選択肢 人数 ％

そう思う 5 38%

どちらともいえない 1 8%

そう思わない 0 0%

計 13 100%

選択肢 人数 ％

とてもそう思う 7 54%

どちらともいえない 1 8%

そう思わない 0 0%

全く思わない 0 0%

選択肢 人数 ％

とてもそう思う 10 77%

そう思う 2 15%
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（問５）子ども会議・移動あそび場に参加して、感じたこと、気づいたこと、考えたことなど

　なんでも書いてください！　※一部抜粋

・みんなで考えたことが実現するっていいなと思いました。

　普通に放課後遊ぶときにはできない遊びができて良かったです。

・子ども会議に参加して、とても楽しくていい経験になりました。

　自分たちの考えた事が実現して、みんなが楽しんでくれている姿を見れたのが

　とても嬉しかったです。また子ども会議に参加したいと思いました。

・高校三年生で参加出来なくても大学生になってサポーターとしてまた子ども会議に

　関わりたいと考えています。とても楽しかったです。

・自分が考えた遊びで、みんなが遊んでくれてうれしかった。

　水鉄砲で、水をかけられて嫌な思いをした（ルールが最後の方、守られていなかった）

・色んな年齢の人達とも仲良くなれて、すごく楽しかったです。

【「移動あそび場」準備の様子】

【「移動あそび場」当日の様子】
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移動あそび場について

市内の公園、スポーツ施設、文化施設や公民館などに遊具を持込み、子どもたちに多様な遊び

場を提供し、子育て世代のニーズに応え、子どもにやさしいまちづくりを推進する。

第１回目（１０月１５日実施）

おもちゃ・遊具エリア（事前予約制） 参加者： １００人（子どものみ）、５７世帯

資料３-２



＜移動あそび場参加者へのアンケート結果（おもちゃ・遊具エリア／抜粋） 回答数 5４人＞

参加した理由 （件） ※複数回答可 満足度 （人） 普段のあそび場 （件） ※複数回答可

※５段階評価（５が満足、１が不満）

移動あそび場に関心があったから 33

遊具・おもちゃで遊びたかったから 26

家の近くに遊ぶ場所がないから 9

その他 3

計 71

5 15
4 17
3 18
2 1
1 1
その他 1
無回答 1
計 54

公園 42
家 41
市の施設（子育て広場等） 16
商業施設 16
家付近の道路 12
その他 1
計 128

次回開催について

令和４年１１月２３日（水・祝） 佐保台第３号街区公園で実施予定 （雨天中止）
主に周辺地域在住の小学生以下の子ども（未就学児は保護者同伴）を対象。
体を使った遊び（鬼ごっこ等）や子ども会議で提案があった遊びを実施する。



みんなであそぶエリア

2022年11月23日（水・祝）
午後1時～午後4時

佐保台第３号街区公園（佐保台二丁目840番地の58・「佐保台二丁目」バス停下車）

※駐車場がないため、車での来場はご遠慮ください。

主催：奈良市

【あそびのスケジュール（予定）】

午後１：１５～ 逃走中！（おにごっこ）

午後2：００～ ちょ～本気★だるまさんが転んだ

午後２：４５～ ドッチビー＆ドッチボール

【問合せ】奈良市子ども政策課（☎0742-34-4792)

奈良市在住の小学生以下の子どもとその保護者

※未就学児は保護者同伴

対象

※雨天中止

場所

詳細はこちら

予約不要・入場自由

みんなで体をうごかしてあそびましょう！

※「みんなであそぶエリア」のあそびに参加したい方は、以下の

時間を目安に来場してください。

【設置する遊具（予定）】

・ スラックライン

・ モルック（木のぼうを倒して得点を競うあそび）

・ ボールプール

・ ボールいれ 等

自由にあそぶエリア

すきな遊具で自由にあそびましょう☻いつもの公園

にはないめずらしい遊具があるかも…？

※スラックライン・モルック イメージ
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子どもの権利擁護に関する取組 

子どもコミッショナー制度（仮称）導入の検討 

児童の権利に関する条約、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例に基づき、子どもの権利の侵害に関する相談およ

び支援等を行い、子どもにやさしいまちづくりを推進しようとするもの。 

＜子どもにやさしいまちづくり条例＞（子どもの意見表明及び参加の促進） 

第 11 条 市、保護者、地域住民及び子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもの意見表明や参加を促進するために、

子どもの主体的な活動を奨励し、支援を行うよう努めるものとする。 

２ 市は、子どもに関する施策について、適切な情報を提供し、子どもが意見表明や参加する機会を設けるよう努めるも

のとする。 

３ 地域住民は、地域の活動及び行事等について、子どもが意見表明や参加する機会を設けるよう努めるものとする。 

４ 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、施設の行事や運営等について、子どもが意見表明や参加する機会を設けるよう

努めるものとする。 

 

子どもコミッショナーとは 

子どもコミッショナーとは、独立した立場で、子どもの権利状況をモニタリングし、子どもに関わる課題や施策について調

査し、提言や勧告を行う仕組みである。70 カ国以上で、子ども施策を担当する省庁とは別に設置されており、子ども

コミッショナー、オンブズマン、オンブズパーソンなど、名称は国により様々。  

子どもコミッショナーは、いろいろな立場の子どもたちの声を聴き、専門家としてその声を提言につなげる。選挙権をもた

ず、社会で声をあげる機会が限られる子どものための施策の改善に、重要な役割を果たす。（ユニセフ HP より抜粋） 

現状の相談窓口 

 

 

子どもセンターにおいては、 センターの職員とは異なる独立した立場である子どもアドボケイトが、一時保護所入所中の子

どもや、一時保護委託中の子どもの思いや気持ちを受け止め、子どもの意見表明を支援している。 
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奈良市で子どもコミッショナー制度（仮称）を導入する場合 

 

イメージ（案）       内 

 

 

検討課題 

子どもが意見表明することの必要性と意義を前提として、子どもが意見表明するために必要な体制を整備するほか、

表明する場合の方法・窓口等について説明・周知すること、子どもがそれを理解していることが必要である。 

また、子どもの人権擁護の在り方、制度設計にあたっては、子どもたち自身の声を聴くことや、実際に子どもの相談を

受けている相談機関や児童館などの職員にも意見を聞く必要がある。 

 

① 設置の位置付け 

② 設置根拠規定（条例 等） 

③ 条例等の整備や、設置を検討する組織・運営 

④ 所掌事務 

⑤ 体制・人選・他相談窓口との住み分け、連携 等 

⑥ 子どもの声の聞き取り（子どもの権利に関する認知度や要望の把握 等） 

⑦ 子どもの権利に関する周知方法 

⑧ 名称（周知、認知、理解のしやすさも重要）           等 

 

 



第 2 次奈良市幼保再編計画（仮）の策定について 

 

本市では、少子化の進行や保育ニーズの多様化の影響を受け、市立幼稚園では過小規模化が進む一方、保

育所では待機児童が発生する他、施設の老朽化等、幼保施設についての喫緊の課題を抱えていました。そこ

に、重要な経営資源である「ヒト、モノ、カネ、情報」の有効活用を進め、経費節減と共に事業の質的向上

を図るため、平成25年1月に「奈良市幼保再編基本計画」、同年7月に「奈良市幼保再編実施計画」、平成

27年３月に「市立幼保施設の民営化についての基本的な考え方」を策定しました。 

これらに基づき、適切な集団規模の中で等しく教育・保育を受けることができる等、就学前児童のための

より良い教育・保育環境の整備を目的として、平成31年度までは市立でのこども園化を中心に、令和2年

度以後は民間移管を中心に、以下のとおり着実に市立幼保施設の再編を進めてきました。 

 

    

 年度 H24 H31 R2 R3 R4 R5(予) 

市 

立 

園 

幼稚園 36 園 17 園 16 園 15 園 13 園 9 園 

保育所 18 園 8 園 7 園 6 園 4 園 4 園 

こども園 3 園 19 園 18 園 18 園 18 園 18 園 

民間移管園 ― ― 2 園 3 園 5 園 8 園 

 

閉園時期決定済み 二名幼（R7.3 末を以て閉園） 

再編方針公表済み 六条幼・京西保、西大寺北幼、伏見保・伏見南幼 

再編方針未公表 済美幼、富雄北幼、鳥見幼、大安寺幼、佐保幼、都南保、三笠保 

         

結果、方向性を公表していない園も残りわずかとなっており、また、待機児童についても、ピーク時の平

成29年は4月時点で163名でしたが、他課による民間園誘致等の取組と相まって、令和4年4月時点では8

名と、大幅に減少しています。 

こうした中、令和5年1月で現行の基本計画策定から10年が経過することとなるため、これまでの取り組

みを検証するとともに、社会情勢の変化や、市立こども園の保護者向けアンケート結果等から、現在の幼児

教育・保育環境を分析すると共に、従来の「奈良市幼保再編基本計画」「奈良市幼保再編実施計画」及び

「市立幼保施設の民営化についての基本的な考え方」を見直し、行財政改革の視点も踏まえ、新たに策定を

行う予定としております。 

           

● 策定のスケジュール（案）について 

  R4.10   R4.11  R4.12～R5.1    

             

 

●市立園及び民間移管園の推移及び今後の方向性 
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番号 氏名 学校名 学年 年齢

1 赤阪
ア カ サ カ

　弥
ヤ

真
マ

斗
ト

済美小学校 5 10

2 赤阪
ア カ サ カ

　武
ム

紗
サ

志
シ

春日中学校 3 14

3 丹羽
ニ ワ

　絢子
ア ヤ コ

伏見小学校 6 11

4 原田
ハ ラ ダ

　宙
ソ ラ

富雄第三中学校 1 13

5 二宮
ニ ノ ミ ヤ

　葵
アオイ

大安寺西小学校 5 10

6 西村
ニ シ ム ラ

　泰一
タ イ チ

佐保川小学校 5 11

7 増田
マ ス ダ

　修英
シュウエイ

一条高等学校附属中学校 1 12

8 坂本
サ カ モ ト

　彩夏
ア ヤ カ

富雄南小学校 6 11

9 山口
ヤ マ グ チ

　陽希
ハ ル キ

帯解小学校 5 11

10 石田
イ シ ダ

　羽那
ハ ナ

都跡小学校 6 11

11 橋本
ハ シ モ ト

　青龍
セイリ ュウ

済美南小学校 6 11

12 山本
ヤ マ モ ト

　麗奈
レ イ ナ

ならやま小学校 5 10

13 西村
ニ シ ム ラ

　穂乃香
ホ ノ カ

都跡小学校 6 11

14 内田
ウ チ ダ

　龍之介
リ ュ ウ ノ ス ケ

ならやま小学校 5 10

15 山﨑
ヤ マ ザ キ

　唯愛
ユ メ

帯解小学校 5 11

16 矢戸
ヤ ト

　秀介
シュウスケ

大安寺西小学校 6 11

17 伊藤
イ ト ウ

　虹
ニ ジ

架
カ

高円芸術高等学校 2 17

18 可児
カ ニ

　百福
モ モ フ ク

同志社国際学院初等部 5 11

19 谷田
タ ニ ダ

　仁胡
ニ コ

済美小学校 6 11

20 中村
ナ カ ム ラ

　陽奈
ハ ル ナ

同志社国際高等学校 1 16

21 橋長
ハ シ ナ ガ

　もも 一条高等学校 2 17

22 山地
ヤ マ ジ

　百咲
モ モ サ

一条高等学校 2 16

23 宣原
ノ ブ ハ ラ

　真琉
マ ル

一条高等学校 2 16

24 福井
フ ク イ

　伊織
イ オ リ

都跡中学校 2 13

25 楊
ヤ ン

　愛莉
エ リ

紗
サ

都跡中学校 3 14

26 河村
カ ワ ム ラ

　春花
ハ ル カ

一条高等学校 2 17

令和４年度「奈良市子ども会議」子ども参加者名簿（応募受付順・敬称略）



令和４年度「奈良市子ども会議」意見書テーマ一覧

Aグループ
運動で広げる子供の未来

Bグループ
非日常感が味わえるスケールの大きな遊び場をつくろ
う！

Cグループ
非日常を楽しむ！最幸の遊び場！！

Dグループ
安くて、楽しくて、みんなで遊ぼう

Eグループ
誰でも気軽に遊べる場所

「笑顔があふれるあそび場をつくろう！」をテーマに、５つのグループにわ
かれて「遊び」について話し合いました。



Aグループ　「運動で広げる子供の未来」

　



Bグループ　「非日常感が味わえるスケールの大きな遊び場をつくろう！」



Cグループ　「非日常を楽しむ！最幸の遊び場！！」



Dグループ　「安くて、楽しくて、みんなで遊ぼう」



Eグループ　「誰でも気軽に遊べる場所」





























令和４年度「奈良市子ども会議」集合写真

第１回奈良市子ども会議開催時撮影（令和４年７月２８日）
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